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平成27年第３回南種子町議会定例会会期日程 

９月16日開会～９月25日閉会 会期10日間 

 

月 日 曜 日 程 備          考 

16 水 本 会 議 

（開 会） 

 

１．議長諸報告 

２．町長行政報告 

３．提案理由の説明 

４．一般質問（５名） 

17 木 本 会 議 １．一般質問（２名） 

２．議案審議 

 (1)条例  ３件（議案第４２号～第４４号） 

 (2)予算  ５件（議案第４５号～第４９号） 

(3)人事  １件（同意第７号） 

18 金 休 会  

19 砌 休 会  

20 矗 休 会  

21 矚 休 会  

22 矜 休 会  

23 矣 休 会  

９ 

24 木 休 会  

 



－2－   

25 金 本 会 議 

（閉 会） 

１．提案理由の説明 

２．議案審議 

 (1)契約  １件（議案第５０号） 

 (2)決算  ５件（認定第１号～第５号） 

３．委員長報告（陳情審査） 

４．発議 

 (1)決議  ２件（発議第８号、第９号） 

５．閉会中の継続審査申し出 

６．閉会中の継続調査申し出 

 

 



 

 

 

 

平成27年第３回南種子町議会定例会 

 

 

第  １  日 

 

平成27年９月16日 
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平成27年第３回南種子町議会定例会会議録 

平成27年９月16日（水曜日） 午前10時開議 

 

１．議事日程（第１号） 

 ○開会の宣告 

 ○日程第１ 会議録署名議員の指名 

 ○日程第２ 会期の決定 

 ○日程第３ 議長諸報告 

 ○日程第４ 町長行政報告 

 ○日程第５ 提案理由の説明 

 ○日程第６ 一般質問 

 

２．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 

 

３．出席議員（１０名） 

    １番  河 野 浩 二 君     ２番  柳 田   博 君 

    ３番  大 﨑 照 男 君     ４番  西 園   茂 君 

    ５番  塩 釜 俊 朗 君     ６番  広 浜 喜一郎 君 

    ７番  上 園 和 信 君     ８番  立 石 靖 夫 君 

    ９番  日 髙 澄 夫 君    １０番  小 園 實 重 君 

 

４．欠席議員（０名） 

 

５．出席事務局職員 

 局    長  濱 田 広 文 君   書    記  日 髙 一 幸 君 

 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

  職  名    氏   名       職  名    氏   名    

 町    長  名 越   修 君   副  町  長  長 田   繁 君 

 教  育  長  遠 藤   修 君           髙 田 真 盛 君 
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△ 開 会 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 開 議   

○議長（小園實重君）  ただいまから平成27年第３回南種子町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元の日程表のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（小園實重君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、４番、西園 茂君、５番、

塩釜俊朗君を指名します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 会期の決定   

○議長（小園實重君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日９月16日から９月25日までの10日間にし

たいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日９月16日から25

日までの10日間に決定しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議長諸報告   

○議長（小園實重君）  日程第３、議長諸報告を行います。 

 報告書をお手元に配付していますが、要点について局長から説明させます。局長。 

○事務局長（濱田広文君）  御報告申し上げます。 

 お手元に議長報告書を配付してございますので、お目通しいただきたいと思いま

す。 

 監査結果報告書でございますが、例月出納検査報告書の平成27年５月分から７月

分までを配付しております。 

 それから、平成26年度決算審査意見書、財政健全化判断比率に係る審査意見書を

配付しております。 

 次に、各種行事・業務及び動静については、６月24日から９月15日までの分につ

いて列記しておりますが、その主なものについて御報告いたします。 

 議長会関係でありますが、８月５日、種子島屋久島議会議員大会臨時会が開催さ

れ、種子島屋久島議会議員大会が10月６日、本町で開催することが決定されました。 
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 一部事務組合関係でありますが、７月14日、熊毛地区消防組合議会臨時会が開催

され、条例１件と一般会計補正予算（第１号）が提案され、原案可決されました。

また、議選監査委員として、塩釜議員が選任されました。 

 同日、種子島産婦人科医院組合議会臨時会が開催され、議選監査委員として立石

議員が選任されました。 

 ９月14日、中南衛生管理組合議会定例会が開催され、平成26年度の決算認定と一

般会計補正予算（第１号）が提案され、認定、原案可決されております。 

 同日、公立種子島病院組合議会定例会が開催され、平成26年度の決算認定と一般

会計補正予算（第１号）が提案され、認定、原案可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（小園實重君）  これで議長諸報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第４ 町長行政報告   

○議長（小園實重君）  日程第４、行政報告を行います。 

 町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  それでは、行政報告を申し上げます。 

 平成27年産早期水稲は、３月中旬から下旬にかけて、平年並みの定植となりまし

た。育成状況については、初期育成の４月から５月にかけて、平年に比べ気温が高

く推移したが、幼穂形成期の５月下旬には最低気温17度を下回るなど、降雨日が続

き、低温と日照不足の影響により、茎数も平年の７割、障害型冷害による不稔など、

穂数、もみ数とも少なく、登熟実入りが悪く、熊毛地区の作況指数は著しい不良の

80％となりました。 

 収穫開始は平年より早い７月13日から始まり、降雨日が続いた影響で、収穫作業

に大変苦慮した年でありました。10アール当たりの収穫量も324キログラム、前年

より103キログラムも少ない前年比75％、１等米の比率は11.7％と品質・収量とも

に悪く、過去10年の中で最も悪い年となりました。 

 早期水稲を中心としている水田農家にとっては、米価の低迷と今回の低単収、低

品質により大打撃を受け、非常に厳しい状況でありました。 

 米の需要や価格の動向、米を取り巻く状況は、近年、食生活の多様化により、米

の消費量が減少傾向にあり、在庫米の増加など、販売環境は毎年厳しさを増してお

ります。 

 一方、経営安定対策に対応した担い手への農地集積や、水田を活用した戦略作物、

いわゆるＷＣＳ等の普及などにより、水田の高度利用が図られつつあります。 

 続きまして、熊毛地区畜産共進会が、９月９日に和牛、11日にホルスタインの部
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が開催され、本町から和牛の部に18頭、ホルスタインの部に６頭が出品されました。 

 和牛の部では、３部、４部に最優秀賞の１席になり、グランドチャンピオンには

西之地区の三山 誠さん出品牛が受賞しました。10月３日の姶良中央家畜市場で開

催される県畜産共進会和牛の部に、熊毛地区から４頭が出品されますが、本町から

は２頭が出品されます。６年ぶりとなる快挙に、南種子町和牛振興会や畜産農家も

大変喜んでいるところでございます。 

 ホルスタインの部では、２部、４部、６部、７部、８部で、最優秀賞の１席にな

り、グランドチャンピオンには、未経産牛、経産牛の両部門で、西之地区の有限会

社小脇牧場の出品牛が受賞しました。両部門受賞は初の快挙であります。９月28日、

姶良中央家畜市場で開催される県のホルスタイン共進会に、熊毛地区から10頭が出

品されます。うち、本町からは５頭が出品されることになりました。 

 この共進会は、10月23日に北海道で開催される全国ホルスタイン共進会の予選を

兼ねておりますので、ぜひ最優秀賞の１席を狙い、全国出場の切符を手にしていた

だきたいと応援しているところでございます。全国大会に出品することが、種子島

畜産業の発展に大きく貢献するものになります。 

 本町の酪農は、１経営体まで減少しております。畜産の歴史は古く、明治40年ご

ろ種子島に導入され、昭和初期にはバター製造や練乳事業に大手企業を誘致してお

ります。昭和50年ごろから、一般家庭の食卓や学校給食の需要拡大、交通機関の発

達により島外への移出により、乳用牛が飛躍的に発展してきております。酪農は、

いち早く生産組織の設立や企業誘致など、付加価値を加えた加工品など、模範とな

る取り組みが多く、種子島の農業発展に貢献されております。 

 種子島全体でも二十数戸と、酪農家は減少傾向にあります。本年度より、南種子

町と中種子町は酪農振興会を統合し、新たなスタートを切ったところであります。 

 種子島酪農は、種子島で生産された乳で、種子島牛乳、種子島バターを製造して

おります。酪農は種子島が南限とされ、品質の高い、味の濃い乳製品ができること

から、貴重な資源であります。 

 近年、食生活の変化や健康志向の高まりにより、乳製品も重要視されております。

乳製品を取り巻く情勢も厳しい状況にありますが、輸入品の不安定など課題を抱え

ております。 

 ＴＰＰ問題を初め、農業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にありますが、本町

の基幹産業、農業を守り育てていくために、今後、農家や関係機関一丸となった取

り組みを展開することが重要であると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（小園實重君）  これで行政報告を終わります。 
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癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第５ 提案理由の説明   

○議長（小園實重君）  日程第５、町長提出の議案第42号から議案第49号、同意第７号

及び認定第１号から認定第５号までの14件を一括上程します。 

 提案理由の説明を求めます。町長、名越 修君。 

［名越 修町長登壇］ 

○町長（名越 修君）  提案理由について御説明申し上げます。 

 今期定例会に提案いたしました案件は、条例案件３件、予算案件５件、人事案件

１件、決算案件５件の計14件でございます。 

 それでは、条例案件から、順次、要約して御説明申し上げます。 

 議案第42号は、南種子町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてで

ございまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の制定に伴い、所要の規定を条例改正するものでございます。 

 議案第43号は、南種子町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定についてでご

ざいまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の制定に伴い、所要の規定を条例改正するものでございます。 

 議案第44号は、南種子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例制定につい

てでございまして、対象年齢を18歳に引き上げることに伴い、条例改正をするもの

でございます。 

 次に、予算案件について説明を申し上げます。 

 議案第45号は、平成27年度南種子町一般会計補正予算（第６号）でございまして、

３億4,290万円を追加し、総額49億9,364万円とするものでございます。 

 今回の主な補正内容につきましては、歳入につきましては、地方交付税、地域振

興事業補助金、ふるさと応援寄附金、恵美之江展望公園整備事業の商工債などが主

なものでございます。 

 歳出については、庁舎冷暖房設備工事、公立種子島病院組合負担金、恵美之江展

望公園の整備事業、公営住宅補修工事、小学校営繕工事、各特別会計への繰出金な

どが主なものでございます。 

 議案第46号から議案第49号までは、各特別会計の補正予算でございます。 

 議案第46号は、平成27年度南種子町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号）でございまして、一般被保険者療養給付費診療報酬が主なもので、4,456万

1,000円を追加し、総額10億4,774万7,000円とするものでございます。 

 議案第47号は、平成27年度南種子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）で

ございまして、水廻地区配水管布設工事が主なもので、1,182万6,000円を追加し、
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総額３億8,060万円とするものでございます。 

 議案第48号は、平成27年度南種子町介護保険特別会計補正予算（第３号）でござ

いまして、介護予防住宅改修負担金が主なもので、38万3,000円を追加し、総額

６億300万円とするものでございます。 

 議案第49号は、平成27年度南種子町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第

２号）でございます。被保険者保険料納付金が主なもので、435万1,000円を減額し、

総額7,736万8,000円とするものでございます。 

 次に、人事案件について御説明申し上げます。 

 同意第７号は、固定資産評価員の選任についてでございまして、人事異動に伴い、

議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、決算案件について御説明申し上げます。 

 認定第１号は、平成26年度南種子町一般会計歳入歳出決算認定についてでござい

まして、歳入歳出決算書に監査委員の意見書及び当該決算における主要な施策の成

果を説明する資料等をあわせて、認定に付するものでございます。 

 また、地方公共団体の財政の健全化判断比率についても、監査委員の意見を付し

て報告をしてございます。 

 平成26年度の行政執行に当たりましては、長期振興計画を指針としながら、各種

施策の事業を積極的に推進し、限られた財源の重点配分と、その効率化に努めてき

たところでございます。 

 その結果、歳入総額54億2,120万6,373円、歳出総額53億6,537万8,111円となり、

形式収支で5,582万8,262円の黒字となりました。このうち、平成27年度へ繰り越す

べき財源として繰り越した929万8,000円を差し引いた実質収支は、4,653万262円の

黒字となったところでございます。 

 また、2,600万円を地方自治法及び地方財政法に基づく剰余金積立金として財政

調整基金に積み立てましたので、平成27年度への繰り越しは2,053万262円となって

おります。 

 認定第２号は、平成26年度南種子町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

認定についてでございます。 

 事業運営につきましては、被保険者の健康保持増進と疾病の早期発見を重点課題

として取り組み、特定健診の受診率向上と医療費の抑制を図り、国民健康保険事業

の本旨を踏まえながら、適正かつ健全な運営に努めてきたところでございます。 

 その結果、歳入総額９億4,898万8,243円、歳出合計９億2,453万3,699円となり、

形式収支で2,445万4,544円の黒字となりましたので、全額を地方自治法に基づく剰

余金積立金として国民健康保険基金に積み立てたところでございます。 
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 認定第３号は、平成26年度南種子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてでございます。 

 事業運営につきましては、安全で安定した水道水を供給するため、町内各施設の

維持管理と適切な管理運営の強化に努めてきたところでございます。 

 その結果、歳入総額３億111万9,438円、歳出総額２億9,727万1,800円となり、形

式収支では384万7,638円の黒字となりましたので、全額を平成27年度への繰越額と

したところでございます。 

 認定第４号は、平成26年度南種子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

でございます。 

 事業運営につきましては、第５期介護保険事業計画に基づき、各種事業の充実を

図り、健全運営に努めてきたところでございます。 

 その結果、歳入総額６億100万9,003円、歳出総額６億35万8,525円となり、形式

収支で65万478円の黒字となりましたので、全額を平成27年度への繰越額としたと

ころでございます。 

 認定第５号は、平成26年度南種子町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認

定についてでございます。 

 事業運営につきましては、後期高齢者の保険料の適正な賦課徴収、疾病の早期発

見と早期治療の啓発を行い、医療費の抑制を図ってきたところでございます。 

 その結果、歳入総額8,034万4,992円、歳出総額7,955万4,968円となり、形式収支

で79万24円の黒字となりましたので、全額を平成27年度への繰越額としたところで

ございます。 

 今期定例会に提出しております案件は以上14件でございますが、このほか追加議

案といたしまして、事件案件１件を予定いたしております。 

 以上、議案の説明を終わりますが、各議案の詳細については議案審議の折に担当

課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議方お願いを申し上げまして、説

明といたします。 

○議長（小園實重君）  これで提案理由の説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第６ 一般質問   

○議長（小園實重君）  日程第６、一般質問を行います。 

 順番に質問を許します。初めに、河野浩二君。 

［河野浩二君登壇］ 

○１番（河野浩二君）  ８月19日、Ｈ－ⅡＢロケットによって打ち上げられた、こうの

とり５号機の成功を心よりお喜びを申し上げます。二度の延期により、打ち上げを
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見学できなかった観光客も数多くおられましたが、この作業期間中、宿泊業はもと

より、商店街もふだんにない活気を帯び、改めて宇宙センター立地町のありがたさ

を感じたところでございます。 

 さて、本日の一般質問の最初に、この宇宙に関連するイベント、種子島宇宙芸術

祭についてお伺いをいたします。 

 2012年度よりプレイベントが始まり、ロケット祭りや商店街等において展開され

ているようでございますが、広報や告知が足りないせいか、町民の多くの皆様がこ

のイベントを知らないようでございます。この種子島芸術祭とはどのようなイベン

トなのか、その概要を示してください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

［名越 修町長登壇］ 

○町長（名越 修君）  河野浩二議員の御質問にお答えいたします。 

 国内において成功事例の代表格となる瀬戸内海の島々を舞台に開催される瀬戸内

国際芸術祭のほかに、近年、全国各地で開催されている芸術祭は、各地域おこしの

ためのイベントとして、多くの成功事例を生み出しております。その中でも、この

種子島宇宙芸術祭は、種子島だけが持つ宇宙をテーマにしたオリジナリティーの高

いイベントであります。 

 種子島宇宙芸術祭は、第１回目は2017年、平成29年に種子島全島において開催す

ることを目指しておりまして、南種子町では平成24年度からプレイベントを実施し、

本祭開催に向けて準備と普及活動を実施しております。 

 なお、現在実施している芸術祭の運営は、種子島宇宙芸術祭推進協議会が主体と

なり、ＪＡＸＡや三菱重工業の御支援をいただきながら開催しているところでござ

います。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  ただいま町長より答弁がございましたが、このイベントは2010

年度より、瀬戸内海の高松港周辺と７つの島で瀬戸内国際芸術祭というイベントが

ありまして、現在も続いております。来場者が何と100万人を超える勢いだそうで

ございます。これにあやかるようなイベントが、種子島でもできればいいなと思っ

ておったところでございます。 

 種子島では、これまではロケット祭りとかロケットマラソンとか、直接宇宙と関

係のないイベントで、宇宙の町を広報・展開してまいりましたが、今回のイベント

はまさに宇宙がテーマの一大イベントのようでございます。大いに期待をいたした

いと存じます。よろしくお願いをしたいと思います。 

 さて、この種子島宇宙芸術祭は、2012年度よりプレイベントが実施されておりま
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す。その内容と観光等に及ぼす効果についてお知らせください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  本町で開催している宇宙芸術祭プレイベントにつきましては、

行政や商工会、観光協会、そして宇宙芸術グループのｂｅｙｏｎｄをメンバーとし

た主催団体、種子島宇宙芸術祭推進協議会がＪＡＸＡと協力、覚書を締結し、開催

しておりまして、今年で４年目になります。 

 それでは、年度毎に主な取り組みについて御報告いたします。 

 初年度の平成24年度は、「宇宙を平和にするロケットつくり」をタイトルに、町

内の小学校が参加したワークショップでロケットの絵を画き、その絵をもとにロケ

ットオブジェを制作し、ロケット祭りで紹介した後には宇宙ヶ丘公園内に展示いた

しました。 

 平成25年度は、「星空イルミネーション」のタイトルで、ワークショップで町内

の小学校が直径約30センチのプラスチック球体に自分の住みたい星の絵を描き、宇

宙センター広場に450個の球体オブジェをＬＥＤライトで公開展示しました。また、

宇宙センター広場で、星空フェスの屋外コンサートも実施いたしました。 

 昨年の平成26年度は、「ミッション ｉｎ Ｔａｎｅｇａｓｈｉｍａ」のタイト

ルで、島外から招聘した５組のアーティストが芸術作品を現地制作し、芸術作品を

宇宙センター敷地内や福祉センター駐車場を初め町内の８カ所に展示するなど、こ

れまでの宇宙芸術の普及啓発活動に取り組んできたところでございます。 

 これまでのプレイベントの中では、町内の子供たちや一般の方々も参加できる

ワークショップ等を開催し、芸術に触れていただいたことで、次第に宇宙芸術につ

いて理解していただいているものではないかと思っているところでございます。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  さまざまなイベントが展開されているようでございまして、何

よりでございます。 

 今、ネット社会でございます。広報にはホームページを早急に立ち上げる必要が

あると思いますが、公式ホームページのほうはどのようになっているのか、お伺い

をいたします。 

○議長（小園實重君）  観光課長、坂口浩一君。 

○観光課長（坂口浩一君）  ホームページにつきましては、先ほど町長も申しましたが、

主催団体となっている種子島宇宙芸術祭推進協議会のほうでホームページは作成し

ております。 

 また、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）を使いまして、フェイス

ブックなどでも広報はしているところでございます。 
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○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  まだ、公式ホームページは立ち上がっていないというふうに伺

っているんですが、そうではございませんか。 

○議長（小園實重君）  観光課長、坂口浩一君。 

○観光課長（坂口浩一君）  先ほど申しましたソーシャル・ネットワーク・サービスな

ども活用しながら、今、町のホームページとか、それから先ほど申しました芸術グ

ループのｂｅｙｏｎｄのホームページとか、そういうところとリンクをいたしまし

てつくっておりますので、宇宙芸術祭としてのホームページはまだでき上がっては

おりませんけど。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  早急に立ち上げていただきたいと、このように思います。 

 2012年度より５年にわたるプレイベントを経て、2017年度に第１回本祭開催のよ

うでございます。その内容と予算について示してください。 

 また、今後も年度ごとに開催する予定なのか、お伺いを申し上げます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  平成29年度に開催を予定している第１回種子島宇宙芸術祭は、

種子島全島で取り組むことを目標にしております。そのために、本町の種子島宇宙

芸術祭推進協議会が中心となり、１市２町の行政や各種団体で構成される実行委員

会を設立するため、先般、島内で組織する準備委員会を発足し、規約制定や組織設

立について協議・調整を進めているところでございます。 

 今後は、10月に設立を予定しております実行委員会において、2017年、平成29年

の開催に向けた宇宙芸術祭の内容策定や準備を行っていくことになりますので、現

段階では具体的な内容をお示しできませんが、確定いたしましたら、町広報紙やポ

スター、パンフレットなど、町民の皆様にもお知らせをすることができるのではな

いかと思っております。 

 なお、予算確保につきましては、文化庁の補助事業や企業協賛金、そして各市町

の行政負担金等を予定しており、現在、事務局において業務を進めているところで

ございます。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  実は、予算のほうは、あらかた私のほうで個人的にはつかんで

おりますが、まだ決定もされておりませんし、それがどのような方向に向かうのか

もわかりませんので、あえて申し上げませんが、莫大な予算であるというふうには

伺っております。ぜひ、予算獲得に向けて、頑張っていただければなと思っており

ます。 
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 ちなみに、ロケットマラソンが1,500万円、ロケット祭りが680万円、ふるさと祭

りにおいては270万円、これでやっているようでございますが、それの数倍の予算

のような気がいたしております。ひとつ気合を入れて、イベントを成功していただ

きますようにお願いを申し上げたいと思います。 

 それから、宇宙センター、種子島においては、南種子というようなことになって、

各中種子町民、西之表市民、そういうふうに思っていらっしゃるようでございます

が、彼らも種子島を離れますと、種子島はどういうところですかというふうな話に

なると、鉄砲伝来と宇宙センターの島ですということで、自分の島の宇宙センター

であるというようなことを宣伝すると思います。島外にあっては、種子島宇宙セン

ターは種子島のものであると、市民、中種子町民、思っていらっしゃると思います。 

 そういう意味におきましても、西之表市、中種子町にもぜひ呼びかけていただき

まして、全島的イベントに発展をさせていただきたいと、このように思います。よ

ろしくお願いを申し上げたいと存じます。 

 主催・共催は、先ほど町長より何度も答弁がございました。推進協議会のほうで

やっているようでございますが、町はもとよりＪＡＸＡ、大学関係者、宇宙関連

メーカー、町商工会等も一生懸命頑張っているようでございます。このイベント、

数多くの有名アーティストや関係者、そして観光客が来島すると伺っております。

対応するための事務局、受け付け事務所や打ち合わせ場所、そしてアーティストが

使用する資材置き場は確保されているか、伺います。 

 ちなみに、事務局は、今、事務局長をなさっているのが小早 太さんという方の

ようでございますが、彼の事務所を個人的に使用しているようでございます。 

 答弁をお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  観光課長、坂口浩一君。 

○観光課長（坂口浩一君）  本町で開催しております宇宙芸術祭の事務局につきまして

は、平成26年度までは商工会や役場観光課で業務に当たってきておりましたので、

確定した事務所がございませんでした。今、議員御指摘のとおり、今年度は事務局

を委託した方の御自宅を事務所として使用している状況でございます。 

 今後は、種子島全体で芸術祭を実施することになれば、実行委員会で組織される

事務局となった行政区に事務局を設置することになるものというふうに思われます。 

 議員御指摘のとおり、３市町で実施する芸術祭ともなれば、組織や予算規模も非

常に大きくなってまいりますので、今後は打ち合わせや、誰でも立ち寄ることので

きる安定した事務所、倉庫等も必要になってくるものと思われますので、設置され

た実行委員会において、今後は検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 
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○１番（河野浩二君）  実は、今年度、上中本通りに、宇宙の町をイメージしたガード

レールを設置するように予算化がされております。そういう観点からも、できれば、

これは私の個人的な見解もありますが、関係者の要望もそうでございますが、旧図

書館を何とかあけていただいて、そこを事務所、事務局にしていただければどうか

なと思っているところでございます。 

 ガードレールも含んだ話につきましては、漫画家の松本零士先生ともそういう会

話が商工会長さん等を含めてあったそうでございますので、よろしくお願いをいた

したいと存じます。 

 なお、資材置き場は、別にそこの旧図書館でなくても、どこか役場のあいた施設

でも結構かなと思います。 

 もう一度、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  観光課長、坂口浩一君。 

○観光課長（坂口浩一君）  今、議員のほうから、旧図書館の利用のことを述べられま

したけれども、今現在、あそこは地方創生の関係で、宇宙のまち暮らし応援セン

ターという位置づけにされておりますので、向こうを事務所にというのは今のとこ

ろはちょっと困難かなというふうに思っております。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  今、2015年でございます。まだ時間がございますので、16年、

17年ですね、2017年はどうしてもそこに何とか構えてもらいたいと思うところでご

ざいます。商工会からも、そのことをちゃんと議会で伝えてくれということでござ

いますので、ことし、来年の初めぐらいまでは何とかいいですけども、2016年の後

半ぐらいから、ぜひ旧図書館を使用させていただければなと、希望をいたしておき

ます。 

 この項目の最後に、本年度プレイベントの内容と、ことし、鹿児島県全市町で展

開される国民文化祭との関連があるのかどうか、お伺いをしたいと存じます。 

○議長（小園實重君）  観光課長、坂口浩一君。 

○観光課長（坂口浩一君）  ことしは国民文化祭で、これは社会教育課のほうが担当し

ておるんですが、宇宙芸術展ということで実施することになっているようでござい

ます。 

 社会教育課のほうとは連携をとりまして、ことしの国民文化祭のほうでは、芸術

家の皆さんを招聘いたしましてモニュメントをつくることと、それから子供たちに

宇宙人かかしをつくっていただいて、それを展示するようにしているようでござい

ます。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 
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○１番（河野浩二君）  実は、もう一つあるんですね。国民文化祭は10月31日から11月

15日まで展開されます。宇宙芸術祭のプレイベントが11月７日から11月10日まで

４日間、これがメーンイベントでございます。タイトルは「岩屋の星筐」、「筐」

というのは竹細工の小さなやつで、星を小さな竹細工に入れ込んだみたいな、そう

いうイメージで、なかなか芸術ということでございますので、私もなかなか理解が

しにくいところでございますが、世界で有名なプラネタリウムの大平貴之先生、こ

れは世界一のプラネタリウムを作製した人でございます。 

 もう一つは、笙、雅楽、神社等で鳴る雅楽、こうやって持つやつですけども、雅

楽の東野珠実先生、この先生はパリコレでも演奏をする有名な先生だそうでござい

ます。 

 この方２人がコラボレーションをいたしまして、何と千座の岩屋の天井を使いま

してプラネタリウムを投影して、そしてそこで海の音、そして笙、楽器の演奏会が

あるということで、これは非常に印象的というか、すばらしいイベントでございま

す。 

 テストがあったそうですが、私はそれを聞きに行くチャンスを逃がしてしまった

のですが、非常に幻想的でして、このようなイベントは種子島において初めてじゃ

ないかということと、あとは東野先生とか大平先生にはファンがついていて、全国

で追っかけをされるような人たちらしいです。そういう観光客も来るということで、

ツーリストのほうも大変興味を示しておりまして、１回の演奏で60人ぐらいしか入

らないそうなんですが、それを11月７日から11月10日、夜の11時ぐらいにやるそう

でございます。ぜひこれはすばらしいイベントでございますので、皆さんも注目し

ていただいて、地元では2,000円で見られる、それと島外者は5,000円ですね。見ら

れるというか聞かれるというか体感するというかそういうような感じでございます

ので、ぜひ注目をしていただきたいと、このように思うところでございます。 

 宇宙芸術祭については、これで終了したいと思います。 

 次に、安納芋バイオ苗の供給体制についてお伺いをいたします。 

 御案内のとおり安納芋は、種子島における重要な換金作物となっており、年度ご

とに個人はもとより業者からの引き合いも強くなっております。中には「100トン

の安納芋を調達できないか」との問い合わせもあり驚いているところでございます。

「紅はるか」の出現や種苗法による種子島独占栽培が昨年度より解禁となり随分と

心配をいたしておりましたが、杞憂で終わる勢いでございます。 

 しかしながら、南種子町においては最大の課題があります。苗はウイルスフリー

のバイオ苗ですが、その供給体制が西之表市より大きくおくれております。先ごろ、

西之表市の生産者を尋ねたところ、既に28年度産用のバイオ苗が個人生産者のハウ
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スに植えつけられておりました。 

 安納芋の品質と反収増をはかるには、まずバイオ苗であること、そして梅雨期に

入る前に植えつけを済ませ、台風襲来期には繁茂した葉で畝が崩れるのを防ぐ必要

があります。つまり５月下旬までにということになるのであります。そのためには

町のバイオ苗センターからおそくても10月下旬までに次年度の苗を供給してもらい、

各農家のハウスで増殖する必要がございます。この体制を一刻でも早くとれないか、

通告いたしております１番目の項目も含めまして、答弁をお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  詳細は担当課長から説明いたしますが、河野議員のおっしゃる

とおりでありまして、やっぱり早急にどう農家の人に徹底していただくかというこ

とでありますが、本町といたしましては町と県との許諾契約というのを提携してお

りますから、その辺についてはウイルスフリー苗の供給を受け、それを町の育苗ハ

ウスで増殖して生産して配布するという流れをとっているところでございますが。 

 詳細な点については課長にお願いしますが、基本的にはやっぱり安納芋の先駆者

は上妻先生でございましたから、上妻先生も10月からまた来るようになっておりま

して、そういうことも含んで最終的にはそういう指導者のもとできちんとやりたい

ということでございます。 

 課長から答弁させます。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  質問にお答えしたいと思います。 

 バイオ苗の供給体制の状況でありますが、バイオ苗の供給体制につきましては、

県の農業開発総合センターの熊毛試場で選抜された系統を種子島高校、それと農協

指定の会社によってウイルスフリー苗を７月中旬より、種子島１市２町の施設とあ

と農協の施設において供給されております。その苗を町の育苗ハウスでは、12月か

ら農家への挿し苗用として、４月からは本ぽ用として供給してるというような状況

であります。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  今農政課長から答弁がございましたが、私が申し上げたいのは、

その供給体制をぜひ10月の末までに農家に渡していただきたいと。そうすることに

よって農家は自分のハウスで、それを増殖いたしますので、そうすると10月、11月

の中旬ぐらいまで暖かいんですね、まだですね。そうすると苗が生えてきます。 

 ところが12月とか１月にいただいても、苗はストップして伸びません、もう完全

に伸びません、２月なんかは特に伸びません。水をかけようが肥やしをやろうが全

然伸びません。ですから、どうしても10月の下旬までには、農家にいただきたい、
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苗をですね。ぜひその体制を育苗センターのほうでとっていただければ、いいなと

思っているところでございますが、もう一度答弁をお願いできませんか。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  供給時期の挿し苗の件でありますが、今現在12月から

ということで、議員指摘のように10月からということで、安納芋の生産安定、やは

り収量を的確にとっていく、品質を高めていくということになりますと、５月末ま

での植えつけ終了ということになってきますので、ここについては今現在本年度28

年度産の育苗ハウス関係については、町の施設関係で準備しております。 

 実際種子島高校より苗の供給が始まったのは７月からでしたが、本町の育苗ハウ

スに入ってくる予定では９月16日からということであります。それを幾ら増殖を今

の段階で頑張っても、12月ぐらいからの供給しかできないというような体制であり

ます。 

 今指摘の事項につきましては、29年度になりますが、28年度中については、一本

でも多く早く供給体制をとっていくという形と、町長からも言われました農業施設

関係、関連施設等があります。ここの施設の指導体制、あとはそこの運営体制をし

っかりして、10月から挿し苗の供給ができる体制に努力をしていきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  先ほどのいわゆる指導者の上妻先生の話をしましたが、これは

今度予算で出しておりますので、そのほか内田先生の話がありますが、御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  実はきのうですが、育苗施設を訪れました。今現在トラクター

でハウス内を整地中であるようでございます。トラクターが大き過ぎてハウス内で

回らないらしいですね。議員これを何とか言ってくださいということですが、急に

は無理でしょうでしょうけども、これも三、四年後には何とか、通告にはなくてご

めんなさい、していただければなと思うところでございます。 

 28年度につきましては、もう間に合いませんので、それは私ももう十分理解をい

たしております。29年度産ぐらいからぜひともその体制を、もし個人の先生もいら

っしゃるということであれば、私ども生産者組合、私どもと言ってしまったらいか

んのかもしれませんが、生産者組合も含んでお手伝いもしながらやっていきたいと

思いますので、ぜひその体制でお願いをいたしておきます。 

 次行きます。現在、町の育苗施設は硬プラハウス１棟、ビニールハウス２棟であ

ります。供給時期もそうですがハウス施設も足りません。供給が始まっても生産者

の手元に苗が届くまで相当待たされているのが現状でございます。財政も厳しい状



－19－   

態ではありますが、何とか算段をしていただきまして、あと１棟でも増設していた

だけないでしょうか。 

 また、供給時期だけでもよいですので、作業員をふやしていただき、供給をス

ムーズに行えるようにできないか、あわせてお伺いをいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  町のバイオ苗育苗ハウス施設でございますが、安定したバイオ

苗の供給体制を確立する目的で運用して、十分その機能を果たしてきておりますと

いうことをちょっと表現上まずいのかもしれません。そういった点が目的でつくっ

ていたわけでありますが、そういうと管理者が病気で入院した関係もありまして、

この辺も何かいいわけみたいになって申しわけないんですが、そこもあります。 

 しかし、議員の御質問のハウス施設の増設でありますが、ハウス施設の増設につ

いては、既存施設の活用方法などを十分に検証しなければいけないと。私の目で見

て、そうされてないという判断を私しましたから、だからやっぱり上妻さん、ぜひ

来て指導してほしいというのを申し上げたわけでありまして。 

 こういうことも含んで上妻氏が来ていたその点で言いますと、５年前であります

が農協の育苗ハウスで大変なことをやって、もう２月でもやっぱり伸びておりまし

たから、こういうようなことになるまでにするためには組織が充実してきましたの

で、これを含んで頑張ってもらうようにしたいと思うんですが。 

 現状で言うと、契約職員が１名と臨時職員が２名でございます。これで不足する

場合があるわけでございますが、あと堆肥センター、キャトルセンターの職員もい

るわけでございますから。それに土壌検査がありますね、それも全体の職員として、

これを総合的に管理するということで、人間を季節ごとに集中してやれるような体

制づくりにかえるということの予算も計上してありますので、そういったような形

の中で、実際上不足する場合の点については十分検討せんといかんのかなという思

いをしております。 

 農業全体について、堆肥センター、キャトルセンター育苗ハウスのそういったこ

とをきちんと10月１日から行いますから、皆さん方についてはそういった中で十分

協議しながら、ハウスをうまく使うことによって要望に応えるような対策を講じな

ければいけないのかなと、これが現在の考えでございます。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  施設を早急につくってもらうというのは非常に難しいことだと

いうことはよく存じ上げております。二、三年後、長期的展望に立って、施設の増

設をお願いしたいと思います。 

 人員の件ですが、契約職員は１名でございまして、パートさんが２名、もう８年
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前からパートさん２人、もう熟練した作業員のようでございます。残念ながらその

うちの１名さんが９月でやめるということで、私も非常にがっかりしているところ

でございますが、早急に人員の手配をしないと、これは苗を刈り取って生産者に渡

す際に相当難儀をするのじゃないのかなと思っています。 

 今町長が堆肥センターやらキャトルセンターの人を回してでもというような話も

ございましたけども、それを含めてもう一度人員確保についてどのようなお考えな

のか御答弁をお願いを申し上げます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  その件については、実情を検証して対応したいと思います。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  そのようにお願いいたします。 

 次に、土壌検査の充実についてお伺いを申し上げます。 

 商業を営んでおります私が言うのも何でございますが、農業は土づくりからと言

われます。そういう意味でも町にこの施設があることは非常に有意義なことと思わ

れます。 

 土壌診断は安納芋だけではなく、野菜全般やレザーリーフファンなどの花卉栽培

でも活用されております。ただ、残念なことにこの施設にも人員が足りません。現

在土壌診断の技術を持った職員が１人で頑張っている状態であります。また、その

職員はほかにも仕事があり、なかなか手が回らないのが実情でございます。 

 分析点数が一番多いのが安納芋の土壌となっていますので、これもこの時期だけ

でよいですので、人員をふやせないかお願いばかりでまことに恐縮でございますが、

お伺いを申し上げます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  今質問者の意見でもありましたが、この辺についてはそういう

実情でございますが、総合的に運営を図らなければ、同じところに１人に固定して

しまうとなかなか問題点があるということはわかっておりまして、これについては

私も課長にも指示してあるわけですが。 

 種子島に熊毛試場と南種子町にしか土壌分析する職員がいないということであり

ますから、その辺でいくと大変な処理量なんですね。これを考えると、しかも無料

で診断しておりますから、これについては詳細なことについてはまた課長のほうか

らも説明させますが、こういったような問題を乗り越えてきちんとやらないといけ

ないのかなと。 

 まだ、議員の質問に足りないような大変なことというのがあるということでござ

いますから、課長から説明させます。 
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○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  土壌診断室については年間600点ほどの診断を行って

おります。近年、鹿児島の認証制度やＫ－ＧＡＰとかいろいろ認証制度関係含めま

して、今後も個々の診断についてはふえるような状況であります。 

 その中で今現在職員が１名ということで対応しております。10点の診断を行うの

に約２日間ということで、それを計算していきますと、かなりの労力がかかってい

くということであります。 

 職員の雇用の増員関係でありますが、今現在では土壌診断室等の要望等も出して

おりますが、かなり厳しい状況もあります。西之野大野地区の農業施設関係の全般

を含めた形で運用できないか、内部のほうで再度10月より開始できないかというこ

とで今検討に入っている段階でありますので、その集中する時期をどういうふうな

形で対応して、的確に処方していくかということで、時期を過ぎればその手法自体

も効果が落ちるということがありますので、ここについては農家から生産者から上

がってくるのを、時期をある程度指定をするなりということで改善を含めて、この

土壌診断というのは農業振興の基礎となるところですので、十分充実させていきた

いと思います。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  実は平成27年度は、人事異動の関係で依頼してから２カ月以上

たちました。ほとんどの生産者は植えつけを終了をいたしておりました。こういう

ことがないように、ぜひ28年度はしっかりとお願いを申し上げたいと存じます。 

 安納芋関係については、これで終了をいたします。 

 ふるさと納税について質問を申し上げます。 

 平成20年度に始まったふるさと応援寄附金でありますが、地方の自治体にとって

はまさに宝の山であります。 

 寄附をする側にもすばらしいメリットがあります。例えば、600万円の年収があ

る家庭が６万円の寄附を自治体にした場合、それに見合う特産品をもらえた上に、

５万8,000円は還付金として戻ってくるという画期的な制度であります。実質2,000

円で寄附した自治体からは感謝され、おまけにその地方の特産品を手に入れられる

ということで、全国で大きなブームとなっているようでございます。 

 本町でのこれまでの実績と返礼品には何を送品しているのかお伺いを申し上げま

す。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  お答えいたします。 

 ふるさと納税制度は、ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという納税
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者の思いを、寄附を通じて実現するための制度でありまして、平成20年度から導入

されているわけでありますが、制度導入からの現在までの各年度ごとの実績で申し

上げますと、本町に直接申し込みがあったもので、平成20年度は１件でございまし

て５万円、21年度は５件の123万5,000円、それから22年度は２件で８万円、平成23

年度は４件で受納額が111万円、24年度は３件で受納額は25万円、平成25年度は

４件で受納額17万円、26年度は８件で受納額は22万円と、こういう状況であります

が、27年度からは９月15日現在で申し込み件数が570件来ております。申し込み額

は741万7,658円、今年４月から返礼品として町の特産品の贈呈を開始したことによ

りまして、寄附件数が大幅に伸びてきているということであります。 

 返礼品の内容については、南種子町の特産品をＰＲするということを目的にして

おりまして、安納芋、お米、宇宙食及び海の幸などが選定されておりますが、申し

込みの大半は安納芋となっているわけでありまして、近年はここ１週間であります

が、ずっと１日、30件ぐらいの申し込みがあるんですよ。 

 そのことを考えるといかに反響が大きいかということでありますから、やはり出

荷についても、きちんと１カ月ぐらいおいて出荷するとか、そういったものをしな

いとまた問題になるのかなということもありますので、こういうことに注意しなが

ら、やはりふるさと納税制度については町外含んでお願いをしてまいりたいと、こ

のように思います。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  南種子には、たくさんすばらしい特産品がございます。ポンカ

ンに始まりましてタンカン、早期米のコシヒカリ、パッションフルーツ、町長もつ

くっていると聞いておりますがマンゴー、そして安納芋、ほかの自治体に負けない

特産品が数多くございます。生産者の売り上げにもつながりますので、全力を挙げ

て知恵を出して頑張っていただきたいと、このように思います。 

 地方の自治体にとって、これほど得をする制度はほかにないと思います。今後各

自治体の広報合戦とアイディア勝負となりそうでございます。我が町としては今後

多くの人に寄附をいただくために、どのような施策を考えているかお伺いを申し上

げます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  現在本町では、ふるさと納税制度を地域の魅力発信のチャンス

と捉えて、本町のよさを大いにアピールし、寄附の獲得は少しでも多くできるよう

積極的に工夫を促進する取り組みを進めているところでございます。 

 平成27年度４月に南種子町ふるさと納税制度実施要綱を施行し、寄附をいただい

た方に本町の、先ほど申し上げました特産品を返礼品として贈呈するということで、
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寄附件数及び金額ともに大幅に増加をしてきているわけであります。 

 出身者で100万円以上というそういうのをする方も出てきておりますから、こう

いったことを踏まえながら本町の出郷者にＰＲ活動を行ってきております。他町、

中種子町、西之表市はそれを大いにやっているわけでありますので、私どもとして

もそういう形の中でお願いをすることを含んで、ふるさととのつながりを持ってい

ただいて、より一層この特産品等が国内にあるいはまた郷土出身者に伝わるような

ことをしなければいけないんじゃないかということを考えているところでございま

す。 

 現在までの取り組み状況については、広報紙に掲載する、９月からはポータルサ

ポートナンバーワンのふるさとチョイスとの提携やクレジット決済ができるヤフー

公金支払いの活用を図っております。 

 今後においても特産品の選定や南種子町の魅力を体験してもらう独自の返礼品を

検討するなど、全町的な取り組みを積極的に進めていきたいと、このように思って

おります。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  このふるさと納税制度、初めは出郷者を目当てにしたようでご

ざいますが、なかなか出郷者の皆様方も大変なのか余り反応がよろしくなかったよ

うでございます。ぜひこの出郷者の面においても、町長は中部とか大阪、鹿児島、

いろいろな件で年に１回行かれるようでございますので、ぜひ強烈なトップセール

スの展開をしていただきまして、出郷者にもぜひ南種子を助けてほしいというよう

なことでお願いをいたしたいと思います。 

 実は、これはもう既に御案内だとは思いますが、４月から要するに返礼品を始め

たということでございます。これも大切なことです。これがまずきっかけであるわ

けでございますが、それよりこれは大幅に伸びた、結局私が聞いたのは450万円ほ

どでしたが、それからちょっとしかたってないのに、もう700万円いってるわけで

すね。これは理由はネットでございます。ネットでしか要するに島外の人たちは、

このことはわからないわけでございまして、ネットで皆さん例えば見て、ああ、南

種子の安納芋が欲しい、いろんなもんが欲しいというようなことで申し込みがあっ

て、そしてさっき町長、570件と申し上げましたが、私は293件までしか聞いてなか

ったんですが、これが１週間でこんなふうになるということですね。これはもうす

ごいことになりゃせんかなと、ひょっとしたら１億円ぐらい集まりやせんかなと思

うわけでございます。 

 これは例がございまして、曽於郡の大崎町です。曽於郡の大崎町がネットで大体

的にやったところ、今や１億円ですよ。大崎町といったら人口１万3,900人、私ど
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もの倍ですね、面積はほぼ一緒です。そういう町が１億円集めております。 

 私どもの町も別に、大崎町の商品を見ましたが負けるものではございません、本

当に勝つ商品をたくさん持っております。ましてやロケット打ち上げもありますか

ら、例えば景品に、これは私が考えたことじゃなくてほかの人から聞いたことです

けども、特等席を用意してあげまして、例えば何万以上したら打ち上げに特等席を

用意してあげますよというようなこともアイディアとして出していただいて、そし

て興味を引くというような方法もあろうかと思います。 

 私どもの町のホームページは、もうすばらしいホームページがございます。もう

非常に微に入り細に入りすばらしいホームページ、今ちょうど持ってきましたが、

あります。 

 ところが、大崎町のホームページ、別に内容は、これ大変失礼な言い方かもしれ

ませんが、大崎町のホームページはそう厚くないんですね、内容が。内容が厚くな

いのでございますが、このふるさと納税についてはすごいんですね。公式ホーム

ページのトップにボンとふるさと納税があるわけですよ。そうすると、大崎町の

ホームページを開いた人はそこに目がバンといくわけですね。 

 普通、あんまり出身者はホームページを詳しく見るかもしれませんが、他市町の

人は、ほかの人の市町村をよっぽど調べものがない限り見ません。要するに自分の

都合のいいところだけ見るんですが、そういうふるさと納税でボンと目の前にマン

ゴーやら肉やらこういうのがあると、おお、ここから一つ買ってみようかと、ここ

に寄附してみようかという気になるようでございます。 

 ところが、南種子町の場合は、２ページになるんですね。２ページの左側にバ

ナーがあるということで、これは非常にもうそこまでいきません、お客様は、ネッ

トを見る方は。ぜひ１ページのど真ん中に持ってきて、町長の顔もあるかもしれま

せんが、町長よりちょっと大きくボンとやっていただければ、まさにまたこれがふ

えてくるのじゃないかと、このように思うわけでございます。 

 ぜひこのネット社会でございます。ネットを有効に使ったものが勝ちだと私は思

っております。おかげさまで本屋のほうが全くだめになりましたけども、それはど

うでもいいことでございまして、個人的なことでございますが。本当にネット社会

に追いついていかないと、今世の中ついていけませんので、ぜひ皆さんネット社会

ということで頭に入れておいていただきまして、宣伝活動を展開していただければ

いいなと思っているところでございます。 

 ちなみに、今ヤフーと契約をしているようでございますが、ぜひＪＴＢとも検討

していただきまして、このＪＴＢとやるとポイントがついて、そしてこれは手数料

10％取られるそうです。ですから１億円もらったら1,000万円やらなければいけま
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せんが、1,000万円の中には、そのＪＴＢがしっかりとしたホームページをつくっ

てくれます。皆様方は公務のプロですけども、やはりそういう要するにネットのプ

ロというのがいるんですね。ネットの人たちが撮った写真と素人が撮った写真では

全然違います。また構成も違ってまいりますので、ぜひこのＪＴＢのポータルサイ

ト、これにも広告を載せていただければなと思うところでございますので、その辺

も検討していただければなと思うところでございます。 

 時間がなくなってきました。次にまいりたいと思います。 

 最後の質問です。平成25年４月１日付でスタートした条例公民館制度であります

が、本年度で３年目を迎えております。この制度につきましては、町民各位からさ

まざまな意見が出ているようでございますが、町長としてはこの制度を来年度以降

も存続させるつもりかどうか、お伺いを申し上げます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  議員の指摘の条例公民館制度につきましては、平成25年の４月

１日からスタートして２年半を迎えているところでございます。市町村が設置する

公民館を条例公民館と呼んでおりまして、その名称は社会教育法第24条の規定によ

って条例公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならないとされている

わけであります。 

 生活文化の振興と社会教育の推進に寄与するという目的で、総合的、多目的な社

会教育施設であり、本町で自治公民館と条例公民館が一体となった南種子町独自条

例公民館制度を確立し、その制度の発展に向けた取り組みを展開しているというと

ころでございますが、人口がわずか5,900名でありまして、何万人もあるという例

えば下中地区で200人人口的にはいないわけでありますが、そこに１人年間175万円

も払う公民館主事を置いて成り立つかというのは、公民館で研修する、人を集めて

やるというのは不可能なんですね。せいぜい学校のＰＴＡを集めてやるとか、そう

いうことを考えれば、いろいろやらなければいけないことがあるわけでありますが、

これは検討事項でありまして、内容的には教育長からまずは答弁をしていただきま

す。 

○議長（小園實重君）  教育長、遠藤 修君。 

○教育長（遠藤 修君）  お答えします。 

 平成24年度まで各地区公民館が管理していた公民館を条例公民館の館として位置

づけを行い、町が直接管理運営するために各公民館に公民館主事と条例公民館長を

配置をいたしました。 

 館の維持管理の経費や条例公民館長、公民館主事等の配置に伴う諸経費について

は町が負担をしてまいりました。また、公民館の活動に関しましても、条例公民館
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長、公民館主事の立場で各業務に携わっていただいてるところであります。 

 条例公民館制度へ移行しての２年半の実績を踏まえ、各地区自治公民館長や議員

の皆様方初め各関係団体の皆様の御意見も集約させていただき、公民館活動のさら

なる充実を図るため、制度の内容を含め見直しの方向で検討してまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  初めて行政側から「見直し」という言葉を聞いたところでござ

います。先ほど町民各位からさまざまな意見が出ていると申し上げましたが、そも

そもスタート時に町民への説明が足りなかったのではないかと考えております。 

 館長を初めとして役員の負担と館費の軽減が目的だったように私は理解している

のですが、開始時に町としての考えはどうだったのか。また、公民館主事にどのよ

うな仕事をさせるつもりだったのかお伺いをいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  担当課長から説明を申し上げます。 

○議長（小園實重君）  社会教育課長、髙田健一郎君。 

○教育委員会社会教育課長（髙田健一郎君）  お答えをいたしたいと思います。 

 まず、条例公民館制度への移行に伴いまして、公民館組織の充実、活性化に向け

た取り組みといたしまして、館に関しましては地域の教育力向上の拠点施設、地域

の課題解決を図る学習機会を提供する施設、防災・減災に関する学習会を提供する

施設、地域ネットワークの拠点施設、地域の関係機関や学校との連携を提供する施

設として取り組むこととしております。 

 ２番目に、今まで夏休みに研修センターで実施をしておりました自習学習「寺子

屋みなみたね」を各地区公民館において開設をする。 

 ３番目に、公民館主事を地域コーディネーターとした学校応援団、ボランティア

組織でありますが、この組織づくりを進め、放課後子ども教室への取り組みに向け

まして地域の充実を十分把握した中で整備を図り、関係機関や学校との連携強化に

努める。 

 ４番目に、公民館への加入促進を図るために、各地域集落の現状把握が必要性大

ということを考えることから、会員名簿の作成に向けまして各地区公民館長や地区

主事を中心に関係自治館長へ協力依頼をし、取り組みを進める。 

 ５番目に、地区公民館につきましては、条例公民館移行に伴い館、施設の名称を

○○地区公民館として位置づけをしておりまして、町による施設の維持管理を行う

館長、主事を配置し、社会教育施設としての取り組みを行う。 

 ６番目に、今までの地区を代表とする自治公民館としての組織につきましても、
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これまで同様に各地区の規約に基づき自治組織としての活動を行い、条例公民館と

して行う事業と自治公民館独自の活動を並行して展開をしていく。 

 ７番目に、条例公民館長は地区公民館組織の推薦に基づき、教育委員会が任命、

非常勤とする。条例公民館長の業務につきましては、公民館を代表し統括する。 

 ８番目に、公民館主事は、町の契約職員として採用、常勤とする。 

 公民館主事の業務といたしましては、１番目に社会教育施設としての公民館管理

運営の業務といたしまして、公民館講座や高齢者学級の開設を行う。各地区内の団

体、老人クラブ、婦人部、青少年育成部等の支援を行う。施設の維持管理、環境整

備を行う。各種会議への参加をする。学校応援団、放課後子ども教室の取り組みを

行う。行政機関との連携を図る。地域巡回連携強化を行う。町行政連絡員となる。 

 ２番目に、地区公民館組織の業務といたしましては、地区公民館組織の書記及び

会計業務を行う。 

 以上のような申し合わせ事項によりまして、スタートをいたしているところでご

ざいます。 

○議長（小園實重君）  河野浩二君。 

○１番（河野浩二君）  そうですね、公務員の方というか行政の言葉で言うと、そのよ

うなことになりまして、もうそういうふうに言われると、そうかというふうになる

んですが。 

 具体的に、じゃどうなっているのかと今の公民館が。そういうふうに具体的に考

えたときに、例えば主事の仕事ももう全てばらばらです、８校区ばらばらです。中

には何をしていいのかも、はばしか人がおってですね、仕事もさっさとしまう。例

えば昼から仕事がなくなったとか、そういう話も聞くことがあるわけですね。それ

は幾らでも仕事はあるし、その人ももちろんやる気があるんですよ。やる気がある

んですけども、どうも行政から委託を受けたというかというようなことですので、

余計なことができない、いらんことができないというようなこともあるわけですね。 

 それともう一つは、だから主事さんが初めは館長のかわりに各種会合に出るとい

う約束だったんじゃないかと思います。各館長さんというのは、非常に恐縮な話で

すが、時間的に言えば私ども議員より忙しいです、はっきり言って。私どももすご

いプレッシャーを受けながらやっておりますけども、館長さんが実働的には150日

ぐらい年間出ます。ですから、言うてみれば本当にボランティア精神がないとやっ

ていけない役務でございます。 

 何とか館長の仕事を軽減をしてやらなければいけないと私は思うのであります。

ですから、その辺のところを主事さんに少し分けてあげる。それで主事さんは会合

に出て、館長のかわりに。それを館長に文書なり何なりで確実に報告をするという
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ような方法を考えないと、このままでは館長さんが潰れてしまいます。なり手がま

すますいなくなります。 

 ましてや、報酬が減っているんですよ、館長さんの報酬が。やってる仕事は一緒

だけども、報酬が相当減っております。これはつまり館のほうから報酬は出ないん

ですよ。要するに行政連絡員の３万5,000円掛ける12ですね、それで初め、ないと

ころもあります、それ以外はないところもあるわけですよ。 

 報酬だけが全てではないんで、皆さん、各地区公民館長の皆様方すばらしい方た

ちばっかりで、ボランティア精神でやってくださるということは本当にありがたい

ことだと思いますが、その辺も含めて主事の仕事の内容、それから館長の仕事の軽

減負担、この辺のことを今さっき検討すると、見直しをするというようなことが教

育長から答弁をいただきましたので、もう一度仕切り直しをしていただいてやって

いただければなと思います。 

 一つ申し上げておきますが、私この間、連協長とお話をいたしましたが、地区公

民館連絡協議会としては、全館長の総意として条例公民館存続を希望しているとい

うことでございます。このことを申し上げまして、私の一般質問を終了いたします。 

○議長（小園實重君）  これで、河野浩二君の質問を終わります。 

 ここで11時30分まで暫時休憩します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時２５分 

再開 午前１１時３０分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、上園和信君。 

［上園和信君登壇］ 

○７番（上園和信君）  国際宇宙ステーションに物資を運ぶ、無人補給船こうのとり

５号機を乗せたＨ－ⅡＢロケット５号機は、８月19日午後８時50分、種子島宇宙セ

ンターから打ち上げられ、打ち上げは成功。５日後の24日夜には、国際宇宙ステー

ションに滞在中の油井宇宙飛行士がＩＳＳのロボットアームで、こうのとりをキャ

ッチする作業を行い、無事に物資を国際宇宙ステーションへ届けることに成功しま

した。 

 Ｈ－ⅡＢロケットは、こうのとり打ち上げを主目的に2009年の１号機以降、５回

連続打ち上げ成功となり、Ｈ－ⅡＡロケットと合わせた成功率は97％。宇宙開発に

おける日本の技術力の高さを世界に示したことになります。 

 ロケット打ち上げ射場を有する町として、ロケット打ち上げ成功を大いに喜び、
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誇りとし、全面支援していきたいものであります。 

 国は、2016年度から、次期基幹ロケットＨ３の開発を本格化させ、種子島宇宙セ

ンターの改修にもとりかかる、との明るいニュースも報道されたところであります。 

 それでは、質問に入ります。いじめの現状と対策についてであります。 

 法務省が平成24年に発表した調査によると、学校でのいじめが3,306件で過去最

多を更新したということであります。平成21年との比較では、1.85倍に上ったそう

であります。 

 日常生活におけるいじめの問題に加え、東日本大震災に関連したいじめなども報

告されております。 

 いじめられる側も、いじめる側も、ともに日本や地域の将来を担う子供であるだ

けに、見逃すことのできない、深刻な問題と受けとめております。 

 そこで、第１点としてお伺いしたいのは、本町におけるいじめの現状であります。

幸いに生徒・児童が自殺をしたというケースは発生しておりませんが、だからとい

って、本町の小中学校にいじめが１件もないということは、考えられません。 

 教育委員会では、本町におけるいじめの実態を把握しておられるかどうか。把握

しているとすれば、その実態は、どうなっているのか、現状について、詳細に説明

をお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  教育長、遠藤 修君。 

［遠藤 修教育長登壇］ 

○教育長（遠藤 修君）  上園議員の御質問にお答えします。 

 教育委員会としては、各学校に毎月生徒指導に関する報告をさせており、その中

にいじめの発見及び対応状況という内容を設けておりますので、それで、いじめの

実態を把握しているところでございます。 

 また、毎年、県教育委員会が７月に、いじめ実態調査を、文部科学省が３月に、

問題行動等調査を実施しており、本町もこの調査にあわせて、各学校のいじめの実

態把握をしているところでございます。 

 いじめの実態については、各学校からの報告によりますと、平成26年度は、小学

校９件、中学校14件で、計23件の報告がありました。 

 把握したいじめについては、担任による教育相談等を実施し、双方の意見を丁寧

に聞き取りながら、解決を図ったところでありまして、全て解決済みであります。 

 また、平成27年度については、小学校４件、中学校13件で、計17件の報告があっ

たところでございます。 

 集団生活をしていく中で、児童生徒の軽率な行動による、いじめもございますの

で、深刻ないじめにまで、発展しないよう指導しているところであります。 
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 また、いじめはどの子供にも起こり得ることでありますので、今後とも早期発見、

早期解決という基本認識にたち、学校及び保護者との情報交換、情報収集に力を注

ぎ、いじめ根絶に取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  やっぱり、いじめというのはあるんですね。 

 平成23年、学校側が、いじめはなかったとして、適切な対応をしなかったことが

原因で起こった、滋賀県大津市の中学２年生男子生徒いじめの自殺事件が、平成24

年になって発覚し、大きくマスコミ等に取り上げられたところであります。 

 これが、契機となって、平成25年６月28日に、与野党の議員立法によって「いじ

め防止対策推進法」が国会で可決、成立し、同年９月28日に施行されております。 

 いじめが全国的に問題になり、対応に熱心に取り組んでいる最中、ことしに入り、

岩手県矢巾町の中学２年生の男子生徒が、いじめを苦に自殺をしたと、こういう悲

惨な出来事も発生しております。 

 また、宮城県仙台市の市立中学１年生男子生徒は、校内でからかわれたり、仲間

外れにされたりといったいじめを受けて、昨年の秋に自殺をしていたことが今にな

って判明したとのことです。 

 心身に重い障害を受けたり、長期欠席を余儀なくされたケースは、「重大事態」

とこの法律で規定をされ、文部科学省によると、いじめ防止対策推進法施行後の半

年間で、「重大事態」が全国の小中学校で、180件も起きているという報告もあり

ます。 

 このいじめ防止対策推進法第４条に、児童等はいじめを行ってはならない、と明

確に示されております。 

 矢巾町の中学校も、いじめ防止対策推進法に基づいて、基本方針をつくり、組織

づくりはしていたが、問題解決のために機能していなかったのではないかと、この

ように言われております。 

 町内の学校では、児童生徒に対し、いじめ予防のため、どのような指導をし、取

り組んでいるか、教育長にお尋ねいたします。 

○議長（小園實重君）  教育長、遠藤 修君。 

○教育長（遠藤 修君）  本町では、いじめ防止対策推進法に基づき、南種子町子ども

いじめ防止条例を制定するとともに、いじめ防止のための対策を総合的に推進する

ために、南種子町いじめ防止基本方針を策定したところでございます。 

 そして、この基本方針に基づき、全ての小中学校で、いじめは決して許されない

という認識の情勢を図るなど、いじめ防止に取り組んでいるところでございます。 

 具体的には、いじめ問題を考える習慣を設定して、朝の読書タイムを利用した読
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み聞かせや、いじめ撲滅宣言の表示をしたり、思いやりや生命の尊重を主題とした

標語の掲示、道徳の授業をしたりするなど、各学校においては、それぞれ工夫した

活動により、いじめの未然防止に取り組んでいるところでございます。 

 また、家庭との連携も大切であることから、ＰＴＡ等で早期発見のための家庭で

のチェックポイントを示したり、中学１年生の保護者には、県教育委員会が作成し

た家庭用のいじめ対策リーフレットを配布したりして、いじめ問題への意識を高め

てもらうようにしているところでございます。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  このいじめ防止対策推進法施行に基づいて、本町にも南種子町

子どもいじめ防止条例が制定をされており、平成26年の９月から施行されておりま

す。 

 いじめ防止対策推進法では、いじめを定義し、国や地方自治体、学校及び教職員

がいじめ防止に取り組む責務が定められ、学校にいじめがあった際の調査を義務づ

け、事実関係を保護者に伝え、全国の小中高等学校には、いじめ防止対策の組織を

つくるよう求めているようであります。 

 児童生徒の行動に、きめ細かく目を配り、常にいじめの芽はあるとの認識を持ち、

いじめの芽を早く摘み取る。子供の命を守る重い責任を負っていることを、教育委

員会、学校現場は再認識し、いじめのない学校経営に当たってほしいものでありま

す。 

 本町におけるいじめ防止対策の組織づくり、各学校の取り組みについて、お尋ね

をいたします。 

○議長（小園實重君）  教育長、遠藤 修君。 

○教育長（遠藤 修君）  教育委員会としては、南種子町いじめ防止対策委員会や、南

種子町いじめ問題調査委員会などにおいて、各学校におけるいじめの未然防止、早

期発見等の取り組みへの支援、重大事態にかかる調査などを行うこととしておりま

す。 

 また、各学校では、南種子町いじめ防止基本方針に示されている、学校における

いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針に基づき、対応しているところで

ございまして、いじめが発生した場合は、その都度、学校で対策のための会議を開

催し、情報を共有しております。 

 そして、いじめを受けた児童生徒の心のケアをしたり、保護者に連絡して、いじ

めの実態や今後の対応策等を説明したりしながら、一人一人に丁寧な対応をすると

ともに、家庭訪問等の実施により、担任だけでなく、校長、教頭が積極的にかかわ

り、生徒指導主任を中心として、早期解決を図っているところであります。 
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○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  いじめ予防のために、国や自治体は、必要な財政措置、これも

するように義務づけをされているようであります。 

 このいじめがないように、教育委員会、行政しっかり連携をしながら、取り組ん

でほしいものであります。 

 次に、キャトルセンター、堆肥センターの経営についての質問に移ります。 

 両施設、２つの施設とも、一般会計で処理している関係から、経営状態が町民に

は全く見えない状況にあります。黒字で運営されているのか、赤字なのか。畜産振

興、農業振興、農作物の生産性向上につながっているのか、そういう関係から、私

は、毎年９月の定例会で、一般質問に取り上げ、経営内容をただしているところで

あります、その内容は、議会だよりで町民に正確に報告をしているところでありま

す。 

 まず、キャトルセンター、平成22年４月22日に業務を開始し、本年で開設５年目

となります。 

 建設の計画では、子牛常時200頭、年間400頭。成牛は常時20から25頭を受け入れ、

子牛の生産性向上と畜産振興、農家所得向上につなげるとの経営方針であります。

これは、名越町長が建設に際し、議会に示した内容であります。 

 オープン時から赤字経営が続き、改善の兆しが一向に見えない状況にあり、厳し

い経営環境下に置かれているようであります。 

 キャトルセンター、平成26年度経営状況をお示しください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  上園議員の御質問にお答えします。 

 町肉用牛キャトルセンターにつきましては、農家の投資を抑制することにより、

肉用牛の生産の基盤強化を図るというために設置し、管理運営を行ってきていると

ころであります。 

 子牛生産の増頭を図り、畜産農家の所得向上と、堆肥センター原料確保等を目的

に施設設置が図られて、運営が進められてきておりますが、生産頭数の確保に群内

の各市町に比較して、歯どめをかけている点については、評価をいただきたいと思

いますが、経営状態につきましては、担当課長から説明をさせますので、お聞きい

ただきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  それでは、御質問にお答えいたします。 

 キャトルセンターの運営につきましてでありますが、受け入れ頭数につきまして

は、平成26年度実績で271頭、前年対比で43頭の増であります。飼育頭数でありま
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すが、372頭、前年度比較39頭の増。競り市出荷頭数につきましては281頭、前年比

からしますと49頭の増ということで、預託農家数につきましては、27戸、前年度よ

り３戸増というような状況であります。職員数でありますが、職員につきましては、

正規職員１名、契約職員２名であります。ただし、正規職員につきましては、キャ

トルセンター及び堆肥センターの現場責任者を兼務しており、畜産関係の行政事務

も担当している状況であります。 

 運営収支についてでありますが、平成26年度実績で、預託費等の収入につきまし

ては、1,917万5,614円、人件費や飼料費等の支出の経費につきましては、2,492万

88円、差し引きの574万4,474円の赤字の状況であります。 

 今後は、この預託等数のさらなる増加を図るために畜産農家と話し合いを続けて、

経営努力をしていきたいということで考えております。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  574万円の赤字ということであるようです。 

 次に、堆肥センター、平成22年10月から業務が開始されております。総事業費

４億円超をかけて建設をし、優良堆肥の製造、農用地の地力増進と土壌改良のため

の堆肥製品の供給を進め、農産物の生産性を高める、との方針であります。この施

設も目的どおりの経営には、ほど遠い状態にあるようであります。 

 堆肥センターの平成26年度経営状況をお示しください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  お答えいたします。 

 上園和信議員の御質問でありますが、町堆肥センターについては、家畜排せつ物

等の有機質の資源を堆肥化処理し、良質な堆肥を町内の農地に還元し、土壌の生産

能力の維持増進と畜産環境保全を目的として、設置しておったわけであります。そ

ういうことで、管理運営をしているところでございます。 

 生産性の向上対策につきましては、何といっても原料の牛ふんの肥料加工が課題

であります。現在隣接の中種子町からも、原料を提供いただいているところであり

ます。 

 製品単価がＪＡが取り扱っている製品と比較しても、半額であることから、町内

の多くの農家の利用をいただいているということで好評をいただいておりましたが、

具体的には、担当課長から説明させますが、言い訳になっては困ると思いますけれ

ども、実は私が、１年ちょっとくらいで、不注意によって退任したこともありまし

て、できた年の堆肥というのは、いわゆる土層改良事業、県の事業ですよ、ここに

全部をやってしまっているというのもありました。 

 こういったようなこととあわせて、今度は堆肥センターの菌をどうやっているか
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というと、最低でも菌200トンは入れないといけないんですが、４年間のうちの200

トン、400トン入れています。800トンでありますから。こういった点で行くと、熟

する堆肥ができてないということじゃないかと思うわけであります。 

 これは、１週間前に、バイオ菌の社長の山村さんに来ていただきましたが、でき

た堆肥が黒い堆肥でありまして、これは内容的にそうじゃないんだということがは

っきりわかりましたが、基本的には、飼料を集めようと思っても、なかなか集まら

ないというのが、実態であったようでございます。 

 それで、草払いをやっておりました。草は私がいるときは機械も順調でありまし

たから、その機械が悪くなったかどうかですね、現在草払いは全部その山に押し込

んでいるんです。これは擁護でありますが、こういったこととか、改善しない点が

たくさんありまして、今回、９月議会で、その関係の予算を、現状下では赤字であ

りますが出させていただきました。 

 具体的な点についての現状についてをまず、担当課長から御説明申し上げます。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  堆肥センターの運営について、お答えしたいと思いま

す。 

 平成26年度におきます、堆肥仕込み量でありますが、仕込み量につきましては、

2,570トン、堆肥生産量につきましては、2,259トン、販売量につきましては、825

トン、差し引きの1,434トンについては、戻し堆肥ということで活用させてもらっ

ているとこです。 

 販売額については、571万2,894円、職員につきましては、契約職員３名、臨時職

員１名であります。 

 収支決算につきましては、収入の571万2,894円、支出につきましては、2,017万

6,808円で、1,446万3,914円の赤字でございます。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  赤字額が1,446万4,000円。この堆肥センターの稼働に伴って、

各家庭から出る生ごみ、週に２回収集しておりますが、これが全然堆肥になってい

ないということです。ほんの数％。堆肥になったとしても、これ、販売が何かでき

ないようであります。 

 この収集運搬経費、これが堆肥センターの運営費に計上されておりませんで、衛

生費のじん芥処置費一般廃棄物収集運搬業務委託に計上されているようであります。

焼却がされているようになってます、予算上では。 

 どうして、こういう予算計上をしているのか、何かこれ入札に関係があるのか、

どうも不思議でなりません。 
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 保健福祉課長、この生ごみの収集運搬委託料、これは幾らかおわかりでしょうか。 

○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  生ごみについては、一般廃棄物と位置づけられており、

燃えるごみ拠点収集、自然ごみ収集合わせて、一般廃棄物収集運搬業務委託として、

一括して契約をしてるところでございます。 

 平成26年度は契約額3,291万8,400円でございますが、生ごみのみの正確な委託料

は出ておりませんので、正確な数字は答えられません。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  昨年度は、ちゃんと七百幾らという数字が出ていますよ、26年

度は、それが出せないということですか。 

○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  車両等の案分の関係もございますので、人件費、燃料

代、等々あるんですが、正確な数字が出せない状況だということであります。 

 平成25年度は、758万2,093円という答弁が出てるようでございますが、これには

車両費の維持管理が入ってませんので、正確な数字は出せないとうことでございま

す。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  予算にも組んでいると思いますので、幾ら支払ったかというの

は、出せると思います。 

 キャトルセンターと堆肥センター、オープン時から赤字経営が続いております。

赤字は町民の税金から補痾をしていると。補痾をして、経営を続けているというこ

と。 

 どうして、こういう赤字経営が続いているのか、その主な要因はどこにあると分

析をするか、お尋ねいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  私は、つくってからいなくなったんですよ。 

 それにしても、堆肥が集まらない、そういう中でも、きちんと職員は４人も雇っ

ているわけですから、だからこういうことを考えると、やっぱり、経営というのは、

それに合った、見合ったようなことをやらないといけないと、堆肥センターでいえ

ば、菌を入れないと腐らないわけです。あれは、最高107度まで上がるようになっ

ているんです。これが65度とか、70、よく上がって85度しか上がってませんから。

全体では、検査を受けて通っておりますが、私にいわせれば、2,400トンの生産予

定に前年度は1,000トンしか生産しておりません。 

 この状況から考えたら、やっぱり、きちんと計画どおり、せんといかんというそ
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ういう状況の中で、運営されてきているというのはあると思いますので、これをや

っぱり、きちんとせんといかんのじゃないかというのが私の考え方でございます。 

 このことにつきましては、農業振興上からいきますと、非常に堆肥をつくるとい

うのは大事ですから、私はやっぱり所期の目的どおりきちんとやるようなことをせ

んといかんのじゃないかということで、これからとりかかりたいと思っております

が、一般廃棄物である生ごみを適正処理に資する目的で、建設運営してきたことは

事実でありますから、関係農家の努力をいただきながら、所期の目的に近い運営を

しようとしてきておる考えてありますが、今後経営運営については、キャトルセン

ターの預託数含んでですけども、それに見合ったような形でやっていかなければい

けないと、あと、前の問題になりますが、キャトルセンターでいえば、200頭常時

置くようなっているのを、現在、当選して行ってみた段階では六十数頭しか入って

ないんです。これはとてもじゃないが、やっぱり飼い方が悪いということがはっき

りしましたから、こういうのを全て改善すべく、今検討しておりますが、堆肥セン

ターにおいても、原料の牛ふんが確保できないという、そういう状況を持っており

まして、これをやっぱり担当課としては、これからきちんと生産組織のほうとも協

議しながら、できるだけ多くしてもらうよな体制を、積極的にやらんとだめじゃな

いかというのが、私の考えでございます。 

 そのためには、つまり、子牛生産農家との連携もあわせて、やっぱりやっていく

必要があるというふうに思いますので、畜産の関係含んでどうしても堆肥が必要で

ありますから、これをサトウキビ、さつまいも、水稲とか野菜等含んで、畑の土壌

をよくしないといけないと、いうことです。 

 19年度に私がまとめた、元気のでる農業への提言というのをまとめてあるわけで

ありますが、もちろん拝読いただいたと思うんですが、これからは、歳月も過ぎて

おりますし、その内容をもう一遍原点に返って、これから私としては行政を進めて

行くべくやっております。 

 赤字の原因については、もろもろありますが、一口では言えませんので、総体的

にきちんとやっていく中で、それをせんといかんと、赤字の要因については、担当

課長から説明させます。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  それでは、運営関係についてお答えしたいと思います。 

 これまでも、キャトルセンター、堆肥センターについては、管理しております職

員については、努力をして運営をしてきております。 

 しかしながら、先ほどの状況もあるんですが、キャトルセンターの赤字について

の要因関係について、分析してみますと、平成22年から運用してきております。収
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入の部でなりますと、預託頭数の数が一番であるということであって、５年間の平

均を見ますと、268頭ということで、これが計画対比67％、それと預託期間につい

ては、当初180日ということで、６カ月間の預託を計画しておりました。その預託

期間の平均でいきますと、129日ということで、71％。支出関係で見ますと、賃金

関係で138％、飼料費、敷料、あと原材料費、動力光熱費については、節減に努め

ていて、計画からしますと、かなり低く押さえられているということであります。 

 キャトルセンター等につきましては、詳細に分析をおこない、適正に努力をして

いきたいということで考えております。 

 堆肥センターでありますが、堆肥センターの主な赤字の要因をいいますと、家畜

排せつ物の原料受け入れが一番の問題でありまして、ここにつきましては、昨年度、

家畜排せつ物で1,846トン、当初計画の61.8％、それと、収入の部で、本格稼働し

た平成23年度から４年間平均の堆肥の販売代金を見ますと、散布料を含めて35.8％

ということで、ここの販売する数量等がかなり低いということが、一番の原因だと

思います。 

 この収入の部の堆肥の販売量が少ないため、経費節減を行っておりますが、賃金、

燃料費、光熱水費自体が下げられていないと、いうのが実情でありますので、赤字

となっている要因を、担当課としても、今後適正に運用していくということで、貴

重な税金を使って運用させてもらっておりますので、最大限の努力をして、農業振

興に努めていきたいということで考えております。 

 以上です。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  当初の計画案が甘かったということになるんじゃないかと。 

 キャトルセンターには、専門の職員を配置して、栄養化の高い濃厚飼料も与えて、

利用料も１日500円、ことしの７月の競りでは、雌53万1,000円、去勢雄で62万

4,000円で、高い取り引きが、されているようであります。 

 それにもかかわらず、預託数が思うように伸びない、当初の計画どおり経営を軌

道に載せることが必要ではないかと思います。それで、畜産の振興と農業の推進、

農産物の生産性を高め、農家所得の向上につなげていくことについて本腰を入れて

取り組んでほしいと思います。 

 町長の所信をお聞かせください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  結果から言うと、今、上園議員の指摘どおりです。肝に銘じて、

これを建て直します。ということを、まず最初申し上げておくわけですが、本町の

農業振興と農家所得の向上という点では、そのようなことで進まないといけないと
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思うんですが、一般廃棄物である生ごみの適正処理の問題があります。この問題で

いけば、実は生ごみを処理したのは、私はきちんと堆肥として販売されていると思

っておりましたが、実は販売されておりません。御指摘のとおりです。 

 ここについては、きょう堆肥センターから生産責任者が見えて、堆肥センターの

改善の協議をやりますが、その辺でいうと、先ほど申し上げましたように、年間最

低200トン入れないといけないのに、それが入ってないので、温度が上がらないと

いうことで、きちんとした結果が出てませんから、こういうのもきちんとやるよう

なことを、しながら、やればどうなのかというのが、この生ごみの点で大きな引っ

かかりです。 

 実際は、1,000トンくらい癩癩ケースに積んであるんですよ。これは大きな問題

ですから、これは、実は。１週間前に私はわかったわけでありまして、この問題は

堆肥生産の責任者ときちんと処理の方法についても対応したいと思っております。 

 それから、預託頭数の増等を図っているということでありましたが、これは私が

行ってわかったことは、預けている牛をきれいな所に置いてないんです。これをち

ょっと行って、何回か注意した中で、今はきちんとやっております。 

 今度は、敷きワラがないんです、敷きワラは先の倉庫に行ってみれば、きちんと

たくさんありましたから、これもどうして敷かないのかということもしながら、今、

ここ１週間程度は、きちんとやられておりますが、これをずっと継続してやる中で、

うちのキャトルセンターに集めた牛が、これまでの競りでは、種子島では、平均よ

りも高いと出ておりました。今度のやつはちょっとそうなってませんけど、これを

するには、きちんとした清潔なところにおいて、規定とおり、食わせて管理すると

いうことを、今後徹底してやらせたいと。それで、堆肥センターの、今度は生ごみ

の問題にいけば、非常にその辺は、当たり前のことでございますから。 

 これは、生ごみ処理のほうに予算組んでありますから、焼くよりも、どういうこ

とかというと、焼く量が、わずか１週間に２日くらいでも焼くんですよ。生を焼き

ませんので、これは、こっちのほうで、相当足しになっているわけでありますので、

その辺で理解はしていただきたいと思います。 

 ふん尿の確保が一番大事なことでありますから、これをどうしても進めるべく対

応してまいりたいとこういうふうに思います。 

 これには、いろいろ施策もありますので、生産牛の方々、組合のほうも総会もあ

りますし、私、十分話を聞く中で、お願いもしていきたいというのが今の考えであ

ります。 

 販売価格の問題でありますが、やっぱり堆肥販売が適正に行われているかという

ことになると、農家の方々の意見も聞かないと、これを上げるわけにはいきません。
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上げる前に、きちんとやっぱり目標のそこに上げるような施策をとりたいと思って

おります。 

 後ほど、いろいろありますので、具体的な点については、また、後ほど、御質問

に答える中で明らかにしていきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  次の質問に移ります。宇宙の町づくり推進についてであります、

Ｈ－ⅡＢロケット５号機打ち上げに成功しました。喜ばしいことであります。打ち

上げには夏休みとあって、県内外からたくさんの方が訪れ、打ち上げの前後、南種

子町全体が大きなにぎわいをみせました。宇宙開発が本町にもたらす経済効果、相

当大きなものがあります。 

 国策で進められております宇宙開発、将来に向けての宇宙利用の拡大をにらみ、

次期基幹ロケットＨ３の開発を本格化させ、種子島宇宙センターの改修にも着手す

るとの計画が明らかになり、平成28年度宇宙開発予算の概要要求に、27年度と比べ、

２倍近い225億円を計上したとのマスコミ報道であります。本町にとっては明るい

ニュースと受けとめます。 

 本年度もあと２機の打ち上げが予定されており、１機はカナダの衛生打ち上げと

お聞きするところであります。 

 カナダの衛星関係者の方々が多数来町し、長期滞在が予想されます。次も種子島

宇宙センターから打ち上げたい、という気運を高めてもらうためにも、宇宙の町づ

くりに取り組んでいかなけばなりません。 

 この外国衛星打ち上げに向け、関係者の受け入れにどう取り組む考えか、詳細に

お示しをください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  11月にカナダのＴｅｌｅｓａｔ社の商業衛星を種子島宇宙セン

ターから打ち上げるということを聞いておるところでございます。 

 これに伴いまして、カナダ人と衛星メーカーのフランス人などが、１日あたり滞

在最大30人程度の、来島が見込まれるということ、三菱重工業から聞いておりまし

て、これらの外国人の受け入れの対策といたしまして、フランス語版のパンフレッ

トの製作配布ということと、英語版のパンフレットの配布でございます。それから

危険動植物のフランス語版の資料作成。 

 ドル、ユーロと日本円の両替を鹿児島相互信用金庫南種子支店のほうに実施して

もらうという要請。それから、希望のある飲食店、商店の案内、メニューをフラン

ス語で表示するというようなこと。 

 地元との歓迎交流パーティーを実施するということがあります。それから、高速
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船乗り場や、空港、飲食店、商店、ホテルで、使用できるフランス語と日本語版を

表示した、指差しシートというんでしょうか、の提供などを準備して対応したいと

いうことでありまして、今、フランスの方に来ていただいたおりまして、そういっ

た準備を進めております。 

 また、公立種子島病院での診療、受け入れにつきましては、三菱重工業さんのほ

うから、病院のほうに来てるということを聞いておりますので、そういった協議も

しております。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  体制はしっかり整えているという町長の答弁であります。受け

入れについて、抜目のない体制づくりをお願いしたいと思います。 

 何か、企画課長、インターネットの光通信回線、これも将来的には必要になって

くると思いますが、導入するためには、相当な金額がかかるということを、お聞き

いたします。もし、南種子町で導入する場合には、幾らくらいの予算が必要になり

ますでしょうか。 

○議長（小園實重君）  企画課長、河口恵一朗君。 

○企画課長（河口恵一朗君）  お答えいたします。 

 ＮＴＴの試算ですけれども、南種子町で導入する場合、全事業費約10億円程度が

必要と聞いてございます。来年度向けの予算要求の中で、３分の２補助の制度が来

年から始まると聞いておりますけども、後にそれを適応するとしても、３分の１、

３億円ちょっとほどの自己負担が必要と考えます。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  宇宙の町ですので、近々やっぱり導入が必要ではないかと思い

ます。 

 次の質問に入ります。 

 私、この打ち上げのたびに、宇宙ヶ丘公園のイベント広場に、キャンプで打ち上

げを見学する方がおりますので、いつも話を聞きに行きます。 

 今回も金沢市から来ました、横浜市から来ました、８月15日来てもうずっと滞在

しております。打ち上げまでいるつもりです、そういう答えが返ってきました。 

 町も相当、にぎわいを見せ、潤いです。商店街も相当お金もざくざく入ってきた

んじゃないかなと思う。やっぱり、キャンプを利用する方が、滞在期間中快適に過

ごしてもらうために、宇宙ケ丘公園のイベント広場、今のくみ取り式のトイレ、こ

れ、やっぱり水洗に改修する必要があるんじゃないかな、いつも思っております。 

 あわせて、簡単な洗面所の設置、これも必要と思いますが、これについて町長が

どのように考えるかお尋ねいたします。 
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○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  まず、ごみステーションの件については、その期間については、

担当課としては、やっぱり設置するという対策をとりたいということで、私のとこ

ろに来ておりますが、具体的については、課長から説明をいたしますが、その水洗

トイレの点については、はっきり言って大変なお金がかかるわけでありまして、現

段階では簡易水洗トイレということで、今度予算を出させていただきましたので、

総合的には、また長期的な展望に立って、これからそのトイレの点については考え

る必要があるんじゃないかという思いをしておりますので、当面は、その簡易水洗

に改修するという予算を今出させていただいてるということで御理解いただきたい

と思います。 

 それから、洗面関係については、若干余裕のあるような点ということで聞いてお

りますが、それ含んで、担当課長のほうから説明を申し上げます。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  上園和信議員の御質問にお答えいたします。 

 現在、宇宙ヶ丘公園内には３カ所のトイレを設置しています。うち、水洗トイレ

は１カ所のみでありましたので、今回、町長も申し上げましたが、補正予算におき

まして、簡易水洗ではありますけれども、現在の多目的広場に隣接したトイレ施設

を整備することとして計画をしているところであります。 

 また、手洗い洗面施設についても、トイレ内に整備をする予定でございます。ま

た、今後ロケット打ち上げは続きますので、ロケット打ち上げに合わせて今年度内、

できるだけ早い時期に整備を終えたいと考えております。 

 それから、洗面のできる施設については、現在15人程度が同時に使用できる場所

がございますけれども、施設の位置など、わかりやすく利用者にお知らせするため

に案内看板を整備する予算も今回補正予算の中に計上予定でございますので、御理

解をよろしくお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  私はこの打ち上げ前に、宇宙ヶ丘公園によく行きます。今回も

イベント広場に、生ごみの受け入れ用のポリバケツが４個は置いてありました。非

常にすばらしい心配りだと感じたところであります。 

 立て看板にこう書かれていました。「燃えるごみ、空き缶、ペットボトルなどは

公園内に捨てずに持ち帰りましょう。建設課。」県外から来た方が、空き缶とかペ

ットボトル、そういうのは持ち帰らないと思います。高速船乗り場の南埠頭にもち

ゃんと、空き缶用、ペットボトル用の容器の受け入れ箱が設置されております。こ

のロケットの打ち上げの前後数日間、キャンプを利用してる期間、イベント広場に
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そういう臨時のごみステーションを設置する考えはないか、お尋ねをいたします。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  議員の御質問にお答えいたします。 

 ごみ処理につきましては、議員も公園のほうに行かれたということでありますけ

れども、利用者の方々からの要望もありまして、前回から、持ち帰りが特に厳しい

生ごみについては、ポリバケツを用意して対応しているところであります。空き缶、

ペットボトル等につきましても、今後、町の宇宙開発推進協力会とも期間等を協議

をし、連携をとって、必要な措置を講じてまいりたいと思っております。 

 なお、御指摘の看板の記載内容につきましては、公園の使用規程で、基本的には

持ち帰りをお願いすることとなっておりますので、この点については御理解をお願

いをいたしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  ロケットの打ち上げと同時に、いろいろ主要な箇所に、ロケッ

ト打ち上げ成功のぼり旗、これが立ちます。今回も長谷の十文字から公立病院まで

の区間、それから上中本町の本通りに、今回は３本ぐらいでしたかね。それから、

船川石油店前から役場前の町道の両サイドに14本ほど立っているのが見受けられま

した。 

 見てみると、上に、「祝」祝い、その下に縦書きで、打ち上げ成功。ロケット打

ち上げ成功とは理解をいたします。下のほうに横書きで、南種子町宇宙開発推進協

力会、このように記載されております。宇宙開発推進協力会で打ち上げ成功を喜び

ましょうということだと思います。やっぱり町長、南種子町が必要じゃないかと思

います。やっぱり南種子町民みんなで成功をお祝いするというその気持ちが必要じ

ゃないかと思います。これについては、今後検討をお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 公立種子島病院の診療体制についてであります。現在の外来診療体制をお示しく

ださい。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  本来であれば、公立種子島病院組合議会において議論されるべ

き内容でありますが、議長には許可をいただいておりますので、お答えしたいと思

います。 

 ９月末日の野口院長の退職に伴いまして、現在は永嶋先生と中西先生のお２人で

外来診療、あるいは病棟の管理、救急時、時間外の遂行についての状況などを踏ま

えて、外来診療を２人で要するにやってるということでございまして、午後から病

棟管理、それから救急時間の外診療のほかの診療、それから予防接種等、学校、保
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育所等の健診でありますとか、これいっぱいやらないといけないというのはもう義

務づけられておりまして、実は、野口先生の任期が９月の末でありますが、もう既

に離れておりますので、これをやるためには、もう９月の初めからいずれにしても

そういうことが予想されておりまして、中種子両町の町民に対してお願いをしてい

るところでございます。 

 そういったことを踏まえて、現在の体制では、非常に病院としては今一番窮地に

立ってるということを御報告したいと思います。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  その診療体制はどうなっているかということです。何か町民に

聞くと、午前中しか診療していないと、午後は診療を休止してるということを聞き

ますが、その診療体制についてお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  診療体制については、午後はもう全くそのとおり、おっしゃる

とおりです。ということは、宿直の関係もこのお２人はまた持っているわけであり

まして、当然のことながら、もう診療しなければいけないということでありまして、

ちょうど田上先生にも急患のこともお願いして、場合によってはストレートで救急

看者西之表に運ぶということも、私も直接院長とお会いして御相談申し上げたとこ

ろでありますが、それはそれで、現状はそうだということでお願いします。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  ８月３日から午前診療体制に入っていると。影響は町民であり、

困っているのは町民であります。 

 野口院長の後任かどうかわかりませんが、小原俊一医師が10月１日から着任をす

ると、それで診療に当たるということを聞いております。小原先生は、昭和63年の

３月１日から数年間、南種子町立診療所長として勤務をされております。本町の地

域医療に大変貢献をされた方であります。町民も顔見知りの方もたくさんおるよう

で、大変期待をしております。また、いい先生です。長田副町長が広島まで足を運

んで、この招聘が実現できたということであります。 

 また、旧診療所の事務長をされておりました古市弘蔵さん、この方も小原先生と

勤務していた関係があるのかな、知り合いであるということで、この方も相当な協

力をしていただいた。ありがたいことであります。 

 この外来診療の午前診療、小原医師着任と同時に、10月１日から通常診療体制に

戻すことについて、町長はどう考えているか、所信をお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  ただいま上園議員からお話もありましたが、実際上はそういう
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状況でございますので、小原先生に来ていただくようになりました。私は就任して

すぐ、県の関係機関、それから医師会長とか回ってお願いしてきましたが、その後

事務長と副町長によって大体進んでおりますので。10月１日からは、小原先生は着

任しますし、10月には３人の先生でスタートしますので、院長ということではあり

ません。院長は今までいた永嶋先生にしようということで内示をしておりますので、

そういった中で、４人体制に早く、５人体制に早くするということでの見通しもほ

ぼそこのほうにいっておりますから、これをきちんとやることによって、若干町民

の負担を軽減していくということにしないといけないんじゃないかと。これは中種

子町も全く一緒でありまして、これはきのう、おととい、病院議会もありましたの

で、議員の意見も聞きましたから、その意見も踏まえながら、今後対応をしていく

必要があると、こう考えているところでございます。 

○議長（小園實重君）  町長、10月から小原先生が招聘可能になった後、午前診療もで

きるかという質問です。答えてください。午後診療も可能になるのかっていう。 

○町長（名越 修君）  それについては、可能な限りやっぱりできるような方向で３人

の先生方にお願いをして対応していきたいと、こう思います。現時点では、それぐ

らいしかちょっと言えませんので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  小原氏の着任と同時に、午前・午後診療という通常診療体制に

戻すということを実現をしていただくことをお願いして、私の一般質問を終わりた

いと思います。 

○議長（小園實重君）  これで、上園和信君の質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩します。再開を午後１時40分とします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ０時２９分 

再開 午後 １時４０分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行します。大﨑照男君。 

［大﨑照男君登壇］ 

○３番（大﨑照男君）  一般質問をいたします。 

 茎永農地整備事業について。 

 茎永水田農地整備事業については、明治の初期、明治の２年ごろと聞かされてお

りますけども、その後、幾度と農地整備事業計画もなされながら、難題が多く、先

に進まないところであります。種子島一の水田面積の広い地域でありながら、農地
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整備がなされないということは、非常に残念な至りです。 

 機械化に伴い、浦田では、３枚、４枚の畝町を１枚にし、は迫田では、７枚から

10枚の畝町を１枚にし、農作業をするという始末です。作業に当たりましては、他

人の水田を通してもらえないと農作業ができない状況で、地主に通してくださいと

お願いをし、お断りを言ってから農作業にかかる始末です。その中でも、一番の不

便な点は、用水路整備が十分になされていないことから、水回りが悪く、ポンプア

ップして水を水田に入れて作業にかかるという始末です。 

 まずは、用水路整備事業を早急に実施をしていただきたい。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

［名越 修町長登壇］ 

○町長（名越 修君）  大﨑照男議員の御質問にお答えいたします。 

 茎永地区の圃場整備につきましては、議員のおっしゃるとおり、明治時代に整備

されたまま、幾度となく整備計画、地元説明会を開催し、実施の方向での検討をさ

れてきましたが、事業の実施に至ってないのが現状であります。今回、経営体育成

基盤整備事業を活用し、農業経営の効率化と安定化を確保するため、話し合い活動

による茎永地域の農業の方向性や生産基盤の状況などを勘案し、圃場整備、農道や

用排水路の整備を実施して、担い手農家の育成、支援を一体的に進めていく計画で

あります。 

 ８月６日に、種子屋久の新しい農業農村整備を進める会において、県農政部農地

整備課長へ、茎永地域水田地帯の事業実施の地元負担率の軽減について強く要望し

たところであります。県の回答といたしましては、平成28年度より実施設計、平成

29年度事業採択で進んでいるとの回答を得たところでございます。 

 詳細については、担当課長から答弁を申し上げます。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  それでは、質問にお答えしたいと思います。 

 茎永地区の圃場整備におきましては、平成29年度経営体育成基盤整備事業の採択

に向けて、地元説明会を開始したところであります。今後の大まかなスケジュール

としましては、平成27年度、本年度中に話し合い活動や説明会を実施していく予定

であります。 

 事業については、平成30年から31年にかけて、圃場整備を実施する計画でありま

す。その中で、農道や区画、用排水についての事業内容につきましては、平成28年

度に事業計画作成となっておりますので、地域に合った、地域の要望を反映した基

盤整備を進めていく計画であります。 

 また、地元負担についてでありますが、町長が述べたように、県のほうにも要望
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してあるところであります。補助率の高い事業実施を計画しております。平成26年

度から国の施策として始まりました地域の話し合い活動による人・農地プラン等の

作成により、地域集積協力金が地域に交付されます。この地域集積協力金を活用し

ますと、地元負担がかなり軽減されるということになっております。 

 水田地帯では、米価の低迷により、水田農業経営は極めて厳しい状況にあります。

その中で、現在、飼料用稲のＷＣＳの栽培がふえてきております。農業従事者の高

齢化や耕作放棄地、耕作者の不足などということで増加傾向にありますので、将来

を見据えた水田の農業経営、美しい農村環境を守っていくためにも、平成30年度に

事業実施に向けた地元の説明会、関係機関一体となって取り組んでまいりたいと思

います。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  次に、米軍基地、馬毛島問題について、質問させていただきま

す。 

 南種子町議会は、米軍基地等馬毛島移設問題対策協議会からの離脱決議をしまし

たが、その理由は、反対ありきでなく、今後正確に情報を収集し、種子島、南種子

の将来にどのようなメリット、デメリットがあるのか。このことを町民に正確に伝

え、その上で、町民の意思決定を判断することが、私たちの議員としての責務であ

ると考え、脱会し、南種子町議会は公正中立な立場で関係機関に十分な説明を受け

ながら、町民に正しい情報を提供するために、米軍基地等馬毛島移設問題対策協議

会を離脱することを決議したわけです。 

 この件について、執行部はどのような方向で町民との対策をとり、米軍基地等馬

毛島移設問題に取り組んでいくのか。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  お答えいたします。 

 現在、本町は、熊毛の１市３町と西之表市議会、屋久島町議会で構成する米軍基

地等馬毛島移設問題対策協議会に加入しております。最近、防衛省が馬毛島調査費

の入札公告を実施する記事が新聞に出ており、動きが出てきたと認識しております。 

 米軍基地等馬毛島問題については、防衛省が外務省防衛担当閣僚会議で、馬毛島

での米軍空母艦載機の離着陸訓練ＦＣＬＰを実施すると書かれていますが、これま

で特に目立った動きはありませんでした。今回動きが出てきたことで、状況をよく

調査した上で対応を検討してまいりたいと思っております。 

 私が町長になって考えていることにつきましては、直接防省に、私はお話を聞く

予定にしておりますので、上京の折、寄って考え方を聞きたいと思います。それは

どういうことかというと、任期の最後の年に１市３町の議長、町長で行った折に、
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防衛省の事務局の関係で、もう人が出ていった後だったんですが、言ったことが気

になっておりまして、そういうようなことを踏まえて確認をする必要があると思い

ます。私も住民を、5,900名ですが抱えておりますから、こういうことを考えると

き、この辺については住民の意見もきちんと踏まえた上での私の判断ということに

なるということを御理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  条例公民館について、今後の条例公民館制度、運営について質

問をしたかったわけですけども、先ほど河野議員が質問をしまして、何か重複にな

りそうですので、多くは申しません。答弁はいただいたようなものです。 

 現在のままではないですけども、この条例公民館は継続していくという答えでご

ざいました。活動とかいろいろな内容については見直しをするということでござい

ましたけども、このことについて我々議員はよくわかりました。 

 しかしながら、一番大事なのは町民です。我々がいつもこの南種子町を回ります

と、まさに公民館長として、主事として働いている人たちには、本当に言葉悪い、

御迷惑な言葉か知りませんけども、我々が回るたびに、条例公民館とはどんな仕事

をしてるのか、内容はどうなってるのか、主事は何をしてるのか、幾らお金をもら

ってるのか、そんなことばっかり聞くわけです。 

 先ほど課長からも説明がございましたけども、この説明を町民の一人一人の皆さ

ん方によく詳細に説明をして、把握していただきますように、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  河野議員の質問でもお答えいたしたわけでありますが、この条

例公民館制度の移行に関しまして、申し合わせ事項により運営がなされているとこ

ろであります。詳細に関しましては、先ほどの答弁のとおりではございますが、省

略させていただいて、また見直しの件につきましては、先ほどの答弁で申し上げた

とおりではございますが、公民館活動の推進を図るために、公民館主事を配置して

やれるような人口であるのかどうかとか、じゃあ学習を、例えば下中など小さいと

ころで、人口が百二、三十名、小学校の子供が10人ぐらいとか15人とか、そういっ

たようなところでどんな学習ができるとか、その辺から言うと、地区公民館長の役

割、これは町は報酬を払っていないようでありますので、どちらかというと、行政

的な仕事を地区の公民館長というのはやっているわけです。これのほうも踏まえて、

私は検討したいということをずっと思っているわけでありますから、これを始める

という説明会に行って、そんな説明をしたんですが、これはもう全然聞き入れてい

ただけませんでしたから、公民館主事で教育委員会に昭和45年に来まして、今の公
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民館の制度というのは私のときにつくったんですが、それまでは小組合制度であり

ましたから、12年間、社会教育主事をしているそういう中で考えると、実際それは

そぐうかどうかと。 

 上中地区に公民館主事を置いて、公民館活動をやるという点ではいいんでしょう

が、でも、各校区においては現在非常に助かっていると。いろんなことにその公民

館主事がある、携わってやってくれているということで、公民館長の負担が軽減す

るというようなことがありますが、私としては、公民館長とまだ１回も語っており

ませんから、近く、どうしてもそういう話もして実情を考え、私の考え方も示し、

また教育委員会の考え方というのもあるわけですから、そういう点については、教

育上の問題と行政上の問題とのその一致点というのは必ずあるわけでありまして、

また、教育委員会法の改正によって、町長と教育長との関係というのがもうはっき

りしてきたわけでありますので、それを含んで十分協議して、ちょっとそこの報酬

の点も含んで、実際全部の校区に置くべきものかどうか。そうじゃなくて、財政的

な援助をすることによって、自分たちの集まる機関の中で、なんとかできないのか。

あるいはまた、役場の職員で58集落の担当を決めているんです。１週間に１回は文

書をちゃんと持っていってるわけです。そういった点でのかかわりとか、総合的に

検討する必要があるんじゃないかということを先ほど河野議員には申し上げません

でしたが、その辺をつけ加えておきたいと、このように思います。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  次に、学校教育についてお尋ねいたします。 

 平成27年８月26日付の南日本新聞が、「全国学力テストで鹿児島県中学校平均届

かず、中学生学力低迷に危機感が」などと報じています。鹿児島県は昔から教育県

と言われ、偉大な先駆者を多数輩出していながら、県教委を初め、教育関係者や県

民の大多数は衝撃を受けたことと思います。現在、鹿児島県は、一月に２週目の一

日だけの土曜日授業のようです。 

 昨日、私は、宮崎県に孫の運動会に行ってまいりましたが、その後、宮崎県の中

学校の校長先生とちょっと話をすることができました。授業のこととかいろんなこ

と聞きましたけども、10月の週から毎週土曜日授業をするということを聞かされま

した。 

 今後、南種子町として、鹿児島県の学校教育方針についてお尋ねをいたします。 

○議長（小園實重君）  教育長、遠藤 修君。 

○教育長（遠藤 修君）  南種子町においては、宇宙のまち教育振興基本計画に沿って、

30の施策を設けて教育行政を進めております。その中で、学力の向上につきまして

は、学力の実態把握に基づく個に応じた学習指導の充実とか、学業指導の充実など
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によって、確かな学力を定着させるようにしているところでございます。 

 先ほど、全国学力学習状況調査の件が出ましたが、この調査につきましては、国

語、算数、数学、理科の３教科で、小学校第６学年及び中学校第３学年の児童生徒

を対象とした調査でございまして、その内容は、基礎的、基本的な知識、技能の習

得と、それらを活用することができるかどうかを見る問題となっております。結果

につきましては、学校によって差はありますが、全体を平均しますと、若干ではあ

りますが全国平均に届かなかったところであります。 

 したがいまして、今後、全ての教科において結果の分析をし、課題改善策を整理

して、授業の質を上げる取り組みを強化してまいりたいと考えております。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  次に、観光振興についてお尋ねをいたします。 

 高速船の島間港寄港観光ルートで、運行会社との交渉と港湾整備が必要となりま

すが、この件について進行中か、実現がかなえそうか、お聞かせください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  種子島観光振興のための屋久島と最短で結ぶ島間から屋久島

ルートの高速船就航は必要だと考えております。また、島間から西之表経由鹿児島

行きも、町民の利便性向上のためにぜひとも就航を求めるものでございまして、種

子屋久高速船株式会社へは、島間から鹿児島、屋久島への就航に向けて、要望活動

を進めているわけでありますが、いろいろ事情がございます。もうしばらくすると、

種子島から鹿児島行の７時の便ももうなくなるということもございますので、そう

いうような点の船の問題がございますので、これについては町、議会の協力も得な

がら、要請活動は続けていきたいと、このように思っております。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  南種子町内に宿泊する観光ルートの設定について、平成28年

３月に、旅行ガイド種子島版が刊行され、ロケット基地を抱え、宇宙のまちの看板

を掲げ、2014年度は過去最多の５回のロケット打ち上げもありました。2014年には、

広田遺跡ミュージアム、トンミー市場、マングローブパークなど、観光目玉スポッ

トが相次いで開設されました。にもかかわらず、観光客はピークだった2003年度の

４割以下にまで落ち込んだと聞いております。 

 これにちなんで、種子島・屋久島ツアーの観光客を素通りの観光客でなくして、

南種子町内での滞在時間を延ばし、町内の物産消費とホテル・旅館の宿泊客の増加

につなげる工夫をしていただきたい。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  南種子町は宇宙センターや鉄砲伝来とか、景勝の地、門倉岬に
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代表されるような、種子島の中でも特に多くの観光資源を有するまちであると思っ

ております。数多く、こういったところはあるわけでありまして、本町自慢の観光

資源を大事に、このルート設定というのは必要だと思っておりますが、他の地域に

はない本町の観光資源をどうしても活用するためには、現段階では、やっぱりエー

ジェントとの関係とかそういうのは非常に大事でありまして、今回そういった関係

では、それにかかわるエージェントも出てきているわけでございますから、この辺

も踏まえて、私どもは種子島観光協会とあわせまして、例えば屋久島に行くのに、

西之表から南種子に行って、また西之表に戻っていくというそういうことを、観光

客の利便性からいってもそういう不都合なこともありますので、また、種子島は私

どもの鹿児島、屋久島への利便性をいうと、太陽丸は就航しておりますが、高速船

で行くと、わずか25分で行くというそういう状況を考えますと、こういった運動の

展開というのは、私の前任時代進めてきたことでありますので、ぜひそれは進めて

いきたいと、このように思います。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  竹崎海水浴場について。 

 竹崎海水浴場が現在閉鎖中ですけども、再開すると、町内、地元の利用者はもち

ろん、観光拡充に大いにつながります。平成28年度をめどに、再開をお願いいたし

ます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  竹崎海岸一帯は、世界一美しい景勝の地でございますから、そ

れを考えますときに、風光明媚で多くの観光客がサーフィンで訪れるという場所で

もあるわけであります。 

 議員の御指摘のとおり、竹崎海岸の海水浴場、残念ながら平成23年度から中止に

なっております。これは、余儀なくされた理由といたしましては、漁港の整備が進

みまして、結局潮の流れが完全に変わってきたと、こういうことでありまして、そ

の辺を考えますと、海岸線約70メートルの沖合にせり出してきているというのは、

砂浜がせり出してきているということで、遠浅がなくなったと。つまり海底が急傾

斜となっているということでございます。この状況変化は、特に幼児や低学年の遊

泳する場合には大変危険であることから、残念ながら中止することを余儀なくされ

たということであります。 

 これの再開については、非常に万能なといいましょうか、おぼれてもすぐ飛び込

んで助けられる、そういう補助員を配置したにしても、これは、死亡事故が２件も

起きているわけでありますから、不可能じゃないかというような判断のもとに多分

中止されたんじゃないかと思います。したがいまして、安全性を第一に考える上で
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は、現在のところ中止せざるを得ない状況にあるということでは御理解いただきた

いと思います。 

 再開については、潮流のその流れが左右しかないんです。これが元どおりになれ

ば、確かに港の横のあそこの線までは砂がなくなって、遠浅になってくということ

でありますが、現在は完全にえぐられたような格好で急に深くなっておりますから、

このことを考えると、現段階では非常に不可能だということですが、それぞれ担当

課の実際要望も伺っておりますので、お答えさせたいと思います。 

○議長（小園實重君）  課長からの説明はいいですか。観光課長。 

○観光課長（坂口浩一君）  現在の海岸線は、平成12年と平成21年の航空写真がござい

まして、それを比較してみますと、わずか９年間のうちに、海岸線が延長600メー

トルほどあるんですけども、沖合へ約70メートルほど砂がせり出してきている状況

が確認できます。今後もこの状況が進んでいくんじゃないかというふうに思われま

す。 

 また、この砂の堆積状況は、休止してから毎年調査を観光課のほうでは進めてお

りますけども、ことしも確認しましたところ、前年の堆積状況と比較しても、ほと

んど変化は見られず、波打ち際から10メートル海の中を沖合に進みますと、大人の

身長を超えるぐらいの高さまで深くなるような急勾配の地形になっております。 

 この状況では、特に先ほど町長も申しましたが、波打ち際で遊ぶ幼児とか小学生

では足元をすくわれるなどの事故につながる危険性がありますので、残念ながら休

止せざるを得ないというような状況にあります。 

 なお、海岸の堆積状況調査は今後も進めてまいりますので、改善されることがご

ざいましたら、関係者の御意見を伺うなどして、再開へ向けて準備はいたしたいと

いうふうに思います。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  確かに今の説明でわかりました。大変竹崎の海岸は、毎年毎年

地盤の変動がございます。しかし、私の見た目では、ことしの夏は、大分二、三年

前よりも条件が昔の海水浴場のようになったなと、自分では考えているところであ

りましたので、こうしてお願いをするところでございました。どうか永久的に閉鎖

じゃなくして、できれば先ほど観光課長が申し上げましたけれども、できる限り再

開に向けて、何年先でもよろしゅうございますから、ひとつお願いいたします。 

 次に、公立種子島病院について質問いたします。 

 現在の常勤医は２人、野口院長が退職となり、後任医師として小原俊一先生が10

月着任予定。今後の常勤医は何人になるのか。 

 累積赤字は約６億円に膨らみ、厳しい運営から抜け出せない状態になり、国の新
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公立病院改革ガイドラインで、地方交付税の算定基準は設置病床数から稼働病床数

に変更され、医師や看護師不足で稼働病床数が減れば、交付税が減額されるおそれ

があるわけですが、常勤医五、六人体制ができるのか、その医師はどこから来るの

か、いつごろからその体制ができるのか。町民はこのことについて、非常に不安と

心配をしています。今後の対策について、お聞かせください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  病院問題というのは、選挙戦の柱でもありましたから、皆さん

そういうようなことで町民全体が心配をされていると。実際心配する状況にあると

いうことだと思います。 

 結論から言うと、６人の体制がそろうという確信は、決まっているとか、それは

ありません。現在決まっているのはその３名でございますので、折衝中の先生があ

といるということで、場合によっては、私が５人ぐらいは大丈夫だといったような

ということを言ったように受けとめたとしたら、それは今折衝をしておりますので、

その辺がどうかというのは人間対人間、また医学者ですから、多分うそは言わない

わけでありまして、じゃあ、この次勤めてるのどうしようかというのは、最低でも

２カ月から３カ月かかるわけでありますから、こういう形で折衝を一生懸命やって

いると、これは間違いありません。そういったようなことを考えあわせまして、今

二方の質問にはお答えしたところでございます。 

 野口先生と、それから永嶋先生、中西先生の３人でおったわけでございますが、

９月になりましてからは野口先生の夏休みもありましたから、もう既にその辺、

９月の30日までは、先ほど申し上げましたように、まだ院長という職を残していっ

ておりますので、それまでは、後どうするというのは今言えない状態でありますが、

次の院長については内示をしております。それははっきり言って、もう現在いる先

生方が頑張ってくださっていて、一生懸命頑張るということを踏まえておりますの

で、それだけははっきりしておりますが、後は10月１日、小原先生が見えてから、

事務局それからスタッフがおりますから、全体でこの病院をどうするのかという私

が注文を幾分して、協議をするということになっておりますので、今おる先生方に

は申してありますが、これをお互いに認識する中で、両町の町民にわかっていただ

けるような、理解していただけるような接し方をしていただくということで、もと

に戻してもらうと。つまり、62床ですから、少なくとも80％、85％ぐらいにいくよ

うなことをしないとどうしようもないと。 

 その辺については、現段階では、田上先生から私のところにも依頼がありました

が、私もまた田上先生に、２人になっている状況の中で、午後から救急患者を見る

ことできないと、先生お願いしますということでは、もうその辺は病院として、種
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子島は県の方針として中南を南の拠点、それから西之表を北の拠点としてやっても

らわんといかんというのが公立種子島病院の設置の要件でございましたので、この

辺を十分踏まえた上でこれからやっていきたいと思います。 

 病院のそれについて、現状の段階では、看護師１人が15人の患者を診るという、

15対１ですが、そのことによって一定の補助金もあるわけで、年間を通すと、それ

でいくとやっぱり二千五、六百万円を上回るんです。４年前までは、あと５人そろ

えば10対１になる。その点で13対１でございましたから、そういう状況でありまし

たけれども、その後看護師が数名やめたことによって、看護師も代わってきておる

ということでございまして、全体の職員をそろえることも必要ですし、それから、

そのほかの方の一般質問もありますが、やっぱり条件を整えるというのは、医者が

おって、それから職員をどうする、それから施設整備をどうしていくという、そう

いうのを先生方、あるいは事務局の方と事務長と協議しながら、先生方とそれに向

けて実施してもらうというようなことで進みたいということに思っておりますので、

理想とする６人ということについては、それはずっと折衝をしていくわけでありま

して、私は、８年前のそれから言うと、１年ぐらいできちんとそろえて、それじゃ

後は、先生方が医者をきちんと４年間は呼んでいただきましたから、こういう体制

でないと、素人が医者を寄せるというのは非常に難しいということだけははっきり

していることを伝えさせていただいて、現状では、病院の副管理者であるうちの副

町長と事務長と一生懸命頑張っております。 

 それから、きのう、おとといの病院議会におきましても、やっぱり両町きちんと

やってもらうようにせんといかんということを含んで、議会そのものも動いてもら

うというようなこともございますので、その線に沿って一生懸命頑張りたいと、こ

のように思います。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  診療科拡充と医療の質を高めなければなりませんが、まずは医

師の安定確保が先決ですが、医師の安定確保とともに、ＭＲＩを導入してもらえな

いか。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  ＭＲＩは病院をつくるとき、ＭＲＩを設置するべくちゃんと部

屋もまだきちんとあるんです。ですが、そのとき種子島にはございませんでしたか

ら、その後、田上病院が設置したい、設置するという方向で動いておったんですが、

実を言うと大変な高額な問題でありまして、じゃあそれを使って手術をする、いろ

んなことを考えますと、現段階で四、五人の先生の中ではどうなのかというのが一

つあります。このことを踏まえて、やっぱり状況からいうと、整形外科の先生を招
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聘しなければどうしようもないわけであります。 

 そこで今度は、手術をしようかということになると、麻酔の先生がいないと手術

はできませんから、もうちっちゃな手術もはっきり言ってできないんですよ、麻酔

の先生がいないということで。かすり傷をどうのこうのという、そういうことはも

ちろんやっていただけますが、やっぱり切開してこうやっていくという点でいくと、

そういうことは医師法で決まっておりますから、大変難しいような状況でございま

すので、私としては、その辺については、はっきり言ってちょっと難しいんじゃな

いかと。 

 先生がそろった段階では、他の病院との関係でありますけれども、田上先生から

の要請をまた受けている部分があります。つまり、種子島に脳神経外科の先生がい

ないんです。このことによって、きのう、おとといもヘリで運びましたが、残念な

ことに結果的には終わりましたけれども、これを１市２町の自治体で何とかしてほ

しいという要請も受けておりまして、今後そういったことも含んで、種子島の病院

が全提携してやっていくという方向を見出さなければいけないんじゃないかという

のが現状ですが、しかし、南種子町では、これから打ち上げが年５回も６回も、10

年もすると10回もということになれば、今のような病院体制では、はっきり言って

不足です。緊急に備えて。 

 今回の場合で言うと、直接うちの病院に三菱重工業が来て、協議しておりますが、

そういうこと等もございますので、そこについては現在のところ考える余地がない

というか、時間がかかるということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  衣食住という言葉がございます。その次に大事なのが福祉です。

福祉の中でも一番大事なのは医療です。ですから、今町長が答弁されたことは十分

におわかりでございます。しかしながら、このことは前向きにひとつ考えていただ

きたいと思います。 

 次に、農林水産業の振興について。 

 どのようにして農産物の向上、農業者の所得向上ができるのか。今後の方針をお

教えください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  大﨑照男議員の御質問にお答えいたします。 

 具体的な振興策と所得向上対策についてでありますが、私も今回の選挙で、基幹

産業である農林水産業の振興により、商工業への波及効果を狙いたいと、つまり町

民の所得向上につなげていきたいということを公約として掲げているわけでありま

して、この辺では今いろんな形で提案が来ているわけであります。 
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 このようなことを踏まえて、やっぱり取り組む必要があると感じているわけでご

ざいますが、農業振興策については現状の分析が非常に重要であると思います。現

状どうなっているかということでございますが、本町に限らない課題でありますが、

担い手が不足しておりますし、また離島であることから、輸送費などの生産販売コ

スト等が増大するなど、多くの問題を抱えているということであります。輸送費と

かその辺については、国もそれぞれ対応しようとしているわけですが、またそれを

利用するような制度というのも出てきつつありますが、そういったような状況の中

で、じゃあ振興を図るためには、どうしても生産基盤の整備推進とあわせて、担い

手をどうしても何とかせんといかんと。 

 農業やっている平均年齢っていうのは、相当60歳超えているというそういう状況

を考えますときに、これは担い手をどうかせんといかんということが第一にあると

思います。農地を集積して大規模経営のほうに進めないといけないんじゃないかと。

若い担い手や認定農家などの育成、それから法人化への取り組みなどの支援などを

あわせて、特に高齢者でも生産できるような農業というのがあります。これについ

ては、近く来ていただく県の農業技術の先輩の先生方、この辺の事情もありますが、

そうした中での知恵も借りながら、機能集団が相当それぞれできておりますから、

この辺と十分協議する中で進めていく必要があるんじゃないかということを今実感

しております。 

 つまり、各関係機関と連携を図りながら、さらに充実を図っていくということで

ありますが、農業の基盤、大半がやっぱり堆肥ですから。中種子町と南種子町のサ

トウキビの単収の違いというのは堆肥にあります。中種子の人というのは、全て堆

肥に集中して入れてます。私もそれには命をかけたいというぐらいやっているんで

すが、もう早速きょうから製造を始める手はずでやっていると思いますが、具体的

な点については、担当課長から説明申し上げます。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  農業振興関係の具体的な振興策についてであります。

ここにつきましては、町長のほうで詳しく述べましたので、現況としましては将来

を担っていく担い手不足、あとそこの中の耕作放棄地とかいろいろありますが、そ

の中で本町の中には広い耕地を有している温暖な気候という形の耕地条件、恵まれ

た条件があります。これを十分に活用しながら、今現在で台風とか気象災害等、あ

とそれに加えまして近年では鳥獣害関係の鹿の被害等も重要視されております。そ

の中で農業振興については既存品目のサトウキビ、でん粉用甘しょ、早期水稲等の

既存品目については、いかに単収を引き上げていくか、それと畜産と複合経営して

おります。それ以外に野菜関係のレザーリーフファンを中心とする輸送園芸野菜関
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係を今後収量、品質とも上げていくというような形で考えております。この中で認

定農業者、農業参入企業、あと企業的な農家、農業の指導士とかというところを育

成しながら新規就農、あと担い手農家関係を育成を図っていきたいということで考

えております。その中で大きく分けて７つの基本方策ということで、地域を支える

担い手づくり、生産性の高い産地づくり、有機質を使った里づくりと、特に近年で

は土づくりに対する堆肥投入量がかなり減っております。ここについては、農家

共々関係機関一緒になって原点に帰った農業、気象災害等に強い収量を確保できる

ような土づくり対策を強化していきたいと、それと４番目には農業生産の基盤づく

り、それと地域産物の付加価値をつけた消費拡大、それと地域の話し合い活動、そ

れによる推進体制づくりということで７つの項目に分けて平成27年度から頑張って

いきたいということで考えております。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  キャトルセンターについて質問をしたいわけですけども、先ほ

ど上園議員が質問をいたしましたので、重複されるようですので、多くは言いませ

んが、１つだけ質問させてください。 

 現在、牛の預託が100頭前後と聞いております。１頭当たり500円ずつの預託料で

すけども、今後、預託の牛が、先ほども答えの中でありましたけども、もう一度今

後の方針をお聞かせください。 

○町長（名越 修君）  はっきり言いまして、やはり管理体制がなっていないんじゃな

いかというのを私は感じまして、１月ほど前に県の畜産課に行ってまいりました。

ここにいた係長が畜産の課長補佐に昇進しておりまして、あれは後から来た若いあ

の人ももう畜産課の企画を担当する職員として鹿屋地帯の一番多い牛を所管してい

た係長でありますが、そういうようなことを含んでお話を伺ってきたところであり

ますが、やっぱりキャトルセンターみたいなところでも、管理の仕方というのはあ

るということでございますから、管理に従事している職員、これはやっぱり研修を

させる必要があるのかなというのを感じたところでございます。現状から言います

と、１人の契約職員の人が、月曜から金曜まではずっと朝から夕方までその人が

１人でやっているというのが実情で、あと土曜、日曜については職員である２人の

人が交代にやっていくという、そのほか、予算の問題とか畜産に関する調査とかあ

りますから、総合農政課というところは、言っちゃあなんですが、いろんな仕事が

多すぎまして、そこに全職員が行って一緒にやっていくというケースが多いわけで

す。また全体でやらないといけないというのがありますから、その辺からすると、

そこが欠けているというのが私もはっきりわかりました。でも、職員そのものもや

っぱり改善せんといかんということだけははっきりしておりますし、それと同時に
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キャトルセンターがこれならいいという農家は見れば私は預けると思うんです。そ

ういう状況でなかったということじゃないかなというのは、先週の状況で私が町長

になってからでありますけれども、行った状況では65頭ぐらいでございましたから、

これは話にならんということで、改めて最初からやり直そうと、こういうこと言う

とはっきり言って１人じゃできません。３日に１回くらい、ものを食べるところと、

後ろのほう寝るところとそうあるんです。ところがそれを仕切りがありますが、そ

れをやってやるというのは１人じゃできませんから、だからキャトルセンター、そ

れから農場との管理を生かしてやることによって、きちんとそれができるという判

断しておりますので、一生懸命頑張って満杯になるような対応をしたいと、このよ

うに思っております。 

○議長（小園實重君）  大﨑照男君。 

○３番（大﨑照男君）  最後に堆肥センターのことについて質問をしたかったわけです

けども、先ほど、総合農政課長が、私の農作物の向上、農業者の所得向上について

質問したところ、このことについても十分にお答えをいただきましたので、このこ

とについてはもう質問をいたしません。 

 これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小園實重君）  これで大﨑照男君の質問を終わります。 

 次に、塩釜俊朗君。 

［塩釜俊朗君登壇］ 

○５番（塩釜俊朗君）  議長の許可をいただきましたので、一般質問をいたします。 

 スポーツの秋、読書の秋と言われております。先日も南種子中学校の体育祭に行

ってまいりました。いろんな競技に頑張る姿を見て感動したところであります。今

後も各小学校などの運動会も計画されているところであり、雨天により中止になら

なければと、このように思うところであります。 

 スポーツをすることにより、健康の増進また体力づくりに役立つと言われており

ます。その中で南種子中学校出身の川元清文君が鹿児島実業高校軟式野球部のエー

スとして全国大会に出場をいたしました。また、中平小学校６年生の河野将太君が

第12回全国小学校学年別柔道大会６年生50キロ級において優勝をしたところでござ

います。これからの活躍を期待をするものであります。 

 その一方で台風18号の影響で茨城県常総市においても、河川が決壊し多数の被害

が出たようであります。お見舞いを申し上げます。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず防犯対策でありますけれども、鹿児島県警察が地域の駐在所の統合が計画さ

れてから数年過ぎておるところでございます。このまま存続してほしいという地域
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の要望もありましたが、結果的には町内４カ所の駐在所が廃止され、南種子交番に

統合すると、このようになったようでございます。運用開始は平成29年３月ごろと

のことであります。 

 南種子交番の設置場所の計画また内容等については、行政から議会に説明があり

ましたが、その後の協議において旧中平中学校跡地に決定したのか。したのであれ

ば、町はどの程度まで造成をして貸し付けるのか、お伺いをいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

［名越 修町長登壇］ 

○町長（名越 修君）  塩釜俊朗議員の質問にお答えをいたします。 

 南種子交番については、全員協議会にお話ししたとおりでありまして、旧中平中

学校跡地に設置する方向で種子島警察署と現場立ち会いのもと、協議を行って、決

定をした次第でございます。 

 どの程度という、その次の質問の点も申されましたので、ここでお答えいたしま

すが、町単独予算で西側及び南側のフェンスを撤去して西側の歩道を幅員を広くす

るということにしたいと思います。それは警察署に来る用件の方のそれも含んで、

向こうは狭いですので取得したほうがいいというそういう判断でございます。また、

現在残土の処理用として盛り土をしているところにつきましては、整地をして対応

するという計画でございます。 

 契約期間につきましては、１年契約といたしますが、双方に特別の意思表示がな

い場合には、自動継続となる契約とする考えでございます。固定資産税は非課税対

象となっております。ということは、地方税法第348条の規定によって県には固定

資産税を課税することができないというきまりになっておりますので、それを適応

するということでございます。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  旧中平中学校跡地に決定をしたと、そういうことでありますの

で、いろいろと数年間場所についても、いろんな協議事項についてもいろいろあり

ましたけれども、一番いい場所じゃないかと、このように私も理解をしております。 

 課税については先ほど町長のほうが説明されましたので、非課税であると、そう

いうふうなことでございましたから、理解をいたしました。 

 次にいきますけれども、南種子町に立地する４つの駐在所の自宅の利活用でござ

います。各地域の要望としては、地元に住んでいただき上中交番に通勤してほしい

という声もあるわけでありますけれども、町としてどの程度まで警察との協議をし

ているのか、また今後の利活用についてはどのような話し合いのもとにおいて町民

が理解ができるような協議をしていっているのかどうか、そこのところをお聞きを
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したいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  この問題については、上中の駐在所、これを移転するという段

階から現在の署長と話をしてきたわけでありますが、基本的には４カ所の駐在所に

しばらくは住ませるというのを言っていたわけでございますが、これは間違いなく

そうすると思います。しかし、だんだんつくってくれば、ロケットの打ち上げが盛

んになるとか、警備の問題をいうと警察官が上がってくる時間帯とか昼間はあちこ

ちいったにしても、近い方がいいというのが警察の判断じゃないかなと思っており

ますが、そのことについては私としてはそこに住んでもらうことを条件にお願いす

るとしても、最終的にはそういうことで固まるのかなというのも予想せんじゃあな

いです。現段階における警察のやりとりというのは、その程度でございます。今、

塩釜議員から言われたことについては、どうしてもずっと住んでほしいということ

については、思いとしては伝えたいと思っているところでございます。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  そのような形でぜひとも地域のほうから通勤をしていただいて、

安心できるようなことを警察のほうにもお願いをしていただきたいと、こういうよ

うに思いますが、それと、上中の駐在所でありますけども、今回交番ができるこの

施設の中におきましては、宿舎もできると、そういうふうな話であります。そうい

う中において、多分上中の駐在所も宿舎は空きになるんじゃないかと、こういうよ

うに予測するわけでございますけれども、そこのところについてはどのように町と

してはお願いをしていくのかどうか、そこのところをお聞きしたいと思います。当

然、つくるまでは当然居住をしなくちゃいけないので、つくってから後の対応はど

ういうふうに考えているのか、そこのところをお聞きいたしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  これは私の考えでございますが、警察としては地方にある住宅

については、当然町に渡すなりするんじゃないかというように、私は予想をしてい

るわけです。町は無償で提供しますから、そういうことを含んで。高等学校の場合

は町有地につくった関係があって無償貸与して住宅も全部町に13棟か14棟ですか、

無償で提供して、看護師住宅としてとってあるのですが、まだ入居者しておりませ

んから、看護師がふえることによってここに住まわせたいというそういうのがあり

ますが、それと同じ感覚でした場合には、住民をそこに入れるということは可能で

ありますが、その辺については、本部から設計の担当も来て協議しましたから、来

年度設計書ができ上がって着工するという段階になれば、恐らく警察のほうから私

のところに協議があるんじゃないかと、じゃあ住宅を上中につくるとすれば、どう
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いったところかどうかとかありますから、その辺を含んで議会の皆さんが思ってい

ることも私が思っていることも同じだと思いますので、皆さん方とも協議しながら

進めていきたいと、このように思います。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  次に行きたいと思いますけれども、毎月１回種子島警察署から

「よら～いき」という安全ニュース、また南種子駐在所発行の「宇宙ケ丘」という

便りが届いております。いつも拝見しているところですが、平成27年６月の管内の

犯罪発生状況は島内で42件、南種子町は11件、前年同時期の比較は減っているとの

ことであります。この中で公表されていない犯罪もあると私はそういうふうに思い

ますけれども、あるとすれば何件ぐらいあるのか、把握しているのであればお聞き

をいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  警察署の生活安全課、安全刑事課によりますと、確認したとこ

ろ、届け出があったものについては全て掲載している、公表しているということで

ございまして、公表していない分はないというのが警察署の答弁でございます。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  当然、届け出のある部分については報告っていうか、そういう

形でチラシ等で町民あるいは皆さんにもお知らせしているとそのようなことで理解

をしているところであります。４カ所の駐在所が上中に統合されることによりまし

て、地域の皆さんは少なくとも不安になるのではないでしょうか。このような状況

の中に本町にも空き巣、振り込み詐欺の電話、高齢者を狙った訪問販売等があると

聞くわけであります。事前の抑止力となり得る広報活動等をするために、防犯指導

員の重要性を思うわけであります。この防犯指導員について、インターネットで調

べたら、いくつかの市町村は設置をしているようであります。ある市町村では、犯

罪及び事故のない明るい町づくりが趣旨で、目的が犯罪の未然防止や防犯意識の向

上を図るため安全安心な町づくりを実現に取り組むとこのように示しております。 

 我が町におきましては、知ってのとおりそれほど重要な犯罪等はございませんけ

れども、早めにこのような防犯指導員を立ち上げるべきではないかと私はこのよう

に思うところであります。南種子町安心安全まちづくり条例第８条に、安心安全に

対する施策の推進のため、必要な体制を整備すると、このように示しております。

町長、先見の明として本町にも防犯指導員を設置できないか町長の所信を伺いをい

たします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  現在いるその辺の動きも含めながら、いい提案だと思いますか
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ら警察のほうとも協議しながら対応してまいりたいと思います。いつからどうとい

うことについては、あとに譲りたいと思います。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  前向きな答弁として理解をいたしたいと思います。 

 次に行きたいと思います。防災対策について質問をいたします。 

 エリアメールについてお聞きをしますが、本町も町防災行政無線デジタル化の整

備も完了し、エリアメールを発信できる体制は整えていると私は理解をしていると

ころであります。 

 現在も鹿児島県危機管理課から緊急時地震速報とか近隣町からのエリアメールも

届いているところであります。 

 エリアメールということで私も調べてみたのですけれども、気象庁が配信する緊

急地震速報、避難情報を受信できる携帯用向けサービスのことのようであります。

南種子町ではこの町防災行政無線、デジタル化の整備の中で、サービス規約15項目

程度あると伺っておりますが、その規約内での災害事前情報等のエリアメールの発

信はできないかお伺いをいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  この件については、携帯電話を活用して市町村エリアの携帯電

話利用者に防災情報を配信するというそういうことのようでございますが、それは

今議員の説明のとおりであります。これにつきましては、ＮＴＴやソフトバンク、

ａｕのいわゆる携帯３社キャリアに一斉送信できるソフトを平成26年度に導入して

27年度４月から正式な運用を開始しているということでありますが、緊急速報、

メールの送信内容については、携帯電話会社の利用規定によって制限がなされてい

るというのは今議員のおっしゃったとおりであります。 

 この件については、総務課長から答弁をさせます。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  町長の答弁でも今ございましたが、緊急速報メールを利用

して送信できる内容は、携帯電話会社の利用規定により定めているところでありま

す。本町については平成27年からこのサービスを実施することとしておりますが、

現在のところ、それに該当する情報はありませんので、現在は利用されておりませ

ん。 

 その利用規約につきましては、15項目あります。15項目につきましては、避難準

備情報、避難勧告、避難指示、警戒区域情報、津波注意報、津波警報、大津波警報、

噴火警報、レベル３未満の火口周辺警報を除きます。指定河川洪水警報、土砂災害

警戒情報、東海地震予知情報、弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ特殊部隊
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攻撃情報、大規模テロ情報ということで、この15項目についてこのサービスが利用

できるようになっております。 

 先ほど言いましたけれども、現在本町におきましても緊急速報メールを運用して

おりますが、運用開始以降、これまでの大雨や台風などの災害等においてこれらの

発信できる情報がなかったところであります。 

 なお、避難所等の情報につきましては、防災行政無線のほか、テレビのデータ放

送を利用して周知しているところであります。 

 今後におきましても、利用規約に定めている内容の災害が生じた場合は、エリア

メールなどの緊急速報メールを利用した情報発信を行ってまいりますので、御理解

のほどをよろしくお願いします。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  ただいまの15項目の説明をされましたけれども、その項目の中

で該当するものがなかったので発信はしなかったということで、そのようなことで

理解をしますけど、例えば、畑や山とか、そんなところに行った場合、屋外無線等

で聞こえない場合も多々あることを聞くわけです。また、漁師の皆さんたちは、海

に行けば必ず携帯電話は持参をして、危機的なことについては、すぐ携帯電話で把

握できるような形をとっているんだと、そういうふうな諸々のいろんな話を聞くわ

けでございますけれども、今回の茨城県常総市の災害、突発的な河川の決壊に置い

てはそういうふうなすぐ発信できるような体制、そういうところが必要じゃないだ

ろうかと、それが危機管理の１つの手段ではないだろうかと私はこのように思うわ

けであります。ですから、いろいろ15項目の中で緩和できるというか、ここまでは

大丈夫だとそういうふうな場合には、やっぱりこのサービス規約の緩和をしながら、

早めに発信の体制を整えてほしいと、こういうふうに思いますけれども、町長はい

かがお思いですか。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  課長に答弁させます。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  今、議員の御質問の点はよく承知をしております。防災行

政無線については、エリアを拡大するということで、住宅地以外のところにも大型

のアンテナを設置して、ある程度の範囲まではほとんど聞こえるようにはしており

ますが、当然、気象条件とか風の状況でそういう形もあろうかと思います。そこら

辺については、また今後いろいろと状況も把握しながら、全ての町民がそういう情

報が得られるようにしたいと思っております。エリアメールにつきましては、当然

携帯会社との規約上のこともありますので、どこまで拡大してできるかというのは
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いろいろと協議もしないといけませんので、当面は今ある防災行政無線等のエリア

の拡大というか、それを活用しながらやっていきたいと思っておりますので、それ

について引き続き検討させていただきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  ロケット打ち上げ後の対策について質問をいたします。 

 ８月19日午後８時50分、南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げられた、こ

うのとり５号機は約15分後、高度約290キロの予定軌道に投入され、打ち上げは成

功をいたしました。全機がＨ－ⅡＢで打ち上げられ、５機連続の成功をしたところ

であります。また、８月24日午後７時半ごろ、無人補給機をキャッチしたと報じら

れております。 

 この８月19日の打ち上げの後でしょうか、一部の地域に粉じん、白色粉が飛来し、

屋根、車、花木類・太陽光パネル等にも積もったと、このように聞くところであり

ます。その後、聞き取り調査があったとこのようにお聞きしますが、このようなこ

とは、めったにないことと理解をいたしますけれども、今回の場合は、風の方向に

より飛来したと、このように思われます。このような場合、今後どのような対策を

していくのか、対策が必要か、町長のお考えをお聞きをいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  ８月19日のＨ－ⅡＢロケット打ち上げに伴い、固体燃料、固体

補助ロケット燃焼ガスに含まれている酸化物アルミナが平山地区に降下したことが

確認されております。このアルミナの降下については、ＪＡＸＡが地元住民等へ対

し、打ち上げ計画の説明会で無害であると、車等に付着したら水で洗い流しておけ

ば問題ないということを説明しておりましたが、平山地区への降下が初めてという

ことでありましたから、多くの住民が驚いたということでございます。 

 それに対しまして、ＪＡＸＡとしましては、平山地区全戸を訪問して、御迷惑を

おかけした旨を説明して回ったと報告を受けております。また、ロベ等への路地作

物への降下も確認されましたので、この降下状況を町役場と一緒になって調査を行

いました。 

 アルミナはおおむね水で落ちると言われておりますが、湿度との関係により水を

かけるだけでは落ちずに残るものもあったということでございます。特に、太陽光

発電のパネルでございますが、水道水での清掃は問題があるということで、ＪＡＸ

Ａが業者を雇って太陽光のパネル清掃を実施し、システム点検は設置者が行うこと

とし、保証期間については清掃業者が担保することとしましたと、こういうことで

ございます。 

 また、９月中に打ち上げ事前説明会を開催している集落の公民館長及び漁業者を
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管理している浦長を集めて今回のアルミナ降下についての説明会も実施する予定だ

と聞いております。 

 また、今回以降、路地作物等への被害が発生した場合の対応については、その対

応策の作成をＪＡＸＡへ依頼していると、どうするのかということを町としては依

頼しております。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  そのような対応は万全にやっているとそのようなことで理解を

いたしますけれども、ことしの６月５日開催されました南種子町宇宙開発推進協力

会の総会資料におきましても、平成27年度打ち上げ計画等、また白色粉についても

説明が載っておりました。町内の方もこのことについては心配する人もおりますが、

町外、島外の人たちがこのようなことに遭遇したら大変だと、このように思ったと

ころでございます。先ほど、町長のほうからも白色粉についての無害であるという

ふうな説明がございましたけれども、このアルミナというふうな白色粉、実際口に

吸ったらどうなるのかということも含めて、安全であるというふうなことを説明を

しているわけでございますので、本当に安全であるのかどうか、答弁をお願いをい

たします。 

○議長（小園實重君）  企画課長、河口恵一朗君。 

○企画課長（河口恵一朗君）  質問にお答えいたします。 

 先ほどの町長の答弁にもありましたけれども、アルミナについては無害ですので

人体に影響はないとＪＡＸＡからは聞いてございます。現在のロケットの粉じんの

状況では特に影響はないと聞いてございます。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  無害であるということでございますので、安心をしたところで

あります。 

 次に行きたいと思いますけれども、ことしの３月18日に南種子町の水をペットボ

トルにして販売することで、地域振興に貢献したいということで、「宇宙の種水」

プロジェクト調印式が行われました。この会社は国際宇宙ステーションに運ばれる

「宇宙飛行士の飲料水」の製造を受託をしている会社であるそうでございます。こ

の飲料水は南種子の水を使用しているとのことで、さっそくＨ－ⅡＢロケットにも

載せて、打ち上げ当日、販売を開始したとのことであります。このことについては、

８月13日の南日本新聞にも載せてありました。また、本町の広報紙９月号において

も、南種子町の水600リットルが搭載されＩＳＳで活動する宇宙飛行士の生活の支

えになっていると、このように示しておるところでございます。南種子町の水は以

前から品質がよいとこのように言われております。これを機会に行政の立場として
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応援をして、南種子町をアピールする一つの機会ではないかと、このように思って

いるところでございますけれども、行政としては何らかの情報発信ができないか、

町長の答弁を求めます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  宇宙の種水につきましては、本町と株式会社ユニケミーとの間

で宇宙の種水プロジェクト協定書を結んでおるわけであります。宇宙の種水には、

町から湧き出る水を活用している商品でありますので、町の特産品の1つでもあり

ます。他の特産品も合わせて情報発信の必要性があると考えておりますので、今後

部内でのあらゆる関係の機会に要請なりしていくことが必要かなというのを今感じ

ているところでございます。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  私も早速購入をして飲んでみました。１本500ミリリットル300

円でございました。 

 水に対してはいろんなミネラルウォーターが販売されておりますので、その水の

味というのはあまり私素人でありますけれども、もちろんわからないわけでありま

すけれども、まろやかでおいしい水ではないかというふうな感じを受けたところで

あります。 

 職員にもぜひとも１本とは言わず、２本も飲んでいただくように職員のほうにも

そういうようなことを言っていただけませんか。私がやっぱり収益金の一部を本町

に寄附すると、そういうふうにここに書いてありますので、そういうふうな収益金

をぜひとも自然保護活動に活用していただきたいと、こういうように思うわけであ

りますけれども、やっぱり町長自らも飲んだことあると思うんですけど、職員にも

そういうことも話もして朝礼の中で、そういうこともいいんじゃないかと、こうい

うふうに思いますので、町長、どう思われますか。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  それは一応わかりました。基本的には私が高いというのを言っ

たんです。300円というのは高いんじゃないかと、もうちょっと安くできないのか

というのを僕は問題提起をしておりますが、飲んだ水は冷蔵庫に入れて飲めば、本

当に私としては１日２リットル水を飲みますから、非常においしいと思っておりま

す。でも、安くしてもらわなければ、ちょっとここではそのほかの安い水が多いと

いうことだけは伝えておいてあります。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  私もちょっと高いんじゃないかというふうなことをいろいろと

伺うですけども、しかしこれはやっぱりいろんな経営の政策、経営の方のいろんな
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考え方でしょうからやむを得ないと思いますけれども、やっぱりこれはパッケージ

が非常に良くて、ペットボトルを捨てるのがもったいないと、そういうな感じがす

るわけです。ですから、記念に、今町長言われたような形でのやったこともいいん

じゃないかと、そういうふうに思いますので、そのような方向を考えながら応援を

していただきたいと、そういうふうに私も思っております。 

 次の質問ですけれども、この宇宙の種水の取水地は町が管理する水源地からかと

いうふうなところで質問をさせていただきます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  取水につきましては、長谷の摺久保の水源地から取水している

ということで、ほかに問題は一つもないようでございますから、これを今後も幾ら

とってもいいというような状況だということは私は聞いております。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  実は私も摺久保の近くに山がございまして、そこから水が湧く

んです。それで私平成24年の２月ごろでしたか、その水を取って水質検査をさせて

いただきました。一応、個人で飲む場合というのは10項目あれば、汲んで飲んでも

いいとそういうふうなことでございましたので、私10項目を水質検査をさせていた

だいたところですけども、これが検査項目全てに適合をしていました。ですから、

あの界隈の水は非常にいい水じゃないかと、こういうふうなことで私も思いました

ので、ぜひとも自信を持って摺久保の水だと、そういうことも示していいんじゃな

いかと、このように思ったところであります。 

 次へ行きたいと思いますけれども、町の水源地からの取り水であれば、水道使用

料は発生しないのか、このことについてお聞きをいたします。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  塩釜俊朗議員の御質問にお答えをいたします。 

 原水提供の対価についてでありますけれども、これにつきましては、平成27年

３月18日に株式会社ユニケミーと町が締結した宇宙の種水プロジェクト協定に基づ

くものでありまして、町の簡易水道事業の給水条例に基づく給水ではありませんの

で、売り払い収入として対価を受け入れているという状況でございます。対価の価

格の決定については、給水条例に基づく船舶給水金の価格等を参考として算定をし

ております。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  対価を受け入れているということでございますので、理解をす

るわけでございますけれども、地方自治法の第225条の普通地方公共団体第238条の

４第４項の規定による、許可を受けている行政財産の使用または公の施設の利用に
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つき使用料を徴収することができる、このようになっておるところですけれども、

その中での町の水道条例に基づいて対価を受け入れているというふうなことで理解

をしていきたいと思います。 

 課長に伺いますけれども、この種水に利用する年間の見込みでありますけども、

取水の量、その量に対する概算の１年間の料金は大体どれぐらい発生するのかどう

か、このことについてお聞きをしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  ただいまの御質問にお答えをいたします。現在のところ、

取水の量は13トンという実績でございます。今回、売り払い収入として受け入れた

原水の売り上げ価格は2,505円という実績でございます。今後の取水の計画につい

ては、特に何か月後に幾らという計画は協定の相手方からはお聞きはしておりませ

んので、現在の取水量で２万本以上のものが生産されたようでございますから、こ

の販売状況によって取水の申し込みがあるかと理解をしているところでございます。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  13トンの2,505円、町の財政とかいろいろ考えれば、私もも

っとそういうような料金はあるのじゃないかと、こういうふうに思ったわけでござ

いますけれども、何よりも少なくても、こういうふうなことについては、やっぱり

条例とかそういうものに基づいてやっぱり求めるべきであると、こういうことでの

質問をしたわけでありますけれども、当然、町からの水源地であれば、水質検査、

原水の場合は基準が38項目、浄水場であれば基準項目の消毒剤の入っている水であ

れば51項目を実施しなければならないと、こういうようなことでなっておるわけで

ございまして、その中で安全な水の供給ができるわけであります。取水し過ぎて水

源地水量の減、または雑菌等の混入等の危機管理体制については、業者等と協定は

しているのかどうかということをお聞きをするわけでございますけれども、取水量

が少ないから、そんなに水の減にならないと、そういうようなこと言えばそれまで

でございまして、しかし、今後そのようなせっかく浄水場からの水を供給するわけ

でございますから、当然、安心安全な水を提供するためにもちゃんとした危機管理

が必要ではないかと、私はこういうふうに思うわけでありまして、そのことに対し

て、業者との協定はしているのかどうか、このことについてお聞きをいたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  協定書の中で第３条に会社は採水を行う際は、あらかじめ町へ

申し入れることとし、水質の悪化にぬかりがないように水質環境保全について必要

な措置を講じるものとするというふうになっております。採取した水の販売を行う

際は、町が信頼を損なわないように、厳重な水質管理のもとで販売を行うものとす
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るという協定を結んでおるわけでありますから、厳重な水質管理のもとで販売され

ているということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  次に行きたいと思います。 

 宇宙の町にふさわしい情報通信整備を推進すべきではないかと、このことについ

て質問をいたします。 

 町長の考えをお聞きしたいのですけども、国際宇宙ステーションに物資を運び、

日本の無人補給機こうのとり５号機が打ち上げられ、成功をしたところでございま

す。これは、先ほど述べたところでございまして、５号機連続成功ということであ

ります。Ｈ癩ⅡＡを含めると、日本の基幹ロケットの成功は27回連続であります。

今年度は、あと２回程度と聞いているところでございます。 

 打ち上げには多くのスタッフや町内に宿泊する皆さんは、少なくともインターネ

ットを活用すると、このようにお聞きをするところでございます。しかしながら、

今のインターネット回線では、スピードが遅すぎるということをお聞きしていると

ころでございます。このことについては、以前から私も話を聞いておりましたけれ

ども、また、同僚議員も前の議会、また今回も、そういうような光回線のことにつ

いて若干、質問をしたところでありますけれども、たまたま、この前の打ち上げ時

にスタッフの皆さんと話す機会がございまして、南種子町は光回線はないのですか

と、宇宙の町ですよと、そういうふうな話を聞いたところであります。 

 私、この前、２週間前でありますけれども、県の情報政策課、情報推進係に行っ

てまいりました。なぜかといいますと、補助事業がないかというところで伺ったと

ころであります。その中で、総務省が、地域情報基盤の整備促進で、情報通信利用

環境整備推進交付金という補助事業がありまして、補助率は３分の２というふうな

ところでございました。補助残は過疎債、辺地債でも地方財政措置がされるという

ふうなことでございました。しかしながら、この事業は今年度までと、私はお聞き

しましたけれども、先ほど、企画課長のほうがずっと継続的な補助の導入というふ

うなこともあるように、話を聞いたところでありますけれども、私が言う事業につ

いては、平成27年度をめどに全世帯に超高速線ブロードバンドの利用が可能になる

よう「光の道」構想の実現に国が取り組んでいるようであります。ブロードバンド

の整備率でありますけれども、全国平均が95.1％とのことであります。ちなみに、

県下の高速ブロードバンド整備市町村が35市町村、そのうち全域普及は13市町村と

のことでありました。医療、福祉、教育と、また生活をする家庭、そういうような

ことについても有効な活用がされるというふうなことでございます。 

 また、情報通信の中においては、県のほうもそういうふうな話がいろいろござい
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ますので、国のほうにもぜひとも、平成28年度からもできないかというふうなこと

をお願いをしていくと、そういうことでありますし、また、国も「光の道」という

ふうな光ケーブルを全国的に整備していこうと、そういうふうな国の方針もありま

して、また、国も引き続き検討をしていくというふうな話を聞いたところでござい

ます。 

 補助事業でありますけども３分の２補助、事業費も先ほど10億円程度というふう

な話も聞いたわけですけれども、これは、多分、全町にケーブルを張ったときの金

額ではないかと、また、それに附帯するあらゆる施設の金額ではないかと理解する

わけですけども、町長、やっぱり、宇宙の町ということであれば、みんな都会の人

はそういうふうな情報の取り方が非常に早くて、やっぱり期待するんです。そうい

う中において町長は、この高速ブロードバンド、このことについての町長の考え方

をお聞きしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  町長にならなければいけないように迫られたその後、回ったら、

まず、これを言われました。これは西之でですけど、ぜひやらないと人は来ないよ

と、地方をよくするというか、やっぱり都会から来ても、田舎には住みたいという

人も、出郷者で都会におる人たちというのは、連携、連絡が必要だと、今は、家に

おって仕事ができるというのは、こういうのがあってできるというようなことを言

われまして、これは企画課長とはずっと話して準備はしておりますが、実は、きの

う、地方創生推進委員会というのがありまして、東大の教授であるとか、読売新聞

の偉い方も大阪から来ていただきましたが、そのほか鹿児島県の方、大体８人集ま

りましたが、６名欠席しておりまして、東京からを含んでそういった集まりの中で

もこの問題が出たわけでありますから、これは先おとつい、国会議員とサトウキビ

の調査に来た時期に中種子町の町長と、またお会いしまして、この問題についても

中種子町も一生懸命やろうということで話がありましたが、私どももそういうのを

合わせて、10億円の３分の２、それからあとはそれぞれあるというのが、実は公言

していない部分があるわけでありますから、それはどうかは別にして、財政、特に

総務課が予算を立てる場合にはきちんとそこまでせんと議会に説明ができませんか

ら、大体、計画としてはまとめようと、方向で進めているということは御理解いた

だければと思います。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  町長のほうもそういうようなことに対しては、目線があるなと

そういうことで思っているわけですけども、西之表市では、平成23年の３月に完了

をしております。公共施設にももちろん、災害時の対応の活用等はさまざまである
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と、このように聞くところでありまして、災害時の活用はどのようにしてるのかな

といいますと、西之表の場合は鴨女川というのがありまして、そこが氾濫すると、

そういうときのために水位を測っているそうであります。その水位を日夜、一晩中、

観測もしていると、それも市のホームページに出ておりましたから、そういうふう

ないろんな活用にもできるんじゃないかと、そういうふうな話を聞いたところであ

ります。西之表市の場合は加入率が30％程度とそういうことで言っておりましたけ

れども、採択基準としては、加入率が幾らあるんですかと、これ以上なければだめ

ですよと、そういうふうな基準もいろいろ設けているというふうな話も聞くわけで

すけれども、そのことについては、やっぱり国もそういうふうな形でしているわけ

でございますので、何とかクリアして、この導入に前向きに考えていただきたいと、

こういうふうに思っております。 

 また、中種子町のこういうふうな光ケーブルは設置をしたいというふうな話も聞

くわけです。ですから、中種子よりも早く、やっぱりこういうものに手を挙げてい

ただいて、そういうような気持ちを振っていただくと、そういうふうなこともひと

つの南種子町の、さすが南種子町だなと、そういうことのいえる一つのことじゃな

いかと私はこういうふうに思いますので、勝ち負けは別にして、やっぱりそういう

ふうな早目の導入をお願いをしておきたいと思います。 

 それでは最後でございますけれども、入浴設備のない公営、町営住宅について質

問をいたします。 

 昭和48年ごろ建設した住宅においては、全部ではありませんけれども、入浴設備

がないというふうなところでございます。聞くところによると計画的に整備してる

と聞きますが、先月も山崎団地の募集がありましたが、入浴設備は個人負担と、こ

のように書いておりました。入居する人は、説明によってやむを得ないと、そうい

うことで理解をし、申し込みをするという方もおるかもしれませんけども、住宅と

しては現在の生活水準に合わないのではないかと、こういうふうに思うところであ

ります。町長はこのことについてどういうふうに思われているか、町長の答弁をお

願いします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  風呂場の問題も含んで、住宅の補修問題について、建築士と担

当のほうとお話をしているんですが、役場はきちんと設計書をつくって、見積書を

出して、それによって最低制限価格をつけて入札ということになりますから、それ

は、基本的にはそういうことは必要です。私は、建築の担当にきのう話したことと

しては、逆に、こことここを変えてこうしたらどうなるのかというのを資料を出さ

せる方法で、一人親方的な点、つまり、業者は大工を雇わないとできないんです。
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だから、それもあっていいんじゃないかと、だから同じ建物も一緒に、例えば500

万も600万円もやる、そういう事業についてはそれは当り前の話ですが、公営住宅、

私が担当のとき100戸つくったわけですから、あれを考えると、もう大分たちまし

たから。寿命的には、本当はもう寿命が来てるわけですが、まだ、修繕したら10年

とか15年は住めるということを考えたら、他の周囲の住宅と同じようなレベルにな

るような見積もりをさせるようなそういう基準で、そして補修費を組んでやらした

ほうがいいんじゃないかという、私が提案もしておりますから、職員もそういうこ

とはわかっておりますので、恐らく、そういう形でしてくれると思います。課長の

答弁ももちろんありますけど、しかし、それは、やっぱり修繕せんといかんことに

ついては、町がそういうことで修繕するようなこと、させるようなことにしないと

話にならんわけですから、今の意見も参考にしながら、これからの工事をやる場合

の参考にして対応してまいりたいと、こういうように思います。 

 要は、新しいものをつくるというよりも修繕を優先するというのが、行政の管理

上の第一の条件でありますので、それを周知したいと、こう考えているところでご

ざいます。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  入浴設備がないというふうなことは、本当に生活には非常に大

変なことだと私は思うんです。ですから、課長に後もって聞くわけでございますけ

れども、やっぱり、入浴設備だけは、生活の１つとしては非常に大事だと思います

ので、町長としては、実際ないところを実施できるのか、できないのか、そこのと

ころをお聞きをしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  ないんであれば、それは生活困窮者含んで移ってきてそのまま

いるんじゃないかと思いますから、修繕と合わせて検討させて、建築係に調査をさ

せたいと思います。しかし、そういうのが山崎にまだ七、八軒とかあるようなこと

を聞いておりますから、それは建築係に聞いたらすぐわかると思いますので、一応、

わかりました。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  建設課長にお聞きをしますけれども、町内、入浴設備がない住

宅が何戸あるのか、これについてお聞きをしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  塩釜俊朗議員の御質問にお答えいたします。 

 公営住宅等における入浴設備の設置状況でございますが、公営住宅で管理戸数が

182戸、現在ありますが、町が建設当時に設置した入浴設備でないものが60戸の状
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況でございます。 

 そのほかに、特定公共賃貸住宅、それから一般住宅、教員住宅それぞれございま

すが、この種別の住宅につきましては100％建築時から整備されております。 

 現況としては以上のような状況ですが、議員が御指摘の町が設置する入浴施設の

ない公営住宅、現在のところ60戸については、現状の状況としましては、それぞれ

入居の時期が違いますので、入居時から入居者が町の占用許可を受けて、入居者の

負担で入浴設備を整備しているという状況が発生をしておりますので、実質的に入

浴設備がない公営住宅というのは、現在ないところであります。 

 現在管理する公営住宅182戸は、昭和39年度から平成21年度までに建設されたも

のであります。公衆浴場等の活用が多かった昭和39年度、それ以降もあったかもし

れませんけれども、その時期から現在まで40年以上経過しております。そのうち、

90戸のうち30戸については、建てかえ等によりましてその機会を捉えて入浴設備を

整備し、現在、入居中のものについては入居の状態にありますので、今後におきま

しては、先ほども町長が申し上げましたとおり、退去時に対応年数等加味しまして

判断をし、整備を、ほかの必要な部分もニーズをお聞きいたしまして判断をして、

今後、計画的に整備をしてまいりたいというふうに思っておりますので、御理解を

よろしくお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  町の南種子町住宅等整備基準の第10条の２項、これに設置しな

ければならないとかそういうこと書いてありますので、これは、平成24年12月14日

条例第20号で示しておりますので、そういうことも踏まえながら、計画的に、やっ

ぱり町民が安心して住宅に住めるような形で整備をしていただきたいと、このよう

に思いますのでよろしくお願いしたいと思います。答弁はいりません。 

 これで、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（小園實重君）  これで、塩釜俊朗君の一般質問が終わりました。 

 ここで暫時休憩します。再開を15時35分といたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ３時２８分 

再開 午後 ３時３５分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続行します。柳田 博君。 

［柳田 博君登壇］ 

○２番（柳田 博君）  許可をいただきましたので、これから私の一般質問をしたいと
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思います。 

 冒頭ではありますけども、これからの質問につきましては、私は、町民の声を議

会に届け、反映させるという信念を持って質問をさせていただきますので、よろし

くお願いします。 

 まずは、公立種子島病院の現状と、今後の運営について、お聞きしたいと思いま

す。 

 このことについては、先ほど同僚議員からも質問があり、一緒になることがある

かと思いますが、お聞きしたいと思います。 

 まず、医師の招聘と確保についてであります。 

 先週、公立種子島病院だよりの第１号が発刊され、配付されました。その中に、

10月１日より、野口院長の後任として、以前町立診療所時代、御尽力をいただきま

した小原先生が着任されるということで、安心と安堵をいたすところであります。 

 きょう現在、９月も中旬となり、いささか私の質問は遅くなった気がしますが、

８月、９月と公立種子島病院の診療体制は、町民にとりまして非常に心配と不安に

かられた日々ではなかったかと思うところでありました。 

 ８月の全員協議会でも意見を出しましたが、西之表市の田上病院の受付は、毎日

のごとく早朝より長蛇の列、待合ロビーは患者たちで超あふれかえり、あちらこち

らでは口げんかも起こるほどでした。どの診療科にしても、予約制でありながら、

２時間前後の待ちとなり、このような状況下では、治る病気やけがも悪化させるこ

と間違いないと思うことでした。 

 本町の医療機関として、公立種子島病院の一日でも早い、いや、１分１秒でも早

い診療体制の正常化をお願いしたいと思います。町長にお聞きしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

［名越 修町長登壇］ 

○町長（名越 修君）  柳田 博議員の質問にお答えいたします。 

 先ほどより、上園議員や大﨑議員の質問の中でお答えいたしましたが、今回の

２名の医師確保につきましては、長田副町長が精力的に幾度となく交渉を重ねた結

果として得た成果でございます。 

 その前に、医師の確保というのは、我々素人がやるという点では、非常に問題が

あるというのを、どの医者のところへ行っても言われます。当選して５月の段階で、

県立病院を事務長と回りましたが、やっぱり医者は医者の気持ちというのがあるわ

けでありまして、そういうことも言われましたし、ですけど、鹿大からは、それぞ

れ今でも２名の先生も派遣していただいているわけでありますから、皆さん、鹿大

の教授含んで、いい応対をしてくれたという、さすがに医学者として、それぞれの
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住民の健康という立場で、全県的に、いろんな苦しみはあるんだなという、そうい

う思いを心得ているということを感じた次第であります。 

 それから、県の機関などについても、当然のことながら、全部回りました。中俣

先生という先生は、医者を配置する、そういう県の重要なポストにいるわけですが、

それは５年前からまだいるわけでありまして。 

 それから、県立病院局というのがありますが、そこには、県のほうから行って、

次長を務めて、管理課長を今、務めている、そういう方もおりまして、いろいろ教

えていただきましたが、実を言うと、県自体も医者はいないという、そういうこと

はわかっているわけでありますが、でも、何とかせんといかんという、そういうこ

とについては、どこどこでどういったような情報というのはあるよということなど

も教えていただけるわけでありまして、その辺を含んで、町民からも相当意見が来

ておりますから、それをつぶしているという、つぶすという表現はまずいですが、

お願いをして、状況を把握しながら折衝を続けているということでございます。 

 例えば、うちの病院の場合で申し上げますと、野口先生がいなくなるというのを、

８月30日には語らんといかんかったわけでありますから、その段階で語るとすれば、

その前から交渉を、話をしていく中で言いますと、先生はほとんどここに、17年間

もおって勤務しているわけでありまして、土曜も日曜もなく勤務しておりますから、

休暇も代休もあるわけです。 

 そうすると、１カ月は完全に働かなくてもいいという状況にあることは間違いな

いわけでありまして、そういった中で今の２人体制が続いているわけですが、それ

については、お二方の質問に答えたとおりでありますが、しばらく辛抱をしていた

だいて、10月１日からは３人体制にはなると。 

 もう一人の体制については、来る日にちのその辺については、副町長がまた出向

くことになっておりますが、18日の予定が延びまして、教授が出張の関係で、20日

にはなりますが、そういったようなことで、一つ一つつぶしていくということをし

たいと、しているということで御理解をいただきたいと思います。 

 私としては、ちょうど８年前、９年前になりますが、三菱重工業が何万人の職員

を抱えてるんです。今後、本格的に三菱重工業はロケットの打ち上げをやるように

なっているんです。そのとき、名古屋の病院に行ったんですが、そこで要請したわ

けですが、でも、それは機関から、こういう状態で打ち上げがあるということで、

今度の大きなロケットを打ち上げる、こうのとりを打ち上げる段階では、三菱重工

業は県にいって、県から田上先生にお願いをして、それで、もしかというときはお

願いしますよというのをちゃんと田上先生が引き受けて、それを田上先生がまた私

のほうに来て報告をし、こういうような連携をとっていることは間違いないわけで
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ありますが、そういう中で言うと、三菱重工業は、これからどういうことになるか

というと、ここに従業員も残るわけでありますし、５回もということになると、

１週間ぐらいずつおりますから、大変な期間いるわけです。 

 その人のためもありますし、じゃ、その打ち上げを支えるコスモテックさん、Ｊ

ＡＸＡの通信関係、それから、ＳＥＤ関係とか、400名ぐらいの人たちがいるわけ

でありますが、それが恐らく、人数は多くなりますが、期間は短くなりますけれど

も、こういうことを考えたとき、関連企業との連携というのは当然必要だという、

こういう動きも方向としてやらなければいけないというのは自覚をしておるわけで

あります。 

 従来、３名の医師を派遣していただいていた自治医科大学、これは都道府県でつ

くっている大学の卒業生、これは全て、いわゆるへき地医療と離島関係を義務づけ

られておりますから、これは12年であるわけでありますが、ほとんど離島関係、総

合医的な、そういう判断もしているわけであります。 

 しかし、ちょうど私が不徳の致すところで落選した、その段階で３人の先生がや

めなければいけないという、それに対するいろんな大きな問題というのはあるわけ

でありますから、それもきちんと説明しなければいけないという、一応説明は第三

者を通してやっておりますが、この報告に行く必要があると思いますし、３人がそ

のまま来てくれじゃなくて、揃えつつありますから、そういうのを含んで関心を持

ってほしいということの中で、これからおつき合いをさせてほしい旨のこととか、

そういう動きをこれからしていく必要があるんじゃないかというのを今感じている

ことを、他の２人に言わなかったことをつけ加えて報告して、これから副町長、そ

れから、事務長、４人になれば、きちんと事務局会議等、今言った住民のためにこ

の病院が何をすればいいかというのは、医者も全部わかっているんです。 

 じゃ、これを全職員にどう周知するかということが、これから事務長と院長の分

野になってまいりますから、ここについて、これから新しくなる院長についても、

そういうお願いをし、４人の先生方が、あるいはまた来る５人、６人の先生方が一

致協力して、中種子町民、南種子町民のためにやってほしいということを田渕川町

長とも語り、それから、病院議会の議長さんは中種子の議長さんでございますし、

全国の離島議長会の会長さんでございましたから、その辺を含んで、議会のあり方

も含んで、議会も一緒になってやらんといかんというようなことも主張してくれま

したので、こういうことで、私も気を強くして、こえから対応をしてまいりたいと、

このように思います。 

○議長（小園實重君）  柳田 博君。 

○２番（柳田 博君）  町長、今、私の、言われたことについては十分理解していると、
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私も理解しました。 

 しかし、田上病院に、私も事あって、お世話になったんですけども、その中で、

向うの先生方も、公立種子島病院がどうにかしてもらわんと、この体制じゃ僕なん

かはご飯も食べる時間もないというふうにぼやいております。 

 きのうも田上病院のほうから整形外科の先生が来られて、列が並んで、私も終わ

ったのが４時半ごろだったですか、そういうような格好で、非常に、先生が来れば

そういうような患者も多いということも十分わかっておられると思います。 

 町長に個人的にも話をしたように、首長あたりも医局に口を余り出さんようにし

てくれということを私が以前言ったこともあると思いますし、議長、副議長にもそ

ういったお願いをして、医者については、どうにかつてを使って、組織を使って、

機関を使って、できるだけ優秀な医者を確保していただきたいというふうに思うと

ころでございます。 

 次に、スタッフの確保についてお聞きしたいと思います。 

 町長の公約に、医療現場に優秀なスタッフをそろえ、最良の医療を提供するとい

うことを言われております。ぜひともそのようにしていただきたいものだと思って

おりますが、現在、外来者数は122人、昨年同時期144人、前後でマイナス22人減だ

そうです。率にして15％の減と聞いております。 

 また、入院患者数にしても62床に35名の入院患者、昨年同時期は45名前後あった

そうですが、22％超えの減であるとお聞きいたしております。 

 だからといって優秀なスタッフを確保できないということではなく、共同体でも

あります隣の中種子町にも全面的に患者の招致もいただきながら、適材適所にスタ

ッフを配置し、地域医療体制を確実なものにしていただきたいというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  今、まさに柳田議員のおっしゃるとおりでございますから、こ

の辺については、田渕川町長、それから、議長さんを含んで協議、お話はしている

わけでありまして、今後、中種子町民も、どうしてそうなのかということが言われ

ておりますから、これは、南種子町民の町民性の問題もあるのかもしれませんけど、

医者ばかりじゃなくて、町民も、先生方がどんな苦労をしているかということもよ

くわかってもらって、それで、相互にお願いしますと、逆に患者のほうから聞くこ

とによって、その辺が、いやそれはだめだとか、いやいけないとかと言えば別とし

て、こういうような医者との問診の中で成り立っていくという。 

 だから、小原先生なんかが来るということを聞いて喜んでいる人というのは、昔

の先生という表現はまずいですけど、あの当時、診療所から公立病院、南種子町立
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病院になった段階での小原先生の対応などというのは、みんな覚えているわけであ

りますから、そういうような南種子町民になってもらいたいと思いますし、また、

中種子町民は南種子とは性格が違います。はっきり言って、みんな人の悪いことは

余り言わないです。うちの町民が言うということじゃないんですけど、それをお互

いにすることによって、いい病院だとか言ってもいいんじゃないかという安堵感を

与えるようなことを、医者とスタッフ、看護師が言わないといけないと。 

 まず最初は、医者を完全に確保することによって、それから看護師を、今、事務

長のほうで15対１が現状だと言っておりますから、それを、私がやめるとき13対

１でございましたから、これは先ほども言いましたけども、10対１ぐらいになると

大分補助金が違うんです。今度は７対１までできているんです、決まりとして。 

 そういうように、このあるべき病院については、きちんとした資格を持った者に

働かせろという、そういうことを国はすると同時に、この公立病院などは、まさに

熊毛でいうと３分の２をベッド数を減らせというわけでしょ。これは鹿児島県の医

師会長が、私に絶対それに応じるなということで強い力をくれましたが、県のほう

にもその辺は申しておりますが。 

 そんなことをする中で、医師をそろえて、それから、先生方の協力も得て、今、

資格がない職員については、きちんと研修するなり、また、南種子町の奨学資金制

度もたくさんあるわけでありますから、そういうこととか、便宜を図ることをする

中で、やめさせるんじゃなくて、新しい職場に変えていく中で、きちんとした職員

をそろえていくという、すぐはできないことですが、将来に向けては、そういうの

も頭に置きながら、今のスタッフがきちんとやってもらうということに心がけてや

る必要があるのかなというのを感じているということを申し上げておきたいと思い

ます。 

○議長（小園實重君）  柳田 博君。 

○２番（柳田 博君）  町民も今、町長の答弁を、議会だよりなり、そういったもので

見て感じ取っていただければなというように思うところでございます。 

 次に、病院職員と契約（パートを含む）職員との格差是正について、お聞きした

いと思います。 

 職員の方、複数にお聞きしましたところ、職員と契約職員との格差があると、給

与・福利厚生・休暇取得など、さまざまな面であるとのことでした。この場では細

かいことは申しませんが、格差の是正をしていただきたいと思います。 

 私自身、サラリーマンを40数年間勤めてまいりましたが、努力・真面目さという

ものは報わなければなりません。医師や看護師は特殊な業務であり、昼夜を問わず

診療や看護に従事されている御苦労は、いわずと知れたことです。このような業種



－78－   

では、絶対に格差はあってはならないと私は思いますが、将来のことも含め、町長

のお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  格差があることには、私は反対です、はっきり言って。やっぱ

り格差がない職場でないといけないと思うんです。しかし、それには、職員として

採用をする、臨時職員として採用をされるという、そういう機関的な問題によって

賃金の決まりがございますので、その格差はあるんですが、その人が５年、10年し

たら職員と同じような給料になるというのを、事務長からは私は説明を受けました

が。しかし、例えば、病院で子供を預かっています職員の。この辺について、職員

の子供は預かっていないんです。それで、遊具も何もないんだそうです。そこで、

ばあちゃんが預かっていると、そういう状態だという、ということを言うと、臨時

職員のそれを預かるだけということでしょうから、私としては、そういうのもきち

んと保母を雇ってやるようなことによって、みんなが気持ちよく預けるということ

も含んで。しかし、中身はいろいろあるようでございますから、私は、その辺につ

いては事務長に、それは変えないといけないというような指示もいたしましたが、

格差のない病院でないと、職員の中からそれが出てくるというのは非常に不愉快に

なりますから、だから、私はその辺を今後、職員には、副町長、副管理者、大体、

副管理者がその関係の責任を負うような形になっていて、私も12年間、病院にそう

いうのを、柳田町長のとき言ってきたわけでありますから。 

 だから、今後は、今やっている長田副管理者が病院との関係を密にして、医者と

の関係も密にする中で、よりよい病院経営になっていけばいいと、その後は、１年

間その人数をそろえたら、それから医者全体、あるいはまた、病院医局全体でする

会議は月に１回必ずあるわけでして、これを、私が聞いた上で、職員朝礼で全部に

それを周知するという役目がありますから、そういうようなことをやっていけば、

医者が医者同士、また職員を呼ぶという体制になってきまして。 

 だから、９年前にあった当時のその状況というのは、１年間頑張っただけ、あと

は全部、残った院長、先生方が医者はそろえてくれましたから、これがないといけ

ないと思いますので、そういったようなことに気をつけながら、格差のないことを

していきたいと思います。 

 若干格差はあるというのは、ないとは言いましたが、あるのは事実です。例えば、

パート職員のその辺は、職員の点は、もちろん預かっていませんから、そういうよ

うな点を含んでとか、まだパート職員の賃金が、役場のパート職員の賃金と同じ扱

いにしておるので、これは非常に安いということで、わずか１日5,000円幾らです

から。その辺、経営上から言うと、また赤字の問題もありますので、職員一体にな
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って、改善をしていく中で、全てがスムーズにいくような形に変えなければいけな

いんじゃないかというのを思っていることを、お伝えしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  柳田 博君。 

○２番（柳田 博君）  格差は当然、職層によってあるというのは、私も認識しており

ます。職員のお子さんは預かっていないということでございますが、そこら辺も、

子供を安心して預けて働ける職場づくりというのは、職員であろうが委託職員であ

ろうが、同等の立場で子供を預けて働けるという格好にしていただければなという、

そういうようなことを私は示唆していることでありまして、これからも、いろんな

経営もありますので、そこら辺を十分協議していただければなというふうに思うと

ころでございます。 

 次に、看護師・事務職員を採用する時点では、先ほどもありましたが、託児所も

あり、土日祝祭日を問わず子供を預けられ、安心して働ける職場である旨をアピー

ルしておきながら、９月度からか体制見直しにより、土日祝祭日はもちろん、夜勤

前後も幼児受け入れをやめる旨の通知があったとのことを聞いております。 

 ある看護師は、保育所や託児所を探したが、期の途中であるため受入先もなく、

仕事と育児の両立が困難と思い、途方に暮れている看護師もおるそうです。 

 このような対応では、反少子化や優秀なスタッフ、女性の働く場の喪失にもなる

と思うが、町長の指示でこのような対応が病院内で行われたのか伺いたいと思いま

す。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  それはさっきも言ったような気がしますが、格差をなくそうじ

ゃないかと。困っている人についての、今わかったことについて、私も気づいてお

りましたが、遊具も何もない点で、全く、ばあちゃんが預かるという、そういう体

制を改善することによって、職員のそれも雇わんといかんと。 

 今、年間500万円ぐらいしか使っていないようでありますから、そういうことだ

けで職員の確保というのはできませんので、それについては、また副管理者である

副町長、それから、病院長、事務長を含んで検討をして対応をしてまいりたいと、

このように思います。 

○議長（小園實重君）  柳田 博君。 

○２番（柳田 博君）  そのような格好で、いろんなこともあるでしょうけども、経営

が今赤字であるからということで、そういうことじゃなくて、優秀なスタッフを揃

える意味からも、できるだけ赤字覚悟でもよろしくお願いしたいなというふうに思

うところでございます。 

 次に、上中地区本町交差点に信号機の設置をということでございます。 
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 本町商店街は、昔も今も町民よりどころの繁華街であり、朝夕を問わず人通りの

多い所だと思っております。 

 朝夕は、勤め人の車両や、児童・生徒や買い物客の往来が非常にふえます。私も、

御年輩の方やＰＴＡ会員・乳幼児を持たれている方々より強い要望を受け、幾度と

なく見に行きました。正直、このような状況下で今までよく事故が起きなかったも

のだと感心するほどでした。 

 年末年始には、町の三役、各課の課長も交通立哨をされており、十分御理解され

ていると思います。ぜひとも早急に信号機の設置を要望いたします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  本町の交差点については、これまで種子島警察署に対しまして、

信号機の設置要望をしているというのは事実のようでございます。ただした結果、

そういうことで承っておりますが、警察署の交通課によりますと、現場の交通量や

交差点での状況などから、現地調査において、上中西之線が交通量が多いのに対し

まして、本当に、共栄線に行く人が少ないと、こういうことが一つの大きなそれに

なっているということと、あそこの24時間の店のその辺が非常に、主でございます

から、いろいろあるようでございますが、つまり、エブリワン駐車場からの、エブ

リワンへの横断歩道が利用者が多いというそういうことが一つありますし、その他

の横断歩道では、利用者が少ないこと、または付近に信号が多くて、かえって交通

の妨げになるというのは、中平小学校前の信号機を押せばあそこは１分まではかか

りませんか、全部とまるという、それがわずか50メートルの範囲とかというのは、

今度は、県道の設置の場合は、本道につけるには直角というのは決まっています。

道路改正法によってそういうようになっているというんで。 

 それから、ほかに道路がある場合には、勝手に道を狭めることはできないとかと

いうのは決まりがあるようでありまして、そういうもろもろがあって現在できてい

ないということは、説明にはこっちに書いてあるわけでありますが、現状の段階で

は、何かそれにかわるものとして立てているようでありますが、引き続いて警察署

については、警察署は県の公安委員会に言うだけだということになっていますから。 

 設置するには、大変なお金がかかるわけでありまして、年間、県下で幾らかとい

う決まりがありまして、そういうことも含んで引き延ばし策かなと思ったりも、勘

ぐってはいけませんけども、ありますから、また直にこういう話もあわせて警察署

のほうには申し上げてみたいと、このように思います。 

○議長（小園實重君）  柳田 博君。 

○２番（柳田 博君）  この信号機についても、以前もそういった話が出たということ

であります。そういったことで、再度お願いしようかなという気持ちで質問したと
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ころでございますけども、点滅の信号でもいいから、交通の、そういった子供たち

が安心して渡れるような施策をしていただければなというふうに思うところです。 

 いろいろと協議するところもあるでしょうけども、ひとつよろしくお願いしたい

というように思います。 

 続きまして、町道の整備についてお伺いをします。 

 長谷、小平山集落から県道588号線につなぐ町道は、道幅が狭く、中央線もない

ほどの道路です。道幅の一番狭い所は４メートル程度しかなく、そのまた一番狭い

所はカーブであります。農業用機械も大型化し、普通乗用車とバスの離合もできな

い箇所もあります。このような危険が多い道路でありながら、１日にスクールバス

やコミュニティバス５本の往来があります。 

 過去には接触事故や事故を回避するため、道路脇の側溝に脱輪したり、土手に乗

り上げたりする事象は幾度となくあります。路面もあばたになり、部分的に補修工

事も実施されておりますが、継続して実施計画をいただきたい。 

 また、危険視される狭いカーブだけでも拡幅工事を実施できないかお伺いしたい

と思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  柳田 博議員の質問にお答えいたします。 

 つまり、長谷小平山線の整備につきましては、これまでも防災安全給付金事業の

舗装補修工事を年次的に取り組んでいるということでありますが、今後も農道で整

備した道路を県費事業で舗装整備等、保全対策事業として採択を受けることができ

るということになりますから、農道保全対策事業を活用した整備を計画的にしてい

るということであります。 

 私はまだその現場を確認しておりませんが、今後、そういう現場も確認しながら、

つまり危険箇所の用地買収を、幅員を広げるという点については、遠慮なくどこの

場所がどうということを言っていただければ、即、私としては議会に相談する中で、

危険箇所の改修を図りたいと思っておりますので、ぜひ、それは申し出ていただけ

ればいいんじゃないかなという思いがしております。 

 全体の、国の補助事業を活用した場合であれば、いずれにしても、計画してから

３年目でないと事業ができないわけです。それが、国は、非常に最近は創生事業の

関係もありまして、熊毛支庁のやる事業に押し込んでおかなければできないとかい

ろいろありますから。 

 だから、そういう点では事業の幅は広がったんですが、町がやるについては、単

独でやるのか補助をもらってやるのかということになると、また、起債事業になる

と、起債がふえますので、その辺考え合わせてやることが必要ですが、詳しい内容
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については、課長から一旦答弁をさせます。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  柳田 博議員の御質問にお答えいたします。 

 議員御要望の長谷小平山線は、当初、農道整備事業で事業を実施した路線であり

まして、総延長が4,814メートルであり、平均車道幅員が5.4メートル、先ほども議

員のほうからもありましたが、最小車道幅員が4.2メートル、最大車道幅員が10.7

メートルという現状であります。 

 議員御指摘のとおり、大型車等の通行に十分な幅員が確保できているとは言えな

い状況であります。現在計画している事業については、町長も申し上げたとおり、

国の防災安全交付金事業や、平成28年度以降は農道保全対策事業で、舗装補修事業

に取り組んでいく計画でございます。 

 現在のところ、幅員を拡幅しての全体的な事業の計画はございませんが、町長も

申し上げたとおり、危険箇所については、必要な部分、補修工事ができていければ

というふうに考えているところでございます。 

 国の採択事業の状況についても、議員も御承知のとおり非常に厳しい状況で、要

望額に対して30％に満たない決定額という状況で、新規事業を持っていくには非常

に条件的には厳しい状況でございますが、先ほども申し上げましたとおり、安全対

策の舗装補修事業を含めまして、特に危険な箇所については調査をし、県の補助事

業等要望を重ねながら対処してまいりたいと思いますが、当面の間、舗装路面の補

修整備、それから、側溝関係のふたの敷設等、実施可能な対応を図りながら、事故

を未然に防止する安全対策を図っていければと考えているところでありますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  柳田 博君。 

○２番（柳田 博君）  今、担当課長からもお話を伺いましたけども、私も自主財源で

やれとかということじゃなくて、異常気象もありまして、日本全国各地でいろんな

災害が起きております。そういった格好で、国としても、県としても、いろんな財

源としてできない状態だというふうに理解するわけですので。 

 しかしながら、それを甘えて見ているんじゃなくて、長期的にでも計画をして予

算化していただきたいなというふうに思うところでございますので、ひとつよろし

くお願いいたしたいというふうに思います。 

 次に、町内公衆トイレの整備と車椅子通路の整備について、お伺いをしたいと思

います。 

 複数の障害者からの御意見です。現在、既存の公衆トイレは、障害者用ニーズに

合っていない。基準やマニュアルがあるはずだが、要を得ていないと強い口調で話
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を聞かせていただきました。このことは、要介護の指定を受けた自宅で介護を受け

ながら日々生活をしている方にも言えることではないかと思います。 

 福祉住環境コーディネーターという資格があるそうです。その資格者は、知識と

技能を生かし、福祉施設の基準やマニュアルを作成し、実用的で、よりよいものに

コーディネートする調整役として動いている方だそうです。本町にもそういった資

格を持った方がおられるのか、もし不在ならば、その代行はケアマネージャーが行

っているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  今のことについては、私の耳に届いていませんで、なんですが、

改善せんといかんというのはわかるんです。だから、まずは調査をさせます。どこ

にある身障者用のトイレ、これがそうであるのかどうかという、これが必要ですか

ら、福祉のほうと、それから、建設のほうがそれぞれありますので、それは調査し

て、当然やっていかなければいけないわけでして、やっと庁内のトイレを去年かお

ととしか、二、三年前やったんでしょうか、福祉センターはまだやっていないんじ

ゃないかと思いますし、今後つくる、例えば西之の運動場につくったトイレなども

1,000数百万円かかっておりますので、あれはほとんど使えないんです。あれが入

り口のほうにつくっておれば、僕行ったら、奥にあって、ぬかっておりますので、

行けなかったです。あいてないというのがありましたが。だから、あれは維持管理

費が相当かかるんです、水洗トイレというのは。大きければ大きいほど。それも、

これはつくってしまっているわけですから、これをきちんとやらなければいけない

というのは当たり前のことですので、このことについては、まずは調査をして、そ

れで取りかかるということを前提にして、予算の関係とか、建築士との協議もする

中で調査をして、また、いつかの時点でそれに対する話をすることはできると思い

ますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  柳田 博君。 

○２番（柳田 博君）  今の町長の答弁で十分だと思います。既存の公衆トイレについ

ては、一日も早くそういったニーズに合うように心がけていただきたいなというよ

うに思うところでございます。 

 次に、車椅子の通行路についてでありますが、今、町長も答弁をされましたけど

も、上中の商店街を障害者が車椅子で通行をすると、陥没や段差など、非常に危険

な箇所が多いと、だから、商店街には買い物にも行けないということでございます。

日ごろは気づきにくいことですが、健常者には何気ないことでも、障害者にはさま

ざまな形で不安を与え、生活されています。 

 障害者や高齢者、幼児目線に立って物事を感じとり、福祉に関しては、安心・安
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全は本町がナンバー１だと言える町づくりをしたいと思うが、町長はどのような考

えをお持ちか、お聞きしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  町の商店街の改善を、ことし、通り会がやるようになっており

ます。 

 これは、はっきりいって全額町でありますが、今は、それぞれ申請したら国は町

が全部やらんといかんという、そういうシステムになっておりまして、そういう計

画をやって町に申請し、あるいは、それを県に申請することによってやるというの

はいいことですから、いい方向にこれはいくと思います。 

 つまり、花壇などを取ってしまって、ガードレールみたいなことで、歩道を広く

してということですから、それによって改善することができないかどうかというの

は、建築士にその辺もきちんと検閲していただいて、そういう方向で改善をさせた

いと思います。 

 そこばかりじゃなくて、今度は例えば警察署の交番もあります。あそこも、例え

ばそこと同じような、あの前全部はそうしないといけないのかなというのをずっと

思っておりましたが、その辺を含めば、今、町の草刈りと剪定をするというのに大

変だったです。 

 今の議員でいうと、立石議員とか、上園議員とか、日髙議員などはわかっている

かもしれませんが、以前は、私は旧中平中学校の木を切ったんです。あれを議会か

ら大分怒られまして、何で物を大事にせんのかということで、どっか直さんばやな

っかということもありましたから、そしたら最近またそこを倒していましたので、

いやそれはだめだと、残せということで、桜の木は残しましたけど、あとは切った

後でしたから。 

 ですから、そういうように残すべきところは残す中で、道を広く使えて、みんな

が行きやすくなったなというのは、そこは改善せんといかんと思いますから、これ

も町づくりの一貫として承っておきたいと思います。 

 それはしないということじゃないです。やっぱり改善の方向をとらないと、一方

のほうの、例えば上野の通りがあります。今、10センチぐらいに全部切っているん

です。ところが、どうしても草が先に出るんです。だから、ああいったところは、

本町のあそこをやる、そういう方向でやれば、剪定するそれもなくなりますし、非

常に通行するほうも便利になるというのは変わってきています。 

 だから、田舎の場合でいうと、種子島の場合でいうと、そういったような方向を

見出す必要があるのかなということになると、西之表線というのは、西之表市まで

ほとんどが50キロ制限です。だから、住民の方がなれるまでは時間がかかりますが、
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住民にもそういうのを周知しながら交通安全対策に気をつけて改善の方策はとりた

いと、このように思います。 

○議長（小園實重君）  柳田 博君。 

○２番（柳田 博君）  今、町長が前向きに検討するということでございます。本町は、

福祉に関しては本当に進んだ町だと言えるような日が来るようにひとつお願いをし

たい。 

 また、10人の議員がおって、いろんな要望、希望もあると思いますが、執行部も

大変だと思います。一つ一つ改善をしながら、一緒に住みよい町にしていければな

というふうに思うところでございますので、よろしくお願いします。これで私の質

問を終わります。 

○議長（小園實重君）  これで、柳田 博君の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 次の本会議は、あす９月17日午前10時に開きます。 

 本日は、これで散会します。御苦労さまでした。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散 会 午後 ４時１７分 
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△ 開 会 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 開 議   

○議長（小園實重君）  これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元の日程表のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 一般質問   

○議長（小園實重君）  日程第１、一般質問を行います。 

 順番に質問を許します。初めに、日髙澄夫君。 

［日髙澄夫君登壇］ 

○９番（日髙澄夫君）  北関東、東北地方の記録的な豪雨で、一級河川鬼怒川の堤防が

決壊し、甚大な被害が出ました。被災されました方々に心からお見舞いを申し上げ

ます。 

 国会に目を向ければ、安保法案癩癩戦争法案の強行採決が段取りになっておりま

す。平和憲法のもと、70年平和を守ってきた日本を戦争する国に導く安倍自民党・

公明党政権であります。 

 何でもかんでも経済界言いなりの安倍政権が、一生正社員にしなくてもよい改正

派遣法が強行成立、施行は９月30日、とんでもないことであります。 

 沖縄の名護市辺野古への新基地建設問題は、協議決裂、新たな段階に入りました。

「沖縄の心」であらゆる手段を講じて阻止をしていただきたいと思います。 

 さて、南種子町議会での問題を取り上げてみたいと思います。 

 第２回定例会で広浜喜一郎君が、上中下中線の問題について、前町長を擁護する

立場に立って取り上げてくれました。広浜喜一郎君は、日髙澄夫が裁判したことが

けしからん、税金の無駄遣いだと。裁判を起こしておきながら取り下げたから、日

髙澄夫に損害賠償請求をせよと、こういう発言がありました。 

 問題の本質を改めて自分なりに考えてみました。裁判を提訴したのは日髙澄夫で

すから、広浜喜一郎君は名指しをして堂々と事実に基づいて発言をしてほしいでし

た。 

 裁判に町民の大事な税金が使われている。裁判をしておきながら取り下げた、全

くおかしな話だ。取り下げたので裁判費用が税金の無駄遣いとなった。名越町長は

損害賠償請求する考えはないか。南種子中学校側からの幅員14メートルの道路は、

道路建設を中断していた道路だ。これら広浜喜一郎君が指摘をしたことに対して、

日髙澄夫は事実に基づき改めて反論をしたいと思います。 

 学園通り線の建設事業は、広浜喜一郎君が言う事業の中断ではありません。事業
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の終了です。柳田長谷男元町長、当時の建設課長、企画課長が終了だと答弁してい

ることについて明らかにしてきました。 

 ですから、柳田長谷男元町長は、一般の補助事業の道路建設事業で旧南高側から

工事に取りかかりました。そして、塩釜俊朗君が建設課長のときに300万円の測量

設計の予算で（発言する者あり）6,000万円ぐらいで残り事業を完成させることが

議決されていました。 

○議長（小園實重君）  日髙議員、発言中ですが、一般質問の時間ですので。 

○９番（日髙澄夫君）  前置きとして発言をしております。 

 梶原氏が新町長になって。 

○議長（小園實重君）  一般質問に入ってくださいよ。 

○９番（日髙澄夫君）  方針転換をしました。方針転換が６人の信任で確実なものにな

りました。方針転換が法律違反になるとは言いません。 

 しかし、方針転換で（発言する者あり）１億1,339万円の税金の無駄遣いが生ま

れたことは事実であります。このことを町民にどう説明をしますか。裁判は国民の

権利であり、地方自治法第２条第14項「地方公共団体は、その事務を処理するに当

たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げる

ようにしなければならない」、地方財政法第４条第１項は「地方公共団体の経費は、

その目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えてこれを支出してはならな

い」と規定をしております。この規定に違反するので、裁判を起こしたものであり

ます。 

 裁判を取り下げた第１の理由は、南種子町に多大な損害を与えましたが、敗軍の

将を痛めつけるのは大人げないと判断をして取り下げをしたものであります。 

 それでは、質問をします。 

 トンミー市場の運用についてでありますが、トンミー市場の道の駅構想は、漁協

の天空のパラダイスに任せてはどうでしょうか。大和ホテルの土産品店、天空のパ

ラダイスも出店していますから、自治体が直接民間の施設と競合するのは望ましく

ないと思います。いかがでしょうか。道の駅構想についての町長の考え方をお伺い

をします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

［名越 修町長登壇］ 

○町長（名越 修君）  日髙澄夫議員の質問に答えなければいけないんですが、基本的

なことを申し上げれば、道の駅についての、いわゆる建物について、申請した経緯

があります。その経緯は、事例で申し上げますと、今の研修センターをつくったと

きに、県の補助目的に沿ってないという、そういう状況の中で大変な、向こうにあ
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る事務所を全部移したり、そして十数年かかった後、今の事務所になったわけであ

りますが、そういった経緯も含んでいるということが、まず念頭に私としてはあり

ますが。 

 まず、そこにつきましては、トンミー市場はもう去年の11月３日にオープンした

わけでありますから、漁協の天空のパラダイスにつきましては、最近のオープンで

ございますね。 

 でき上がった後を言いますと、同じようなものができたわけであります。経緯を

言いますと、トンミー市場ができたことによって、大和観光ホテルを含んで、商店

街の地元でつくっていたものが全部町のここに出すことによって、いわゆる客数が

減ってきていると。だから、もう二重にそういうのをつくらないという、そういう

こともあるということは、もう皆さん、御承知のとおりだと思います。 

 そういうのを踏まえて、それじゃ今つくったばっかりのこのトンミー市場をどう

するかということについて、担当課とまた具体的に打ち合わす時間が、はっきり言

ってございませんでした。考え方については、トンミー市場の状況については、後

ほど説明させるかどうかというのは、ちょっと私も疑問でありますが、いましばら

くこの件については時間をいただきたいと思うわけでありますが、その次の第２の

質問の点もありますので、この辺については、トンミー市場との関係がありますが、

私の考えとしては、前のほうが一番よかったというのはもうはっきりしてるわけで

ありまして、これは、いわゆる遠くなったとか、それを私の期間中に相当言われま

したから、選挙に出らんといかんというふうになった後ですね。しかし、もうでき

上がっておりますから、これをどう運営をするかというのは、やっぱり前任から引

き継いだそれを、町民がもう議会で承認したものをどう運営していくかという、そ

こにかかっているということでございますので、この問題について一緒にちょっと

言わせていただくことに、議長には断っておりませんが、思うとすれば、総合的に

検討しないといけないということであります。 

 つまり、民間の人が私たちにあれを運営させてほしいという、私に言ってきてる

分があります。これは１社じゃなくて、そのほかあります。 

 それからまた、今、トンミー市場で販売しているようなことを町外者に送るとい

う場合、これは町内のいろんな人たちが今送っているわけですから、それとの競合

があります。だから、役場としては、民間がやるそれに、商売するそこについては、

私は商店街、特に商工会が頑張ってもらう方向への手助けをする必要があるという

ことでありますので、じゃどう運営するかとなると、やっぱり商工会にそういった

ものを検討をしていただいてとか、いろんな関係がありますので、それまでにちょ

っと私の判断の時間をいただきたいというのが、正直言った答弁でありますので、
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ここ辺について、私からの答弁のお願いというか、そういうことであります。きち

んとそれは各界の意見を聞いて、そしてまた、いわゆるトンミー市場の運営委員会

みたいなものが、出荷する団体がおりますので、そういうのを含んで意見を聞いた

上でお答えしたほうが間違いないというよりも、これを方向転換するについては適

当だという思いをしているということを申し上げたいと思います。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  議会は地方自治法第96条による議決ですから、その議決したも

のを執行部は執行するわけですので、私たちはトンミー市場のこの建設について

ゴーサインを出しました。それは赤字になろうがどうしようが、それは執行部の責

任ということになってきますから。道の駅構想については、その後、天空のパラダ

イスが開所をしたわけであって、民間の公益団体である南種子漁協さんが運営をや

っておりますから、そういう点からしますと、このトンミー市場等、そういうよう

な道の駅というのは、やっぱり民間に任せたほうがいいのじゃないかなというふう

な気持ちから、トンミー市場のこの建設費は、起債償還はやっていかなければなり

ませんから、これはもうやむを得ないというふうに思っております。 

 そういう中で、従来のこの地場野菜販売所の機能で私は十分ではないだろうかと

いうふうに思っております。 

 そういう中で、施設の中に空間ができるように、高齢者の生産者のサロンとかカ

フェとか、そういうふうな空間もあの一角に設けてもらえれば、いろいろといいん

じゃないかと思ったり、また園芸農家の所得向上の一助として、曲がったキュウリ

でもいいんじゃないかということも、やっぱり販売をしてもよいのではないかと思

うし、何が何でも黒字経営を追求するといったことではなくて、町民に喜ばれる施

設で十分でないかと思うんですが。 

 そういうことで、今町長が相当悩んでるような気持ちでしたけども、トンミー市

場というこの道の駅構想が一昨年からの計画の段階では、道の駅構想が大半を占め

て議会にも説明がありましたので、そういうこととあわせて、天空のパラダイスが

また開設されたという点では、この競合する施設になってきますので、やっぱりそ

こはしっかりと話し合いもやりながらやっていくべきじゃないだろうかというふう

に思いますので、最初、町長が心配しているような、悩んでいるような答弁でした

ので、それ以上突っ込んでも始まりませんから、これはこれで終わりたいと思いま

す。また、そういうことでしっかりとこの計画を練って、天空のパラダイス事業者

とも話をしたり、あるいは観光ホテルの土産品販売店あるいはＡコープ、そういう

ところとも話をしながら、トンミー市場が一番いい施設としてどうあればいいかと

いうのを方針を出していただきたいというふうに思います。 
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 これだけ答弁を課長にお願いをしたいんですが、開所から月ごとの売り上げ状況

について、答弁をお願いします。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  観光物産館トンミー市場の運営状況について報告をし

ます。 

 昨年の11月３日にオープンしまして、８月で10カ月がたったところです。販売金

額を月ごとということですけども、全体の10カ月間の金額合計で、月平均で670万

3,000円であります。その中の運営状況につきましては、販売金額癩癩野菜等を売

った金額ですけども、6,730万9,016円、収入につきましては944万6,029円でありま

す。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  ２番目の公道の管理について、島間、平山、それから西海から

要望がありました。というのは、この公道を覆っている樹木の枝等がダンプや路線

バス等に影響をしていて、その大型自動車が中央線をはみ出して対向車と危ないこ

とがあったというふうな話から、もちろん、除草は必要ですけども、国道、県道は

両側に歩道がある関係で覆いかぶさっている部分が少ないと思います。そういう点

では、路線バスが運行されている町道の樹木の伐採がどうしても必要になるという

ことで質問をしたいと思いますが。 

 まず、境界の相隣関係で民法第233条第１項に「隣地の竹木の枝が境界線を越え

るときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる」、勝手に切除は

できない。第233条第２項は「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を

切り取ることができる」、勝手に切り取ることができる。この民法第233条第１項

は、皆さんが御存じのとおりであります。 

 私がこの問題を取り上げたきっかけは、先ほども言いましたような、大型ダンプ

がこの覆いかぶさっている枝を避けて走っているという、そういう状況があったか

らでありまして、そこで民法のこの第233条第１項の規定が、公道の上の空間にも

適用されるのかということを職員が勉強してほしいために取り上げたということで

あります。余計なことですけども、町村会の顧問弁護士にどういう見解であったか

ということを聞いてほしいということで、前もって課長とも話し合いをしておきま

したので。 

 東京の地下鉄なんかでは、地中には１階、２階、３階の地下鉄のトンネルをつく

っておりますが、公道の上の部分については、テレビとか新聞なんかにもそういう

記事が、報道があったというのを見たこと、あるいは、また読んだこともないもん

ですから、公道の上の部分については、どうなっているのかという、民法のこの精
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神で、やっぱり公道の上も適用されるのかどうかということで、もしこの適用され

るということになれば、１件１件この境界をはっきりさせて、所有者を確認をして

了解をもらわないと、今度はますますこうなってくるということになって、所有者

から調査をしなければいけないということになります。そういう点で、その境界を

含めて、所有者の調査をしているのかどうか、そこまでもし課長のほうでわかれば

お伺いをします。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  日髙澄夫議員の御質問にお答えをいたします。 

 町村会の顧問弁護士に照会をしましたところ、民法第233条第１項の規定では、

議員御案内のとおり、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者

にその枝を切除させることができるということであります。これの内容としまして

は、たとえ公道の上部であっても、その所有者が切除しないというだけの理由で道

路管理者が所有者の了解を得ないで切除することは法律的にはできないということ

で、民法の規定により、その所有者に道路管理者もしくはそこを通行する利用者が

損害を受ける理由を付して切除の請求を行い、それに所有者が応じない場合は、所

有者に対して、また民法の規定による訴訟を提起して所有者の費用で枝を切除させ

ることが必要であるということで、法律的な見解はいただきました。 

 ただし、何らかの理由で緊急な状況において道路通行者に非常に危険な状況を及

ぼす場合等考えられますので、やむなく道路管理者が対処しなければならない場合

も当然発生をしてきます。その場合、法律上は道路管理者が勝手に切除してよいこ

とになっておりませんので、個別の事案ごとに十分にその所有者と対処しながら、

それに対応していく必要があるということでの見解をいただいたところであります。 

 いずれにしても、議員御指摘のとおり、道路法に基づく道路の安全性の確保を行

い、事故が発生しない環境整備を行わなければなりませんので、道路隣接地の所有

者には定期的な伐採を要請することが必要であり、場合によっては伐採の了解を取

りつけるなどの工夫をしていくことが必要だと思います。 

 また、所有者の特定については、それぞれ隣地の部分については特定が可能であ

りますので、そこについては要請をしているところであり、現在、上中の市街地で

も個人的に伐採をしていただいているところもたくさんあるところでございます。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  そういうことで、法律の規定が適用されるということであれば、

１件１件この地権者と話をしていかなければなりませんので、特に平山線なんかは

覆いかぶさっている立本国有林の周り、いわゆる山口坂の周りは覆いかぶさってお

りますから、早く適切な処理をしていただきたいというふうに思います。法的な根
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拠もわかりましたので、あとは職員がそこに向かって調査をし、しっかりとこの道

路管理を、維持管理をやっていただきたいということになりますので、そこは十分

覚悟の上でお願いをしたいと思います。 

 元職員の懲戒免職処分裁判についてでありますが、被告の南種子町が上告しなか

ったことで二審判決が確定しました。元職員の気持ちを聞いてみましたでしょうか。

全て弁護士に任せているのでしょうか。もし弁護士に任せっきりだったら、何をし

ているのかと私は言いたいんですが、南種子町役場で働くのは元職員であって、弁

護士でありませんから、本人に一日でも早く確認をして、結論を出していただきた

いというふうに思いますが、町長、いかがでしょうか、簡単に。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  判決後、長田副町長が元職員の弁護士を通じ、本人の意思を確

認しております。本人からは退職したい旨の意思表示がありまして、８月５日受け

付け、退職願が送付されてきたところでございます。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  一日延びれば延滞金とか遅延損害金が加算されていくのであり

ますけども、今、退職願が出たということで、期日は決定がなされたと思いますか

ら、それに基づいて計算がなされると思いますが、どのくらい精算をしなければな

らないんでしょうか。もし弁護士から確認をされていたらお伺い、できる範囲内で

よろしいですので。そして、その予算措置はいつの議会に提案されるかどうか。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  職員の給与等については、双方の弁護士間で調整を行ってもら

っているというのが実情です。これはどういうことかというと、やっぱり基本的に

はそれぞれの考え方がありますので、これをきちんと私どもがこちらの判断でそれ

をやったことによって、また、いろいろ後々問題が起きてはいけないことも含んで、

そういうふうにしております。 

 予算措置の時期につきましては、調整ができ次第、議会にお願いするつもりでお

ります。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  そもそもこの裁判は、梶原弘德前町長が自分保身のために違法

な手続による改正規程で免職処分したために起こされたものでありますから、南種

子町に大変な損害を与えております。損害を与えている以上、損害賠償請求ができ

るのではないかと、私は素人考えですけども、思いますが、そこら辺を確認しなが

ら、賠償請求の裁判の手続は考えているかどうか、お伺いします。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 



－95－   

○町長（名越 修君）  お答えいたします。 

 法的にできるものかどうかも含めまして、専門的な意見を参考にしながら検討を

してまいりますが、私の本心としては、町長が町民を裁判するというようなことに

ついてはどうなのかという考え方を今持っております。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  この件については、後からでもまた質問したいと思います。 

 次に行きます。国保事業についてでありますが、職員が集落や高齢者宅へ出向く

頻度についてお伺いをしたいと思いますが、町民の命を守るために、町の職員癩癩

正規職員・非正規職員を問わず、職員みんな頑張っていると思います。 

 保健福祉課の職員は、誰かが町民に、特に高齢者、子育て世帯に接しているので

はないかと思いますが。五、六年前だったと思いますけども、私のところにも非常

勤の看護師が来て、状況を確認して帰られました。しかし、ぷっつり音沙汰なしで

あります。 

 上之平老人部は、昨年から町に健康講話や健康体操をお願いをして、ことしは

９月２日、お願いをしましたが、２人の職員がみえて、いろいろ講話をしてくださ

いました。２人の職員は、出席した上之平老人部の皆さんを知ることになったと思

いますし、多分に一回も会っていない人もいたのではないかと思います。職員の皆

さんには、まず町民の方々を知ることから始めることが大切だと思いますし、職員

の皆さんは、情報を大いに持っておりますから、町民の健康保持のために家庭訪問

を積極的に行ってほしいと思うわけです。特に健康寿命を伸ばす対策や次の質問項

目に関係しますので、職員がどのくらいの頻度で町民と接しているか、もし統計的

な数字でもあれば、毎月の日程等でもあれば、簡単にお伺いをしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  担当課長から説明申し上げます。 

○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  日髙澄夫議員の御質問にお答えをいたします。 

 職員が集落や高齢者宅へ出向く頻度でございますが、保健師と包括支援センター

の職員がほとんど毎日平日は訪問をしておりまして、対象は65歳以上のひとり暮ら

しの定期的な見守りが必要な方とか、介護保険要支援１、２で介護予防を利用する

方などでございます。平成26年度は延べ1,166件の訪問をしているところでござい

ます。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  その千百何件は何％ぐらいになりますか。 

○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 
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○保健福祉課長（小西嘉秋君）  割合は出しておりませんが、職員以外に民生委員、児

童委員の皆さん、そして、ともしびグループの皆さん、手分けをして、それぞれ声

かけ安否確認等を行ってますので、統計的な数字は出てませんが、必要な方には訪

問をしてる状況でございます。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  平成25年度県市町村別国保医療費マップについてお伺いをしま

す。 

 この医療費マップが公立病院に張ってありましたので、そこの中で南種子町の医

療費がちょっと高いなと思ったもんですから、質問に取り上げました。 

 南種子町は、このマップによりますと、南種子町は1.0以上から1.1未満、中種子

町は0.90未満、西之表市が0.9以上から1.0未満、この指標で各自治体でどのくらい

歳出に差があるのか、調査していたらお伺いをしたいと思います。 

 この格差をゼロ未満にするために、今後、南種子町として四、五年で実施する努

力目標を示してください。二、三年前にも成人病検診のメタボ検診の南種子町の目

標数値にどのくらい達してるかということも質問したこともあったんですが、例え

ば、集団検診率を70％ぐらいに引き上げるための対策とか、早期発見・早期治療の

推進とか、日常業務の中で戸別訪問や、西海地区で実施されております高齢者サロ

ン、西海地区の老人クラブの皆さんはいい方向でサロンを運営をしているようです

が、このサロンを全集落に広めるとか、そういう形で行政として考えていることは

ないかどうか。特にこの集団検診率を70％ぐらいに引き上げる、そういう計画はど

うなっていますでしょうか、課長。 

○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  お答えいたします。 

 平成25年度県市町村別国保医療費マップでございますが、県下の国保の年間１人

当たりの医療費を国を１としたときに、それぞれの自治体がどうなのかというのを

色分けをしたものでございまして、御指摘のとおり、南種子町は熊毛地区の中では

一番高い医療費ということになっております。 

 ただ、県下43市町村中では、南種子町は31番目、屋久島町が32番目、西之表市が

33番目、中種子町が35番目でございます。 

 ちなみに、平成26年度は若干下がって、１万2,865円ほど下がっております。 

 県下で一番高い南さつま市は、年間47万1,376円、一番低い与論町が23万1,528円

となっております。県下平均は１人当たり38万1,547円でございます。本町の医療

費を地区内で一番安い中種子町で単純に試算した場合、全体の医療費は5,000万円

程度となります。保険者負担で3,500万円程度の抑制がなされるということになっ
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ているところでございます。 

 さまざまな要因もあるところでございますが、議員御指摘のとおり、今、西海地

区で実施をしてます高齢者サロンの全地区実施や、特定健診については、平成29年

度60％を目標にしておりますが、向上に向けて未受診者の個別啓発活動など取り組

みを進めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  メタボ検診は、健康寿命の伸びにどのくらい南種子町では効果

が上がっているのだろうかというふうに思いますけども、朝日新聞の記事だったん

ですけどね、メタボ検診のシステムが不備で活用できないということで、会計検査

院が指摘をしております。メタボ検診で全国の、この場合、会計検査院が指摘した

のは全国的なものでありますけども、南種子町がメタボ検診で平成29年度に60％達

成に持っていきたいということで、今、課長から説明がありましたけども、このシ

ステムが不備で、あとマイナンバーのところでもいろいろと聞きたいと思うんです

が、健診データとレセプトの突き合わせができないという形でプログラミングのミ

スが発覚したんだと。コンピューターのシステム開発に何百億、何千億円という形

で使っているようでありますが、そういうことで、国は何をしてるのかわからない

ような格好で、市町村に相当無理だけを押しつけるということになっておりますが、

メタボ検診の効果について、先ほども回答もありましたけども、要は、医療費抑制

のためにも健康であることが第一でありますから、先進事例も参考にしながら、高

齢者や町民の意識改革にぜひ取り組んでいただきたいということを要請しておきた

いと思いますが、３点まとめて最後に質問をしたいと思いますけども、医療費マッ

プに示されているように、具体的な指標が示されているので、町民に対して、より

積極的な啓発をぜひ保健福祉課のほうで、地域包括支援センターのほうでお願いを

してもらいたいというふうに思います。 

 第１目標は、このマップに示された中種子町並みの0.9以下に持っていくとか、

そういう具体的な指標、行動計画をもって取り組んでいただきたいというふうに思

います。 

 ５番目のこのマイナンバー（社会保障・税番号）について、これはもう改正条例

案も出ておりますけども、これはお互いに勉強をしようということで、私なりに疑

問点、問題点を整理をしてみましたので、総務課長にいろいろと聞いてみたいとい

うふうに思います。 

 町が住民に対して責任があるときはどういう場合かということで、まず「よくわ

かるマイナンバー制度」、この本、このパンフレットを見て頭に浮かんだわけであ

ります。 
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 税や年金、国保などの情報取り扱い事務で、情報が漏洩した場合だけの責任の所

在というのは、情報が漏洩した場合だけだということでしょうか。通知カードは10

月５日から地方公共団体情報システム機構から送られることになっているようであ

りますが、直接住民に届くために南種子町役場はどのような関与をするのでしょう

か。 

 ３番目ですけども、役場が関与することになった場合に、住民に届くまでに役場

での全ての作業で、情報の漏洩や、たまたまの問い合わせなんか等で、ついうっか

りというふうに、これはお互い人間ですから、あると思いますし、そういう中で記

載内容を話してしまったとか、そういうふうなことが起こり得ると思います。そう

いう場合に今現在どういう対応の仕方をとっているかどうか、お伺いをしたいと思

いますが。 

 それから、地方自治体の場合には、マイナンバーの利用分野として社会保障分野、

税分野、災害対策分野の３分野と言われておりますが、鬼怒川決壊のように災害が

発生した場合に、この先進的な施設であるこのコンピューターが停電あるいは通信

網がいかれるということで、本当に発揮されるだろうかどうかというふうに思いま

すが、災害が発生した場合に、この機器類が死んでしまったというときに、じゃマ

イナンバーというのはどうなっていくのか、そういうことで疑問点をいっぱい持っ

ておるんですけども、とりあえずこういうことで総務課長がわかっておれば答えて

ください。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  マイナンバー制度ということで今、何点か質問がありまし

たので、わかってる範囲内でお答えしたいと思います。 

 まず、通知カードの件ですが、通知カードについては、10月５日から地方公共団

体情報システム機構というところから直接住民のほうに送付されますので、役場を

経由するということはありませんので、役場が関与することはありません。 

 その後、通知カードと一緒にマイナンバーカードの請求書類が同封されてきます。

それにつきましては、平成28年の１月１日以降、同封の封筒に入れて、直接地方公

共団体情報システム機構のほうに請求するということになります。 

 役場が対応するのは、その後、マイナンバーカードが作成できた段階で町のほう

に送ってきますので、交付事務というのは役場のほうが担当することになります。

その点の安全管理につきましては、組織的、技術的に徹底した指導、措置をとるこ

ととしております。 

 組織的には担当者以外がマイナンバーを取り扱うことがないように、取り扱い責

任者や事務取扱担当者を明確にし、制度概要の周知決定など教育を徹底します。ま
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た、技術面においても、インターネットなど外部接続が一切できない環境づくりや、

ウイルス対策ソフトの導入などのセキュリティ対策を講じていくこととしておりま

す。 

 そのほかにも、成り済まし防止のために、本人確認の徹底、特定個人情報保護委

員会による監視・監督、また自分の個人情報の使用履歴を本人が確認できるなど、

安心・安全な仕組みとなっている現状であります。 

 町としましては、引き続き関係機関と連携しながら、一層のセキュリティ対策を

進めてまいりたいと思います。 

 それから、災害の件ですが、災害時につきましては、各機関の間を結ぶネット

ワークには専用回線が設けられておりまして、通信データの暗号化などの対策をと

ることとしておりますので、災害時の対応にも一応万全だと考えておりますが、な

お一層万全を期したいと思っております。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  ここで抽象的なやり取りをしても始まらないと思うんですが、

マイナンバー制度のパンフレットを配布しただけで町の責任はそれで終わりかとい

うことで、ちょっと私の質問のイメージが湧くかどうかわかりませんが、準備段階

も含めて、個人情報保護条例の一部改正の条例案とも絡めて、特定個人情報保護評

価についてお伺いをします。 

 これは法律に基づく作業ということになっていくと思いますけども、個人情報保

護のための措置として設けられたようですが、どういう制度でしょうか。個人情報

が一旦流出・漏洩した場合、マイナンバーがついていれば名寄せが容易にできます。

プライバシーの侵害や成り済ましの犯罪のおそれがあると言われております。 

 こうした事故・事件が発生する前の保護対策の柱のようでありますが、このこと

について南種子町のシステムは万全かどうかということで、マイナンバー法第27条

を、時間もありません、簡単に求めたいと思いますが、もし時間の都合で許されな

いなら、また12月にでもしたいと思いますが。 

 それから、評価書には３つの種類があるようですけども、どういうものでしょう

か。自治体が行う特定個人情報保護評価には、第三者によるチェックが制度化され

ていないというのは、事実でしょうか。６月初め、年金機構から個人情報が流出す

るという大事件が発生しましたが、南種子のこのマイナンバーに対する対策は十分

でしょうか。 

 ついでに、住基ネットとの関係からお伺いをしますが、南種子町はコンビニでの

住基ネットのカードを発行するのを認めていらっしゃるでしょうか。その場合に、

これまで認めていたなら、町の財政出動はどのくらいあったんでしょうか。マイナ
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ンバー発行費用を含めて、制度推進のために国は相当の財政出動をしておりますが、

コンビニ対策を実施する場合に、システム構築の経費なんかも必要になると言われ

ております。そういう場合にどういうふうな予算措置が必要かどうか、課長、わか

っておればお伺いをします。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  まず、特定個人情報保護評価についてですが、この評価と

は、特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地

方公共団体等が個人のプライバシー等の権利、利益に与える影響を予測した上で、

特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリス

クを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものであり、評価の目的と

して、１つ目に、番号制度に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追

跡・突合、財産その他の被害等を踏まえた制度上の保護措置、２つ目に、事前対応

による個人のプライバシー等の権利、利益の侵害の未然防止及び住民の信頼の確保

を目的としているところであります。 

 次に、マイナンバー法第27条ですが、第27条は、特定個人情報ファイルが取り扱

われる前に個人のプライバシー等に与える影響を予測評価し、係る影響を軽減する

措置をあらかじめ講じるために実施する情報保護評価について規定しているもので

あります。 

 次に、評価書には３つの種類があるが、どのようなものかということですが、

３つの種類につきましては、基礎項目評価書、それから重点項目評価書、全項目評

価書の３種類があり、特定個人情報ファイルを取り扱う事務ごとに情報保護評価に

ついて、その必要性の程度を判断する評価であります。 

 次に、自治体が行う第三者によるチェックが制度化されてないが事実かというこ

とですが、これにつきましては、第三者による審査チェックについては、先ほど申

し上げました３段階の結果で決まってくるのでありますが、その結果に応じてチェ

ック体制は制度化されておりますので、それにあわせてチェックはかけていくとい

うことにしております。 

 それから、年金機構の関係ですが、この年金機構のサイバー攻撃による約125万

件の年金情報が流出した事件については、普段は基幹システムで保存している個人

情報を職員がある業務で使うため、基幹システムから抽出してＬＡＮに接続するフ

ァイル共有用のサーバーに移し、ウイルスに感染したパソコン経由で流出したとい

うものであり、１つには、職員のセキュリティに対する認識不足が原因であると考

えております。 

 現時点では、基幹システムである社会保険オンラインシステムへの直接的な不正
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アクセスが確認されていないということでありますが、この問題を受け、標的型攻

撃メールなどについて、システムの構築はもとより、職員への教育についてもさら

に徹底し、万全を期していくことで安心・安全な制度づくりができるというふうに

考えております。 

○議長（小園實重君）  日髙議員、コンビニ発行の件は、答弁はいいですか。 

○９番（日髙澄夫君）  もう時間がないもん。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  今、課長が説明した中で、特定個人情報ファイルを保有する前

に、特定個人情報保護評価を実施しなければならないということに法律上なってい

るようですが、これは実施されているのでしょうか。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  これから作成することになりますので、当然そのファイル

ごとに評価が必要なもの、評価が必要でないものというのは出てきますので、それ

はそのときのファイルによって判断されます。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  じゃ住民基本台帳のシステム改修は終わっているかどうかとい

うのが１点と、それから、もう時間はないな。 

 じゃ簡単なところから、総務課長、住基カードはどのくらい発行されました。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  住基カードにつきましては、平成15年８月から交付を開始

しましたけども、今現在298件です。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  そのくらいでしか、もちろん宣伝も十分ではなかっただろうし、

やっぱり住基カードで何百億、何千億円使っても、そういう格好なんですよね、実

際言うと。マイナンバーカードについても、麻生財務大臣なんかは、マイナンバー

カードを発行申請をしなければ、10％消費税の２％分について還元はないばっかり

よというような、そういう無責任な発言をすること自体が、やっぱり国会議員は何

をしてるのかと、私は言いたいんですが、国民のための国会議員かどうかというこ

とを言いたいと思うんですが。 

 とにかく国も都道府県も市町村も、税の捕捉と、課税客体の捕捉というのがまず

第一だろうと。その一方で、今度、社会保障関係はカットしていくという、これは

これまでずっとなされてきたことでありますから、所得税の課税客体の把握、そう

いう格好でこれを自民党政権が国民に押しつける、そういうことが第一にあるとい

うふうに理解をしなければならないと思います。 
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 佐賀県の鳥栖市では、住基カードでさえ成り済ましによる不正取得があったよう

であります。福島県の相馬市でも、そういう成り済ましによる不正取得があったよ

うです。総務省の調査においても、09年から12年度の４年間で226件、うち成り済

ましというのは103件でした。こういうふうに住基カードでも、利活用の面あるい

は発行する場合の市町村の窓口での成り済ましも含めて、大変な問題がやっぱりあ

るということで、そういう場合にどういう取り扱いをしていったら絶対安全だとい

うことが言い切れるかどうか、総務課長、最後に。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  その点につきましては、そういうことがないように徹底し

て、そういう情報管理も含めて対策をとっていきたいと思ってます。 

○議長（小園實重君）  日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  まだ来年の１月からマイナンバーカードというのが発行されて、

10月５日からは通知カードと、そして来年１月１日、仕事始めが始まってからでし

ょうが、通知カードの発行、ＩＣチップを打ち込む、そういう段取りになっていく

だろうと思いますが。今の段階では、総務課長は、そういうことで万全を期したい

と、そういう言い方しかできないというのは、もうやむを得んだろうと思いますが。 

 しかし、事件・事故が発生してからでは遅いということです。私の、はっきり言

いますが、相互信用金庫の職員が私のこの個人情報を、鹿児島県下全体で何件か、

百何十件紛失をして、その中に私の情報も入っていたと。謝罪だけでした。そうい

うことで、どこででも起こり得るということでありますから、このマイナンバー制

度は、国は平気で無責任な言い方をしますけども、個人にとっては大変なことにな

っていくだろうというふうに思います。 

 そういう点で、住基カードにしても、これまでのネットワークというのが、この

部署、この部署という格好でなっているようですが、これを見てもわかりますけど

も、それを一本で結びつけるから問題はないというふうなことで言われております

けども。 

 しかし、年金関係が漏れても、税関係には及ばないと、ここで結んでるばっかり

であって、ここを断ち切ればいいわけでというふうな説明なんですが、事実、そう

かどうかというのが一番心配をするところでありますけども、これから戸籍の窓口

あるいは。 

○議長（小園實重君）  残り１分です。 

○９番（日髙澄夫君）  はい。どういう配置を、機構改革をやっていくかどうかわかり

ませんけども、とにかく南種子町として事故・事件が起きないような万全の対策を

とっていただきたいというふうに思います。 



－103－   

 地方創生については、時間がなくなりましたので、また次の機会にでも質問をし

たいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（小園實重君）  これで日髙澄夫君の質問を終わります。 

 ここで暫時休憩します。再開をおおむね11時５分とします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時０６分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行します。西園 茂君。 

［西園 茂君登壇］ 

○４番（西園 茂君）  こうのとり５号の打ち上げが成功いたしました。三菱・ＪＡＸ

Ａ関係者の皆さんには感謝、感謝でございます。また、宇宙ステーションの油井さ

ん、こうのとりをつかまえました。ありがとうでございます。アメリカ、ロシア国

民も感謝していると思います。 

 そして、油井さんから宇宙からの訴えとして「小さな地球で人々が争い、水や大

気を汚染することは非常に恥ずべきことだ」とメッセージが来ていました。大きな

視点、高い視点から世界を見ることの大切さを痛感いたしました。 

 話は変わりますが、町行政、町民との信頼関係の中で成立しております。６月議

会で、国道58号線上中地区整備事業について質問しております。行政の立場であり

ながら職員の言動、行動で町民が苦しむ事態となっております。私たちも年を重ね、

わかっておるとは思いますけれども、人と人、わかり合えないことはないと思いま

す。誠意をもって対応することを強く希望します。 

 さて、あらゆる工場でロボットが使われております。人間の仕事がだんだん少な

くなる時代です。コンピューターが2045年人間を超える、いや、まだ早くなるので

はとの報道もあります。 

 人工知能、ネット社会でのデータの集積、データの価値観も上がり、ビッグデー

タで未来の分析も可能となり、また全国民の番号制、マイナンバー制も整備され、

「人間の知らない間にコンピューターによって人間がコントロールされる時代が来

るのでは」との心配する声も出ています。 

 多額の国民の税金で福島原発の廃棄処分、反省ができない川内原発の再稼働、世

界で多くの敵をつくる国会審議中の安保法制、人間の命にかかわる地球温暖化、未

来には数多くの不安があります。 

 今回の私の一般質問は、南種子町が今後どのような形で運営をすればいいのか、
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私の考えを述べていきたいと思います。 

 その中で私は、もうけがないから。生活ができないから本町に人が残りません。

本町の財政は厳しい財政です。基金は１年の運用資金を残して、残額は生産につな

がる事業に利用することが必要だと思っております。 

 町民の生活が苦しい中、また人口が年々減少する中、経済規模拡大なくして町民

所得は上がりません。一連の税務申告の集計資料の数値を基礎的数値として各事業

の数値目標を決め、町民全員を巻き込んだ経済活動をしなければ、本町に光は見え

ないと思っております。 

 町財政について質問いたします。 

 平成26年度の決算が出て、過去４年間の梶原町政の実績も出ております。本町の

平成26年度の町財政指標が出ていますが、財政力指数、経常収支比率、実質公債費

比率、将来負担比率の報告と、町長は町財政指標の各数値についてどう考えている

のか答弁を求めます。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

［名越 修町長登壇］ 

○町長（名越 修君）  西園議員の御質問にお答えいたします。 

 平成26年度決算における主な財政指標の状況についての御説明でございます。 

 まず、財政力指数につきましては0.25で、前年度0.25と同数値でございます。 

 次に、経常収支比率につきましては92.4％で、前年度93.5と比較しますと1.1ポ

イントの減となっております。 

 次は、実質公債費比率でございますが11.6％でありまして、前年度比11.2％でご

ざいますので0.4ポイントの増加となっております。 

 次は、将来負担比率でございますが64.2％、前年度数値が55.9％、比較しまして

8.3ポイントの増加となっております。 

 各数値につきましては、経常収支比率は前年度に比べ改善されていることや、財

政健全化法に定められた健全化基準を下回っているなど、適正な水準を保持しなが

ら健全な財政運営ができてきているとは考えております。 

 しかしながら、平成20年度以降につきましては、複数の大型事業を実施したこと

によりまして、町債の発行額が増加したことや国民健康保険特別会計、簡易水道事

業特別会計の財源不足に伴い、毎年度一般会計から財源補痾を行っていることを初

め、今後少子高齢化による人口の減少等経済活力の減退など地方自治体を取り巻く

環境は、さらに厳しく極めて深刻な状態になることを認識しているところでござい

ます。 

 こういう状況をふまえ、私としては、基金が減少して10億円余りが少なくなって
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おりますので、このことを考えるとき事業の選択、それから将来人口減少に伴う財

政運営というのが非常に重要であるということの認識を持って、全職員で一丸とな

って対応してまいりたいと、こう考えるところでございます。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  私、今財政規模が大きくならないと、この南種子町は未来はな

いということを申し上げましたけれども、大体鹿児島県で５兆7,000億のＧＤＰで

ございます、ちょっと古いデータなんでしょうけども。本町の数字が約ＧＤＰで

230億だったですか、数字が出ているようでございます。町の財政のほうから詳し

く梶原町政のこの４年間の評価と、それから今後のことについて話を進めていきた

いと思うんですけれども。 

 財政運営の適否の総合的判断は通常３つの視点から見ますが、まず第１は、収支

の均衡がとれた計画的な財政運営かどうかと。第２は、長期的視野に立って財政構

造の弾力性確保のため十分な配慮と努力がなされた財政運営であったか。それから

第３番目は、高い行政サービスの提供に努め、行政水準の向上を目指した積極的に

満ちた財政運営であったかが評価対象になります。 

 まず、計画性ですが、一般会計、実質単年度収支ですけれども、平成23年度から

見ますと4,650万7,000円の赤字でございます。24年度が１億824万7,000円のまた赤

字でございます。25年度は5,521万3,000円の、またこれも赤字でございます。26年

度は１億1,998万5,000円と、このように連続して赤字が出ております。実質単年度

収支ですから、無計画な予算執行関係が原因ではなかったかなというふうに評価さ

れるところでございます。 

 ２番目の弾力性ですが、経常収支比率、平成26年度は先ほども町長からありまし

たけれども92.4ということで改善されているという話でしたけれども、過去10年間

余り変わりません。類似団体で80.9％、75％以下が望ましいと言われていますので、

極めて財政構造の硬直化が進んでいるという現実があります。自由に使えるお金が

非常に少ないということを示しています。 

 また、12から13％が望ましいと言われる実質公債費比率ですが、平成26年度は単

年度で12.309％で、年々数値が上がっています。起債残高費は66億1,000万円と多

額です。この４年間多額の起債、多額の繰入金となっております。 

 ３番目の積極性ですけれども、全般的に、この４年間投資と言える経費がどれだ

けあったかといえば、疑問だらけの投資と言えます。目的を逸脱した上中下中線、

目的が明確でない標示石、計画性のないトンミー市場、ロケット打ち上げ時に見れ

ない広田遺跡館、誰のための太陽光発電、年に数回しか使用しない施設など、税金

の無駄遣い、後世代の負担となる投資の数々だったと思いますし、多数決の怖さを
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感じます。 

 監査委員の監査指摘では、「入札制限価格の設定で失格者が多数散見されるので、

一般財源の無駄をなくし、効率的な財政運営に努めること」との指摘もあります。

また、実質公債費率、将来負担比率の増が見られ、私は梶原町政をストップできた

ことで本当にほっとしております。町長の考えはどうなんでしょうか、お聞きした

いと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  お答えいたします。 

 議会の議決によって各種事業が実施されてまいりましたから、管理運営面では

多々問題があると思いますが、私はよく検討して改善の方策をとってまいりたいと、

このように思います。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  無駄遣いがあったとか、それから維持管理がかかるとはいって

も、行政の継続性の原理からしても本町の資産でございます。どうにかして継続し

て運用しなければなりません。 

 さて、こんな本町の財政状況の中、多くの町民の生活苦、人口減少・少子高齢化

が進む中、抜本的な改革が必要と考えるが対策はあるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  お答えいたします。 

 町財政の抜本的な改革の必要性といたしましては、その対策ということでありま

すが、本町の財政状況につきましては、今西園議員もお示しがあったとおりでござ

いますが、その数値に対する考え方については、先ほど説明いたしたとおりであり

まして、今後少子高齢化による人口の減少、地方自治体を取り巻く環境というのは

さらに厳しくなると認識をせざるを得ないと、こういうふうに思います。 

 政府が打ち出しましたまち・ひと・しごと創生法に基づく地方創生は、地方にお

ける深刻な人口減少に対応し、その影響を最小限に抑制すべく推進されるものであ

ります。現在策定作業を進めておりますが、南種子町宇宙の町総合戦略において、

南種子町の目指すべき将来の方向性を検討しているところでございます。 

 検討につきましては、各種それぞれの機関の専門家をお願いしてありまして、12

名によって一昨日も開いた状況でございます。また、８月からは行財政改革担当を

配置いたしておりまして、あらゆる角度から財政構造を見直したいと、こういうこ

とでございます。 

 限られた財政をニーズの高い財政課題に振り向け、よりよい高い行政体制を構築

するなど、着実に行財政改革の推進を図ってまいります。 
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 これについては全体的に申し上げますと、一つは、役場の職員という職員数の問

題があります。職員数が３年間十何名か採用しておりますし、それから契約職員と

いうのは87名、パート職員が現在83名でございます。これは県下では大変なことで

ございますが、実を言うとやっぱり県も、いわゆる管理委託すべきことを全て南種

子町はやっておりますから、この辺では当然のところじゃないかと思います。 

 もう一つは、福祉の関係がこれからどんどん人間をふやさなきゃいけないという

ことと。それから町が事業をやるについては、どうしてもこの事業にパートを雇わ

んといかんというそういうのがありますから、そういうのを総合してこれからやっ

ぱり検証していくためには、合理化をきちんと進めると。これは役場だけでやるん

じゃなくて、また次の段階で町内のそれぞれの専門的な立場から意見を聞く機会を

つくって、来年度に向けての行革の方向を目指したいと、このように思っていると

ころでございます。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  若干外れますけれども、きのうも同僚議員の質問がありました

けれども、私もほぼ町長と同じ考えだろうと思うんですけれども、昨日の公立病院

職員の給与格差について、町長の所信を聞きました。実際、役場内の職員、契約職

員の賃金にも格差があります。私は余り正常でないなというふうに思っております。 

 私の考えとしては、現在の日本社会の経済構造は、貧困者がつくられていると言

われています。役場内の賃金格差、行政がやっていいことなのか。2012年の統計で

は、全国の相対的貧困率16％、戦後最大の生活保護受給者約162万人だったですか、

行政執行上必要とされる業務を任せる以上、身分保障は当然のことで、役場内に格

差があること自体私は問題だと思いますけども、再度町長の所信をお伺いしたいと

思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  職員が、昔から言われておりますが１人雇用したら退職するま

で１億円というのがあるんですよ。これは昔から言われてきているわけであります

が、これは若干給料が下がってきておりますから、そこまでいかんにしましても、

職員がどれぐらい能率的に仕事をせんといかんのかというのが、大きな今後の課題

であります。 

 そういうことも含んで先ほど申し上げましたように、行革をやろうとしての担当

を総務課に課長補佐を設置してありますので、これが逐次やっぱり小さく関係課長

と打ち合わせる中で、改革を資料をつくるということが必要であります。 

 ただいまの質問の中で、職員と非正規職員との賃金格差のことでありますが、こ

れはもうどうしてもやむを得ないと思います。一つは、やっぱり職員というのは専
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門的にやらないといけないわけですから、これは公務員としての役割を持っており

ますから、これをきちんとやってもらうことをこれからは、今までもやってきてお

りますけれども、これからきちんと自覚をしていただく、そのようにやっていただ

こうということでありますが。そのもとで契約職員というのがいまして、一般的な

ことを補助的なことをやってもらっていると。 

 最悪、緊急に必要なもの、必要な事業がまた出てまいる中でパート職員等雇って

いるわけですが、そのパート職員が事業のそれぞれニーズといいましょうか、いろ

いろな要望とか背景によってふやさないといけないということは、恒常化している

傾向があることは間違いありません。ここについてはどうなのかということがあり

ますが、町内の関係機関とのいわゆる賃金の問題もありますし、そこは総合的にい

かないと、役場だけどんどん上げていくということにはいかないというのもありま

すが、やっぱり大方の方は役場を希望するわけですね。ですが、最近でははっきり

言って、今パートがおりません。そういったような状況も生まれてきているという

ことは、どっか働く場所があるのかなというようなことも思ったりしますけれども。

この辺については適時比較はしながら改善をしていかなければいけないということ

を思っているところでございます。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  私は余りやむを得ないとは思ってないんですが、町民、南種子

町に住む以上、最低の賃金を確保して、それで、一生この南種子町に住んでよかっ

たなというのが我々行政の立場だろうと思うんですよ。 

 それが、役場職員の中におって格差があり、自分の意向でパートや契約職員とい

う形で勤めることについては、いいと思います。ただ、そうじゃないような執行上

の中では、それはもうあってはいけないことだと私は思っております。ですから、

そこら辺の改善をしないと、いずれにしても南種子町に住んでよかったなというよ

うな町民がいないということになりますので、当然改善は必要だと思います。 

 今町長からも話がありましたけれども、私は近い将来行政のスリム化というのが

絶対必要だと思っております。この点について町長どう考えているのか、お聞かせ

ください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  行政のスリム化は当然でありますが、複雑多岐にわたってます

ね。以前と違って国は職員をどんどん減らしているんですよ。それは鹿児島県に、

県に下ってきます。県も合理化をやっているわけですね。それで、一番下請の町村

というのは交付税もふえないのに仕事だけがふえてきていると。どうしても本省に

ある各全ての課のことを124名ですか、やっているわけでございますが、休んでい
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る人が何人かおりますが、そういうようなことを考えたらもう大変な、自治体とい

うのは抱えていると。 

 今後、国は地方交付税をふやさないということをはっきりしておりますから、そ

れで創生事業、きちんとした計画のもとにうまく利用してくださいということにな

っておりまして、その２分の１はちゃんとどんなことでも補助出しますよと。あと

２分の１については、やっぱり財源を使わんといかんわけでしょう。そこの財源は

基金、貯金を取り崩す。それから、そのほかのまた別の公債費ですね。借金をする

という、そういう問題ありますので、そこら辺も踏まえて、これから対応していか

なければいけないんですが。 

 私はやっぱりスリム化するという点では、今後やっていく必要があるということ

だけは、もうきちんとして持っていることをお伝えしておきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  スリム化に関して、本町がどういう形をとっていけばいいのか

というのが課題になると思います。 

 私は、本町の行政改革を進めることは、国内では非常に恵まれているんじゃない

かと。というのは、ロケット基地がありますし、非常に環境的にも恵まれておりま

すので、その点は他市町村から比べると非常に有利じゃないかなというふうに思っ

てます。 

 それから、町内の経済規模の拡大についても条件が整ってきてるのかなというふ

うに思います。ただ、町の財政状況も余りよくありませんので、後がないなという

ところもありますけども、このピンチをチャンスに変える絶好の機会だと私は思っ

ております。 

 その手法としては、あともって２番目で人材育成のことを質問いたしますけれど

も、私はまず人材育成だと思っております。今地方創生の中でも、地域おこし協力

隊というのが利用できるというようなことも書いております。しかし、その人たち

だけでとらわれるんじゃなくて、地域の人材を利用するという形が非常に将来的に

は主になるんじゃないかというふうに思っております。 

 それから、第２に、公設民営による町内経済の循環の確立、これは現在、町外で

の生産資材・生活資材の調達が多くなっています。町内の経済の循環は十分とは言

えません。というのは、中種子には大きなＡコープ店もありますし、モリもありま

す。それから西之表に行きますとだいわだったですか、いろんな電気店も数多くあ

ります。当然そのお金が流れるというのが、もう当たり前のことでございます。 

 平成26年度の町内の給与収入ですけれども72億円あります。農業収入で27億円、

年金収入で19億円でございます。最低でも商工業関係ありますので、140億円以上
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の収入が毎年あるんじゃないかと思っております。このお金が短期間に町外に流出

することが非常に問題でございます。生産資材・生活資材等を町内店舗で調達でき

ない資材もあります。 

 ネット社会ですので、地元商店との話し合いで公設民営も視野に入れて対応する

ことも一案だと思いますので、長い期間お金を町外に出さないという努力が必要で

すし、また町外より収入をふやすことに専念することも徹底すべきだと思っており

ます。 

 第３番目に、公営事業、業務の民間委託だと思います。いろんな事業をやってお

りますけれども、独立採算制というのが常識です。ですから、こういう独立採算制

をとれるような体制づくりを努力してやっていって、それを民間委託するという作

業が一番大切になると思います。 

 こういうふうに言いますと、簡単にできるもんかなと思うでしょうけれども、そ

うじゃなくて簡単にはできません。ですから、需要ありきの逆算型の手法を取り入

れた事業計画作成とか、町内の事業利用者が複数で経営者となり事業拡大を図ると

か、また初期投資の軽減を図るとか、事前の運営の計画ですか、審議回数を何回も

積み上げて、関係者が十分過ぎるほど理解して事業を開始するというのが必要だと

思います。 

 経済規模が拡大しますと、税収や諸収入等の増が可能と思います。このような未

知の大きな課題をクリアしたときに、この町に光が差してくると私は思っておりま

すけれども、この方向性でやる考えはないか町長の考えを聞きたいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  お答えします。 

 西園議員は農協の経営者として従事した経験もありますから、その辺については

具体的な点での発言でございましたが、町村経営の場合は、いわゆる5,900名の住

民がそれぞれ違った意見を持っておりますね。また、10名の町会議員がそれを踏ま

えた形で議会で発言をする。あるいはまた、そういう中でも違った発言が出てきて、

これは町長に来るわけでありますが、それは当たり前のことでありまして、町長と

してはそういうものを受け入れる中で、やっぱり一番いい方法でやらないといけな

いということがあります。 

 今言った問題で言いますと、第５次長期振興計画というのを立てておりますから、

基本的には「人と自然が輝き夢がふくらむふれあい元気タウン」あるいは「自立・

自興・参加と連携によるまちづくり」をキャッチフレーズに協働によるまちづくり

を積極的に進める中で、住民側と行政側との双方の活動において、これを担う郷土

の核となるような人材の育成というのがどうしても必要になってくるということで
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あります。 

 最近、いろんな会議があるんですが、そこで気づいている点についてあるとすれ

ば、やっぱり専門をそれぞれちょっと外部に委託するという、これは本町を運営し

ていく上については最も必要だというようなことを感じました。 

 一昨日の地方創生の会議で出た意見としても、やっぱり南種子町はもうちょっと

考えるべき点があるんじゃないかということを聞きましたが、全く視点を変えない

とできないことでありまして、そういったことがよそに住んでいる人、それぞれ学

者関係の意見を聞くと、考えるところが多々ありました。 

 そういう意見を含む中で、私どもは今創生事業の計画を立てておりますが、これ

は単なる一職員の考えじゃなくて、職員も考え、それから外部の意見を聞き、また

それによって練り合って、最終的にはやっぱり議会にちゃんと報告しますが、町内

の意見も含む中で、いろいろまとめていかないといけないと。 

 そういった中で必要なのは人材ですから、私としてはそこについては十分意見を

踏まえながら、職員からのそれも含んでやらなければいけないと。 

 今派遣している職員があるわけでありまして、これはＪＡＸＡにも派遣しており

ますし、そのほかも行っておりますが、こういうのはやりながら職員だけじゃなく

て、一般の人たちの派遣もありますね。子供たちを外国にやるとか、そういうよう

なことも含んで、総合的に今後検討していこうということを今、私としては思って

検討しようとしてることだけをお伝えしておきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  いろんな人の意見があるということだったんですけども、町執

行者としてやるべきことは、自分のやりたい政策を納得させるという作業が一番大

事なんですよ。自分が理解してなおかつ人を納得させるという作業がなければ、行

政の長は務まりません。そうじゃないと本町の未来もありません。 

 ですから、いろんな意見がある中で、私はこういう意見を持っていると、これが

自分の考えだと、それを納得してくれという作業を徹底してやることが南種子町民

の本当に幸せになる近道だと思いますので、そこら辺のことは積極的に取り組んで

もらいたいと思います。 

 私は、先ほど職員と非正規職員のお話しましたけれども、私は町民の月収が最低

25万円の数値目標、地方創生ではＫＰＩでしたか、そういう実施方法を掲げてやる

ことが一番だと思うんですけれども。 

 平成27年８月18日の南日本新聞に「人口減対策について」と、鹿児島市のアン

ケート調査結果が出ておりました。この中で、内容は20歳から30歳代の男女が対象

のアンケートです。 
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 未婚・晩婚の理由についての質問でございます。なぜ未婚、晩婚かという質問を

しているんですけども、その中で「経済的に余裕がない」、これが52.5％。これは

未婚者を対象にした数字でございます。そのほかには「独身の自由さや気楽さを失

いたくない」とか「異性と知り合う機会がない」とかという回答もありますけれど

も。 

 それから、２番目に聞いているのは「結婚への不安や心配はないか」という質問

でございます。これはアンケートした全員の方に聞いてるわけですけども、その結

果は、「結婚後の生活費が心配」と答えたというのが63.7％でございます。そのほ

かには「相手の家族や親戚とのつき合い」とか「出産や子供を持つことが不安であ

る」というようなアンケート結果が出ておりますけれども。 

 非常に生活への不安が結婚に障害となっているというのが事実だろうと思います。

ですから本町でも、25万円でも私も少ないと思います。ただ、自給率を上げていく

ことによって、この数字は安定してくるんだろうなというふうに思いますので、

近々、25万円の最低月収を目標設定して、そして事業を推進するという考え方が一

番いいのかなというように思います。この件に関して、町長の考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  非常に難しい問題ですね。今契約職員が20万円ちょっとぐらい

でしょうか、ボーナスが手当がつきますから。そのことを考えると、それに家族が

あるわけですね、これを考えたら、どういうことをやればいいのかということで思

っておるわけでありまして。 

 まず農業のことからいっても、今サトウキビをつくる人がいない、唐芋はもうだ

めだという、そういう状況の中でどうしょうかという、農家の人も一生懸命やって

いるんですから。やっぱりこれから言うと、最低10町歩経営に変わっていかないと

南種子町の農業は成り立たないと。さとうきびが48％でしょ、農業収入は。牛は

38％、９％。そういう状況を踏まえると、一番いいのは牛なんですが、それでさえ、

やっぱり相当の経費を払っているわけですね。 

 だから、今西園議員から出た問題については、非常に町民全体も聞いただけで、

うん、なるほど、そういうふうにしてほしいというのがあると思いますよ。 

 だから、町としては職場をふやすというのはやっていく必要があると思っており

ますし、近く、きのう申し上げましたが企業進出の問題もありますから、ＪＡＸＡ

には今月中に行くようにしておりますが関連企業にも。これから本格的に打ち上げ

が始まろうとしている、それからまた打ち上げ射場の整備関係もありますから、や

っぱりもうちょっと南種子町がどれぐらい携わっているかと。お金はもらってます
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よ、ですがそれはほとんど打ち上げの費用に使ってますから。それを考えると、こ

れから医者の問題とかいろんな点がありますので、一体的な問題を協働してやって

いこうという提案を理事長以下、この前理事長わざわざ来ていただきましたけども、

ちょうど理事長が来るというとき私は東京に、会議があっていなかったもんですか

ら。 

 やっぱりこういうことをしながら人をふやして所得がふえるように、つまり企業

誘致なんとかできないかということも含まれてますけど。ところが、地元の企業関

係、それだけではどうしようもないということがございますので、これは大いに今

の意見は私用としていただいて、具体的な点があれば、いつでも議会だけじゃなく

て、通常言っていただければ、私には職員に言えば届くようになっておりますので。

それを含んでこれから職員ともどもやっぱり、こういう意見の中でどうやっていく

かというのは、取り組まなければいけない問題じゃないかと思います。 

 ちょっと答弁には幅が広いので満足できませんけど、具体的な点については具体

的に答えていきたいと、このように思います。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  ちょっと時間もありませんので、たくさんあると思います。民

営化につきましては、やってる事業、独立採算制を成り立たせる方法も考えればい

ろんなことがありますので十分に、保険事業関係は除いて、いろんなこと採算ベー

スに合うような形はとれるだろうと思いますので、議会との連携もとっていただい

て先に進めていただければなというふうに思います。 

 ２番目の人材育成でございます。 

 私はこれらも非常に大切で、早急に対応してもらいたいというのが基本でござい

ます。ですから、公費で人材育成、できれば数千万単位でやるお考えはないか聞き

たいと思います。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  人材育成は必要でありますが、例えばここで仕事をするという、

新しい仕事をやるとかそういうことでいけば、国が年間150万円ぐらい出すような

制度も実際できておりますが、そのほかもないではないわけですから、これからそ

ういったのも利用しながら、やっぱり新しい仕事を見つけようという方に対する知

らせ方、知らせてやらなければいけないと。 

 それから、これからやっぱり必要なこととしては、きのう、おとついの意見が出

ましたが、それぞれ学者の皆さんから出た意見の中の一部として言いますと、やっ

ぱり高齢者に何か合うような仕事というのはたくさんあるんじゃないかと、昔は本

当にそういうことがありましたからね。こういうのはこれからやっぱり行政が提案
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をするというための施策を、これから私は出していきたいと思いますが。 

 10月以降農業関係の専門家も呼ぶようにしておりますから、ずっといるというこ

とじゃないんですが、そこの中で年をとった方でも、やっぱり月10万円とかいった

とかできるようなこともできるんじゃないかという、それには若干町も援助する必

要がありますが、こういうようなことを含んで、とりあえずは25万円の収入は大変

な仕事ですが、多くの方が給料とか月々入ってくる、あるいは年間これぐらいは入

ってくるというような、そこの提案については職員ともども、やっぱり考えあわせ

てやっていく必要があると。 

 自分だけやる職員については、やっぱり支出を少なくしていく、そのほか企画を

含んで総合農政課あたり含んで農業委員会ですが、これは幅を広げてやっぱり食の

ことではこうだというような点を、住民に提案していくような形の中でやる必要が

あると。 

 それから、西園議員が外国での研修会のことを、ここで言っているのかどうかち

ょっと私わかりませんけども、これなんかも非常に大事だと思うんですよ。ところ

が、いろいろたくさんのことを呼んだり、やったりしております。今ちょっと職員

にお願いしてることは、その成果とか現代の考え方、これを聞くようにということ

をして、そういうこともまとめる中で、何とかこれからの研修の方向とかそれも編

み出していく必要があるのかなと。 

 例えば、一つの課だけで言えばあんまり広がらないですよね。それを全体の職員

で共有することによって広がっていくことはありますから、私はそれを基本にして

これからやっていきたいと。 

 先ほど言われました余計なことですけども、私がやろうという点についてはきち

んと、そういう方向。例えば、農業の問題で言えば堆肥とか、それは赤字ですが、

これはこういうふうにしたら黒字になるよという、黒字になさんでも農業はこう変

わるという、そこはきちんとやる中で、民間にやらせる方法というのは生まれてく

るというふうに確信しておりますから。そういうためには今何をせんといかんのか

というのは、ちゃんとわかるわけですよ。 

 これだけは、そういうことも踏まえながら今後行政をきちんとやっていきたいと。

私一人だけじゃできませんから、職員の力を借りてやっていきたいと、こう思って

いるところでございます。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  私が、冒頭宇宙飛行士の油井さんの話をしました。これは「小

さな地球で人々が争い、水や大気を汚染することは非常に恥ずべきことだ」と、こ

れを申しました。なぜ言ったかというと、的確に捉えているからですよ。地球とい
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う大きな規模の中で、それを的確に捉えているからです。私はそういう人材が必要

だと思っております。 

 次に海外研修のことを質問をしますけども、町も公会計による行政執行になりま

す。今後、大局的な物事を見れる人材、先見性のある人材、そして経営力のある、

行動力のある人材が必要です。ですから、この南種子に先頭になって、それだけの

目をもって活動できる人間が幾らいるかですよ。これが本町の将来の決定的な要因

をつくっていくというふうに私は思っております。 

 やり方ですけれども、短期間にどんなカリキュラムをつくり、どんな人材を対象

として育成を図るのかというのが課題であります。 

 私は、先ほどから申しますように、海外研修による人材育成が必要だと考えてお

ります。世界から見た日本、それから種子島、そして自分をどう見つめるかという

のが基本です。これが、また自分自身の視野の拡大にもなります。 

 それから、研修国の選択も重要になりますし、本町の活性化のために何が必要か、

それから目的意識を持つこと、そのための事前研修、また、新聞を教材とした研修

等、あらゆる観点から模索して効率的な研修につなげるという必要性があります。 

 もちろん、公費ですから、どうしても成果を出してもらって、その得た知識を南

種子町のために使ってもらいたいというのが当然でございます。ですから、先ほど

も言いましたように事前研修、できれば50時間から100時間程度かけて、町内の現

状、それから、考えられる活性化の手法、それから集落の再生、また、研修時に関

する知識、語学の研修、こういうものを、実際、研修をして、それで、海外研修に

送り出すと。目的意志がなければ何にもなりません。ですから、ある程度の目的意

識を持って海外に視察に行ってもらうという。 

 また、先ほども言いましたけども、国の選定っていうのも非常に大事だと思いま

すけども、私が経験した中では、ニュージーランド、これは非常に景観のいいとこ

ろで、町並みが全部、ガーデンと言いますか、行く町、行く町、全部道路沿いに花

をいっぱいに飾っておりました。それから、道を山なりにつくっております。本当

に経費の要らない形でつくっておりますけれども。それから、アメリカにも行きま

したけども、雄大さ、何で俺はこんなちっぽけだろうというのを痛感しました。そ

ういうところが、私は国としていいのかなというように思っておりますけども。 

 研修の対象者としては、30代から40代の若手中心で、各産業の中心的な存在です

と。それから、各地区でリーダー的な方、それから役場の職員、そして高校生も参

加して、できれば総勢30名程度、これがまた大きくなりますと、なかなか統制もと

れなくて苦労しますので、できれば年に２回、60人程度を海外研修に行かせてもら

いたい。 
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 そしてその後、海外研修から行って帰って来てからは、いろんな観点、視点から、

いろんな問題に対して、審議をしてもらいたいと。そういう知識を持って、今後の

南種子町を支えていく人材をどうしてもつくらないと、私はだめだろうと思ってお

ります。 

 人材育成基金、4,000万円程度あったと思うんですけど、ほとんど、全部使って

も、私はいいんじゃないかと。その効果はてきめんにあるだろうと思っております

ので、ぜひとも御検討を願いたいと思います。ちょっと、人材育成、長くなりまし

たけれども。 

 あと、もう１点、３番目でございます。 

 道路の除草作業についてでございます。６月議会で、道路の草を利用した堆肥増

産について質問いたしましたが、12月議会で進捗状況を確認したいと思っておりま

す。同僚議員のほうからも、先般行われました町民と議員と語る会、数多くの道路

の草払いの点で質問が出ました。 

 ここの県道、町道、農道、観光地に至るまで、一定の整備をするとしたら、年間、

何回の草刈りで、金額ベースでどのくらいかかるのか、試算をしているでしょうか。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  西園 茂議員の御質問にお答えいたします。 

 道路の除草、環境整備については、直営作業班の月期ごとの計画に基づく伐採作

業と、業務委託予算を計上しての業者への業務委託発注により整備を行い、関係機

関、団体、ボランティア活動や自治公民館の奉仕活動、農道においては受益者が負

担して伐採などの整備を行ってきております。 

 今回の補正予算においても業務委託費の計上をお願いしているところであります。

御質問の年間の回数でありますが、路線ごとに違いがありますけれども、町が実施

する部分と自治公民館などのボランティア団体等が実施する部分がありますが、年

間の回数では１回から４回程度の状況であります。国道や県道など路線の状況に応

じて、回数が違う状況であります。 

 金額ベースでは、平成27年度道路伐採事業委託費で700万円の予算計上を今回の

補正予算でお願いをしているところであります。そのほかに当初予算ベースで道路

維持費に人夫賃金を含めて2,728万4,000円。同じく観光施設維持費に1,178万6,000

円。農道維持管理費に832万2,000円計上しており、合計で5,439万2,000円となって

おりますが、これはただし、その施設維持管理費でございますので、この全体の予

算が草刈り作業に充てているという状況ではありません。 

 なお、議員御指摘の試算でありますけれども、議員がどのような試算を求めてい

るのかよくわからないところではありますが、権限移譲による県管理路線、４路線
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ありますけれども、約52キロメートルの延長でありますが、これを、年2回除草作

業を行っています。この単価を用いて、町が管理する町道をこの基準で試算してみ

ますと、町道が139路線ありますけれども、換算して4,550万円。農道で459路線、

延長換算で、4,675万円。それから、国道、県道合わせて、費用については、合計

で１億525万円となります。 

 ただし、地域のボランティア活動や農道においては、受益者で負担をしている部

分もありますので、観光地の除草作業等を含めて、この基準で換算した場合、１億

円程度の額になるのではないかと試算をしたところでございます。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  １億円相当のお金がかかると。今、言われたのは２回の試算だ

ったんですよね。前梶原町長は、観光を積極的に進めているように見れましたけれ

ども、内容としては、町財政を外野において、対象の観光ニーズに沿わない観光推

進で、投資効果が出る予測さえも見いだせない結果だったと、私は思っております。 

 今後も観光客のニーズに沿った対策を模索しながら、本法を推進しなければ、現

在まで投資してきました施設の維持費が捻出できません。観光によるメリットも追

及しながら、観光事業を推進、継続すべきだと思っております。観光南種子を維持

するためには、きれいな観光地が必要となります。道路の除草作業が全然追いつか

ない、私は追いついていないと思っております。 

 今後の対策ですけども、１億500万円というお金が必要だと。２回の試算である

と。実際、現状というのは２回では本当に追いつかないような状態で、４回、５回

必要だろうと思います。観光地にいたっては本当にたくさんの回数が必要だと思い

ます。これを、私は１億円程度だったらいいと思うんです。それで、観光収入につ

ながっていくということであれば、県、国も観光事業関係の推進をしています。知

ってますけども。その見返り次第では、１億円もいいと思います。ただ、その手法

を、草刈りの手法をどういうような形で進めていけば効果的かというのは考えるべ

きだろうと思います。ですから、この路線については、年間、この会社に委託して

やってもらおうと。そういう試算も細かにやり、集落にも委託してもいいと思うん

ですけども。 

 そういう試算を明確にして、どのような手法で観光地南種子ということを進めて

いくか。どういうふうに除草作業をしていくか。町長のお考えを聞きたいと思いま

す。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  大半の議員の皆さんからそういうように思ってらっしゃるとい

うこともありまして、そういう御質問がたくさんあったわけでありますが、私とし
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てはやっぱり、道路は切らないと危ないです。竹が横に出てきて、そこに走ってい

ったら、トラックなんかの関係でいうと、引っかかりますから。 

 この辺については、基本的には、今、直営でやってる部分については業者委託に

切りかえるという方向でございます。これは来年度からになりますが、それにいう

と、携わってる職員もやっぱり雇ってもらわんといかんわけでございますから。こ

ういうのを業者と話す中で、その関係の事業については建設事業、草払いを専門と

するような業者を選んでやらせると。その際、やっぱり職員を抱えている業者でな

いとどうかなという思いはしておりますが、この辺についてはやっぱり、建設課、

いろいろあります。 

 それから、公園などの払い方についてやっておりますが、これは、例えば運動公

園の場合だと、使うスポーツマンが払うようなことで、施設設備をきちんとしよう

ということを、内部で検討をしております。いろいろ、問題点、やらなければいけ

ないことがたくさんありますけれども、私としてはそれをきちんとやっていかなけ

ればいけないと思います。 

 で、恵美之江の工事も近く発注いたしますが、向こうについては県のほうが積極

的にこちらのほうに投げかけていただきまして、屋久島の営林署長が３日前にわざ

わざ見えてくれましたが。今、１車線になっておりますから、あれも２車線にでき

ないかということを言ったら、それは対応したいという話でしたので。 

 草刈りの件については若干の予算を計上しておりますから、そのように実施した

いと思います。 

○議長（小園實重君）  西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  提案ですけども、直営は残すべきだと思うんです。というのが、

どうしても早急にやらなきゃいかんというところもありますので、それはやっぱり

直営ということで持っておいて。それで、その職員のいない建設業者、かれこれに

ついては新たに組織をつくるということも、地域でそういう会社を育てるというこ

とにもなりますので、そういう手法もいいのかなというように思いますので、御検

討いただければと思います。 

 時間もございませんけれども、最後に１つだけ、お願いをしておきたいと思いま

す。 

 トンミー市場での農産物の販売、それから、ふるさと納税で行う返礼品の農産物

関係、これは本当においしい物、それから品質のいい物を選別して実施するように

お願いしときます。残念ながら、おいしくない物が届いたら、だんだん離れていき

ますし、それから、こういう話は徹底して広まりますので、実際、堆肥センターの

売り買いもできておりません。ですから、いい品物も少しはありますけども、たく
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さんはありません。ですから、公に出す商品については徹底して品質のいいものを

出してもらって、南種子町の農産品であったら間違いなくおいしいというような評

価が継続して、ここ数年もらえるように気をつけていただきたいということをお願

いして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（小園實重君）  これで、西園 茂君の質問を終わります。 

 ここで町長から、発言を求められております。 

 許可いたします。町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  私、昨日の議会で病院議会の関係で、国の補助金という表現を

使いまして、これは過ちでありまして、実をいうと、入院基本料につきましては、

入院患者とそれから、看護師の資格を持っている看護師の数字のことを申し上げた

わけでありますが、これが大体、現在が１人の看護師が15人を看てる、そういうこ

となんです。 

 これは今度10月１日からは人事の異動によりまして、人事と内部異動で、当然な

がら病棟のほうに看護師を入れることによって13対１まではいけるということであ

りますが、13対１というのは、13人を１人で看るという、これは三交替ですから、

８時間ですから。こういうようなことが、３人、９人はそっちのほうに必要だとい

うことになりますが、この点数の点を言ったわけでありまして、実は13対１でいく

と1,121点ということでありますから、私が言った2,600万円というのは15対１でご

ざいますので、960点で、2,600万円余りの、いわゆる、その点数がいただけるとい

うことによって、国からのお金が来るということでございますので、その辺でちょ

っと間違えた補助金という表現を使ったことを訂正させていただきたいと思います。

申しわけございません。 

 以上でございます。 

○議長（小園實重君）  要するに、補助金ではなくて、診療報酬点数の上位が取れると

いう内容の訂正発言であります。 

 ここで、暫時、休憩します。再開をおおむね午後１時15分といたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ０時０９分 

再開 午後 １時１２分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 議案第42号 南種子町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につい



－120－   

て   

○議長（小園實重君）  日程第２、議案第42号南種子町個人情報保護条例の一部を改正

する条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  議案第42号について御説明申し上げます。 

 議案第42号は、南種子町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてで

ございます。 

 今回の改正の内容は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律が制定されたことに伴い、番号法の趣旨を踏まえ、その厳正な管理

と適切な運用を行っていくため、南種子町個人情報保護条例の一部を改正しようと

するものであります。 

 議案の説明につきましては、本日お配りしました南種子町個人情報保護条例の一

部改正（案）概要をお配りしておりますので、Ａ４両面つづりのものです。それで

御説明をしたいと思います。 

 まず、改正の趣旨でありますが、番号法の施行に伴い、個人番号が個人情報に該

当することから、本条例の規定が適用されます。番号法では、地方公共団体に対し、

番号法の趣旨を踏まえ、必要な措置を講じることを求めているため、特定個人情報

等の取り扱いについての条例改正を行うものであります。 

 主な改正内容は、特定個人情報及び情報提供等記録についての定義の追加と、特

定個人情報及び情報提供等記録の利用・提供制限・開示・訂正・利用停止等につい

ての規定の追加であります。 

 次に、改正の要旨であります。まず、定義についてであります。 

 第２条関係でありますが、番号法において定義される特定個人情報、情報提供等

記録、保有特定個人情報の用語について、番号法と同様の定義を追加するものです。 

 次に、第８条の２関係でございますが、特定個人情報目的外利用については、番

号法第29条において、特定個人情報を目的外利用できる場合について、通常の個人

情報よりもさらに厳格に限定されており、同様の規定を追加するものです。 

 目的外利用については、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要が

ある場合であって、本人の同意があり、または、本人の同意を得ることが困難であ

る場合との定義があります。 

 次に、情報提供等記録の目的外利用については、番号法第30条において、情報提

供等記録の目的外利用は禁止されており、同様の規定を追加するものであります。 

 特定個人情報の提供の制限については、番号法第19条の各号に該当する場合に提

供できるように、規定を追加するものです。 
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 次に、（５）個人情報の開示・訂正・利用停止の請求者についてでありますが、

第11条、第12条、第26条、第27条、第34条、第35条の関係になりますが、本条例で

は、やむを得ない理由があると認める場合に、任意代理人、本人の委任による代理

人による請求を例外的に認めてきましたが、番号法第29条及び第30条において、特

定個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができる者について、任意代

理人も追加されており、特定個人情報については、やむ得ない理由を前提としない

規定に改正するものであります。 

 次に、（６）利用停止等の請求の事由についてでありますが、第34条、第35条に

なります。 

 番号法第29条において、特定個人情報の利用停止等の請求が、次の場合にも認め

られておりますので、同様の規定とするものです。 

 認めるという場合ですが、目的外利用の制限の規定に違反したとき、収集及び保

管の制限の規定に違反したとき、特定個人情報ファイル作成の制限の規定に違反し

たとき、提供の制限の規定に違反したとき。 

 なお、情報提供等記録については、システム上、自動保存されるものであり、利

用制限等に違反する取り扱いが想定されていないため、利用停止請求は認められて

おりません。 

 次に、（７）情報提供等記録の開示・訂正等の移送についてでありますが、第20

条、第32条関係であります。 

 番号法第30条において、情報提供等記録の開示及び訂正の決定に際し、他の機関

への移送を認めていないため、同様の規定とするものです。 

 次に、（８）情報提供等記録の訂正の通知先についてでありますが、第33条関係

になります。 

 番号法第30条において、情報提供等記録を訂正した場合は、総務大臣及び情報提

供者または情報照会者に対して通知することとされておりますので、同様の規定と

するものです。 

 次に、（９）他の制度による開示の実施との調整についてでありますが、第24条

関係になります。 

 番号法第29条及び第30条において、情報提供等記録開示システム、マイ・ポータ

ルと他の制度による開示の実施との調整を行うことなく、特定個人情報を開示する

ように定められておりますので、同様の規定とします。 

 最後に、（10）特定個人情報の提供先に対する措置要求についてであります。第

９条関係になります。 

 特定個人情報は、番号法第19条の各号により、明確に提供できる場合が制限され
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るため、特定個人情報の提供先に対して、取り扱い等についての必要な措置を講ず

るよう求める必要がありませんので、同様の規定とするものです。 

 附則については、番号法の附則第１条第４号に掲げる既定の施行の日、平成28年

１月１日から施行するものであります。 

 ただし、第33条各号に加える改正規定は、番号法附則第１条第５号に掲げる既定

の施行の日からとするものです。 

 以上、概要を説明いたしましたが、よろしく御審議、御決定方お願いします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。９番、日髙澄

夫。 

○９番（日髙澄夫君）  一般質問でもお伺いをしたんですが、まず、このイメージがわ

からないといいますか、南種子町個人情報保護条例の一部を改正するだけで十分か

どうかというのが１点です。 

 それから、新聞記事にもあったんですが、年金機構の漏えい問題が発覚してから、

政府が調査に乗り出したようです。その中で、情報保全措置が不十分だと指摘がさ

れているようですが、この情報保全の何が不十分なのか、そこ辺がわかっていれば、

お伺いをします。 

 ２番目に、住基カードのように、本人に成り済まし事件が予想されるが、その対

策がこの個人情報保護条例の改正だけで十分かどうか。 

 とりあえず３点、お願いします。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  今回の個人情報の一部改正が、マイナンバー制度で不足す

る部分を改正するということでありますので、今現在はこれで大丈夫だというふう

に考えております。 

 それから、２番目については、そのちょっと情報について把握をしておりません

ので、今回は、ちょっとお答えできかねます。 

 ３番目についても、同じくこの改正で十分だというふうに考えております。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第42号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、議案第42号南種子町個人情

報保護条例の一部を改正する条例制定については原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議案第43号 南種子町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について   

○議長（小園實重君）  日程第３、議案第43号南種子町手数料徴収条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  議案第43号南種子町手数料徴収条例の一部を改正する条例

制定について御説明申し上げます。 

 今回の改正内容は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の制定に伴い、個人番号の通知カード及び個人番号カードの再交付に

係る手数料について規定するとともに、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、

住民基本台帳法の一部が改正されたことに伴い、住民基本台帳カードの交付及び再

交付に係る手数料の規定を削るため改正するものであります。 

 新旧対照表のほうで説明をしたいと思いますので、新旧対照表をお開きください。 

 まず、１枚目の説明をさせていただきます。 

 第２条第１項第12号の３の次に、12号の４として通知カードの再交付の手数料

１件につき500円を加えるものです。これにつきましては、平成27年10月５日から

施行するものです。 

 先ほどの一般質問でも若干説明しましたけども、通知カードにつきましては、10

月５日から各個人のお宅のほうに直接郵送されます。郵送されてからカード発行ま

での間は、本人がそれを保管することになりますが、その間に紛失した場合は、ど

うしてもこの通知カードの番号が必要ですので、再交付の必要が出てくる可能性が

あります。その場合に、再交付手数料として、１件500円を加えるものであります。 

 それから、２枚目をお願いします。 

 ２枚目ですが、第２条第１項中第12号の２及び12号の３を削り、第12号の４を第

12号の２とし、番号の次に12号の３として個人番号カードの再交付手数料１件につ

き800円を加えるものです。この改正につきましては、平成28年１月１日から施行

するものです。平成28年１月１日から、個人番号に切りかわる関係で、住民基本台

帳のカードにつきましては、もう廃止となりますので、それの関連のカードの交付

手数料それから再交付手数料を削除し、新たに今度は個人番号カードが交付されま

す。これにつきましても、本人紛失の場合には再交付の必要が出てきますので、そ
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れにつきまして、１件につき800円を徴収するということになります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。５番、塩釜俊

朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  この手数料、500円と800円でありますけれども、これは、国が

示している再交付手数料の相当経費を含んだ通知カードとして示されていると、そ

ういうふうな話を聞くわけでございますけども、これは、全国的に500円と800円と

いうふうなことで示されているわけですか。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  一応、国の基準というか、その発行に係る経費、それから

カードに係る経費も含めて800円ということで示されております。 

○議長（小園實重君）  ５番、塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  そうすると、国から示されている手数料、手続のカードの料金

というふうになることでございますけれども、これは、鹿児島県下でもそういうふ

うなことで、これは、もう全国的に国から示されているのであれば、これは、全国

的にこういうふうな500円と800円と、そういうことになるわけですね。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  一応、国の示した金額ということになっておりますので、

そうなるというふうに思っております。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第43号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、議案第43号南種子町手数料

徴収条例の一部を改正する条例制定については原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第４ 議案第44号 南種子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例制定に

ついて   

○議長（小園實重君）  日程第４、議案第44号南種子町子ども医療費助成条例の一部を
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改正する条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  議案第44号について御説明申し上げます。 

 議案第44号は、南種子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例制定につい

て、地方自治法第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

 今回提案の南種子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例制定は、現行の

15歳の最初の３月31日までの子供に係る医療費の自己負担分全額助成を18歳の最初

の３月31日まで引き上げ、一層の子育て世帯の医療費の負担軽減を図るとともに、

子供の健康の保持・増進を図るため、所要の改正を行うものでございます。 

 それでは、公布文の案をごらんいただきたいと思います。 

 南種子町子ども医療費助成条例第２条第１項中、15歳を18歳に改めるものでござ

います。 

 附則としまして、施行期日を平成27年10月１日とし、助成金受給資格者の登録及

び資格証の交付に関する経過措置として、必要な手続を施行日前においても行うこ

とができる旨、定めているところでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。５番、塩釜俊

朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  15歳を18歳に引き上げるというふうなことでございますけれど

も、これの該当者数は何名いるでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  200名弱に、例年なると思います。 

○議長（小園實重君）  ５番、塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  今年度、次の予算で175万計上しておりますけども、これにつ

いては、３月31日までの経費が175万と、そういうふうなことだと理解するわけで

すけれども、これを１年間にした場合はどれぐらいの金額になるのかどうか、これ

をお聞きしたいと思います。 

○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  半年分が175万円でございますので、350万円程度とい

うふうに予測をしております。 

○議長（小園實重君）  ５番、塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  この350万円というのは、実質の町単独というふうなことです

よね。 
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○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  はい、そのとおりでございます。 

○議長（小園實重君）  ７番、上園和信君。 

○７番（上園和信君）  18歳まで年齢が引き上げられたということですが、高校が南種

子町からなくなったことで、ほとんどの子供たちが鹿児島市とかそういうところに

進学をしているわけです。そういう方も、住所は確かに鹿児島市とかそういうとこ

ろに移すと思うんですけど、そういう子供たちも対象になるのかどうか。 

○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  南種子に親の住所がある方は、遠隔地等の保険証があ

りますので、対象になります。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第44号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、議案第44号南種子町子ども

医療費助成条例の一部を改正する条例制定については原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第５ 議案第45号 平成27年度南種子町一般会計補正予算（第６号）   

○議長（小園實重君）  日程第５、議案第45号平成27年度南種子町一般会計補正予算

（第６号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  議案第45号平成27年度南種子町一般会計補正予算（第

６号）について御説明申し上げます。 

 それでは、予算書に基づいて説明をいたします。表紙をお開きください。 

 今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ３億4,290万円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ49億9,364万円とするものであります。 

 第１表の歳入歳出予算補正については省略をさせていただきます。 

 次に、４枚目の裏面をお開きください。 

 第２表の債務負担行為補正については、追加、廃止及び変更がそれぞれ１件であ
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ります。 

 まず、追加１件の南種子町が借り受ける番号制度関連機器のリース料については、

期間を平成28年度から平成32年度までとし、限度額を280万円とするものでありま

す。 

 次に、廃止１件の南種子町が借り受ける申告受付システム関連機器のリース料に

ついては、制度改正に伴い関連機器の調達時期が延期となることから、廃止するも

のであります。 

 次に、変更１件の南種子町が借り受けるマイクロソフト更新ライセンス料につい

ては、限度額を389万円減額し、361万9,000円に変更するものであります。 

 次のページ、第３表の地方債補正については、変更１件であります。 

 過疎対策事業については、恵美之江展望公園整備事業3,100万円を追加し、限度

額を２億2,720万円に変更するものであります。 

 起債の方法、利率、償還の方法については、補正前に同じでありますので、お目

通しをお願いします。 

 次に、歳入歳出事項別明細書により御説明をいたします。 

 まず、歳出予算から、主なものについて御説明します。 

 今回の補正内容としましては、庁舎冷暖房設備工事、公立種子島病院組合負担金、

恵美之江展望公園整備事業、公営住宅等補修工事、小学校営繕工事、各特別会計へ

の繰出金が主なものであります。 

 また、人件費については、職員の人事異動等に伴うものが主なものでありますの

で、以下の説明については省略をさせていただきます。 

 それでは、４ページをお開きください。 

 まず、４ページ、一般管理費については、人事評価システム導入委託が主なもの

で、53万7,000円を減額するものであります。 

 次に、同ページ、財産管理費については、庁舎冷暖房設備工事が主なもので、

4,162万円を増額するものであります。 

 次に、同ページから５ページ、財政管理費については、ふるさと応援寄附金の増

加に伴うふるさと納税お礼費が主なもので、361万6,000円を増額するものでありま

す。 

 次に、６ページ、賦課徴収費については、今後の所要見込みによる還付金及び還

付加算金に伴うもので、100万円を増額するものであります。 

 次に、７ページから８ページ、身体障害者福祉費については、自立支援医療費等

に係る国・県負担金の前年度精算返納金が主なもので、175万4,000円を増額するも

のであります。 
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 次に、８ページ、保健衛生総務費については、対象者年齢の引き上げに伴う子ど

も医療費助成金が主なもので、182万円を増額するものであります。 

 次に、９ページ、医療対策費については、公立種子島病院組合及び種子島産婦人

科医院組合の負担金に伴うもので、2,140万4,000円を増額するものであります。 

 次に、同ページ、清掃総務費については、汚泥脱水機の設置に伴う中南衛生管理

組合負担金が主なもので、384万1,000円を増額するものであります。 

 次に、10ページ、農業振興費については、さとうきび低単収緊急対策事業補助金

が主なもので、331万5,000円を増額するものであります。 

 次に、11ページ、堆肥センター運営費については、木質粉砕機等の修繕費が主な

もので、770万1,000円を増額するものであります。 

 次に、12ページ、漁港建設費については、大川海岸護岸かさ上げ工事に伴うもの

で、350万円を追加するものであります。 

 次に、同ページ、観光費については、県の地域振興事業を活用して整備する恵美

之江展望公園整備事業が主なもので、１億2,449万5,000円を増額するものでありま

す。 

 次に、13ページ、道路維持費については、国道、県道の道路等伐採事業委託が主

なもので、943万6,000円を増額するものであります。 

 次に、同ページから14ページ、道路建設単独事業費については、維持補修工事及

び松原阿竹線改良工事が主なもので、1,836万2,000円を増額するものであります。 

 次に、14ページ、公園費については、簡易水洗化に伴う宇宙ヶ丘公園便所改修工

事が主なもので、483万円を増額するものであります。 

 次に、同ページ、住宅管理費については、空き住宅改修及び教員住宅屋根塗装工

事に伴う公営住宅等補修工事が主なもので、3,039万8,000円を増額するものであり

ます。 

 次に、15ページ、常備消防費については、熊毛地区消防組合負担金に伴うもので、

609万5,000円を減額するものであります。 

 次に、同ページ、非常備消防費については、角型水槽等の備品購入費が主なもの

で、212万8,000円を増額するものであります。 

 次に、16ページ、小学校費の学校営繕費については、中平小プール塗装・改修等

に伴う小学校営繕工事が主なもので、1,730万円を増額するものであります。 

 次に、17ページ、保健体育総務費については、県民体育大会出場補助金が主なも

ので、165万3,000円を増額するものであります。 

 次に、18ページ、繰出金については、各特別会計への繰出金でありまして、財源

不足を補痾する法定外繰出金として、国民健康保険特別会計3,000万円、簡易水道
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特別会計874万2,000円が主なもので、3,927万4,000円を増額するものであります。 

 以上が歳出であります。 

 次に、歳入の主なものについて御説明いたします。１ページをお開きください。 

 まず、地方特例交付金については、国からの交付決定に基づくもので、12万

1,000円を増額するものであります。 

 次に、同ページ、地方交付税については、今回補正の不足額を補うため、普通交

付税１億7,430万円、特別交付税3,000万円を増額するものであります。 

 次に、同ページ、国庫支出金については、個人番号カード交付事務費補助金18万

9,000円、小中一貫教育推進事業委託金88万5,000円の追加が主なものであります。 

 次に、同ページから２ページ、県支出金については、地域振興事業補助金9,314

万8,000円の追加と、県議会議員選挙費委託金23万円の減額が主なものであります。 

 次に、同ページ、寄附金については、ふるさと応援寄附金500万円を増額するも

のであります。 

 次に、３ページ、繰越金については、平成26年度の決算剰余金に基づくもので、

53万円を増額するものであります。 

 次に、同ページ、諸収入については、中南衛生管理組合負担金精算返納金271万

8,000円、自立支援給付費国・県負担金254万3,000円の追加が主なものであります。 

 最後に、同ページ、町債については、恵美之江展望公園整備事業3,100万円を追

加するものであります。 

 以上、説明を終わりますが、説明不足あるいは詳細については、この後の審議に

おいて、それぞれ担当課長より説明を申し上げますので、よろしく御審議方お願い

いたします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑は款別に行います。 

 まず、歳出から、款の１、議会費、４ページ、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  款の２、総務費、４ページから７ページ、質疑ありませんか。

７番、上園和信君。 

○７番（上園和信君）  工事請負費、庁舎の冷暖房設備工事4,000万円が計上されてい

ますが、これは、備品購入じゃなくして補修ということでよろしいですか。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  冷暖房設備自体が、もう全て壊れていて、今、使用できな

い状態ですので、それの取りかえの工事ということになります。 

○議長（小園實重君）  上園和信君。 

○７番（上園和信君）  取りかえということは、新しい冷暖房を購入して設置をすると
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いうことですか。工事請負費で予算は計上したということですか。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  配管から全てやりかえないとできませんので、そこら辺も

含めて、もう補修工事ということになります。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  地域振興費の結婚祝い金、今までいくら組んでいて、今度、

140万円追加するのかどうかお伺いします。 

○議長（小園實重君）  観光課長、坂口浩一君。 

○観光課長（坂口浩一君）  当初の金額と今までに支払った金額ということでいいです

か。（発言する者あり）予算だけですか。（発言する者あり）当初の予算でよろし

いんですか。（発言する者あり）当初の結婚祝い金の予算は、300万円でございま

す。 

○議長（小園實重君）  ６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  300万ですと、合せて440万円か。多分、１組に20万だったと

思いますので、22組を見込んでいるというようですので、非常にいいことだと思い

ますけども、そういうことも見込んで140万円の追加だということで理解してよろ

しいでしょうか。結婚が多くなったということで。 

○議長（小園實重君）  観光課長、坂口浩一君。 

○観光課長（坂口浩一君）  ことしは、予定していた件数よりも申し込みが多くて、既

に当初の予算に達しているということでございます。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  款の３、民生費、７ページから８ページです。質疑はありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  款の４、衛生費、８ページから９ページ、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  款の６、農林水産業費、９ページから12ページ、質疑ありませ

んか。６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  農業振興費の負担金補助金さとうきび低単収緊急対策事業に

184万6,000円の計上をしておりますけれども、これについては、昨年度のさとうき

びの不作に対しての補助かどうかお伺いをいたします。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  農業振興費の補助金関係でありますが、ここにつきま
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しては、平成27、28年期、次年度ということで、平成26年度は低単収でありました

が、その低単収の対策も含めまして、今から作付されます春植え対策の事業という

ことになります。 

 事業内容につきましては、面積を50ヘクタール、例年、南種子町のさとうきび面

積は約500ヘクタールでありますので、その３分の１にかかわります150ヘクタール

のうちの３分の１事業ということで、25、26年度、国のさとうきび増産基金事業と

いう事業がありまして、それで事業実施をしてきておりました。それが、本年度か

らセーフティーネット事業ということに変わりまして、種苗対策ということでなっ

ております。その土づくり対策を継続して、町単独事業で行っていこうということ

で、ケイカル、ヨウリン等の散布深耕作業等にかかわる土づくり対策ということで

あります。さとうきび等につきましては、低単収がここ続いておりますので、農家

等の対策等も全体的にとらなければいけないということで、振興会からも要望書関

係が、ことしの３月に上がってきたところでありますので、その対策等を振興会と

協議をしているところであります。 

○議長（小園實重君）  ６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  要するに、昨年度までの不作に対する補助じゃなくて、今後

のさとうきびの作付に対する補助ということで理解してよろしいですか。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  はい、そうです。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。５番、塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  堆肥センターの運営費でありますけれども、先ほど、総務課長

のほうが機材の修繕だと、そういうふうなことでお聞きしたわけですけども、560

万円という非常に大きい修繕費だと思いますので質問するわけですけれども、購入

した時点では幾らぐらいの機材であったのか、わかれば教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  今回、補修工事関係に出してある修繕費につきまして

は、堆肥センター関係の木質粉砕機の整備ということの修繕費になっております。 

 事業費関係につきましては、一式で、購入時点で7,245万円であります。それと

関連して、ロボットパレタイザーというのを購入しておりますが、ここについては

袋詰め機の一環ということでなっておりますので、2,362万5,000円を含めた形にな

ります。 

○議長（小園實重君）  ５番、塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  この修繕の内容等につきましては理解しましたけれども、この
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修繕に対する保険というのは多分加入しているとは思うんですが、これが何年ぐら

いでそういうふうな保険が適用できて、今はもう適用除外だと、そういうふうなこ

とがわかりましたら教えていただきたいと思います。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  保険等の内容につきましては、詳細は、ちょっと書類

を持ってきておりませんで、答弁は、ちょっとわからないところもあるんですが、

ここについては、消耗をしていく分の、今回の修繕費というふうになっております

が、中身等につきましては、刃の消耗関係等が一時出てきているところがあるもの

で、そこ等の関係の修繕という形になります。 

 今言われます保険等の該当にならないかということにつきましては、適用関係を

ちょっと調べて、範囲内であれば対応していきたいと思います。 

 当初の段階では、もう期限等も過ぎているということもあったということを一部

聞いておりますが、全体的なことはまた再度協議したいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長（小園實重君）  ６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  堆肥センターの運営費の中で、委託料、堆肥生産技術指導業

務委託とありますけども、これは、どこに委託する予定かお伺いいたします。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  堆肥生産技術指導業務委託になりますが、ここについ

ては、今現在、発酵資材購入先であります株式会社山有のところの指導を受ける予

定であります。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。４番、西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  今の修繕費に関連して、木質の粉砕機の粉砕したものについて

の利用はどのようにするんですかね。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  木質粉砕機で１次破砕と２次破砕で活用は違ってくる

んですけども、１次破砕については普通の畜産農家のところにあるカッターをイ

メージしてもらえばいいんですけども、ああいうような形で両方の裁断をしていく

という形で、２次破砕機というのはそれを割った状態にしていくという形になりま

す。 

 その１次破砕から２次破砕の違いというのは、家畜のふん、尿を水分を吸収させ

るという役目があって、一応ここを今、質問の件につきましては、堆肥センターで

の畜ふん関係と混ぜる、戻し堆肥との混入の資材、あとは水分調整剤等に活用する

部分と、大部分は畜産農家の原料との引きかえという形で、今現在は畜産農家から



－133－   

原料を受け入れする段階で、敷料関係を堆肥センターから供給して交換をしている

というのが実情になります。 

○議長（小園實重君）  ４番、西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  木質粉砕機の利用でできた製品の利用というのは、敷料にする

と。というのは、敷料が足りないからということで理解していいと思うんですけれ

ども、今現在、酪農関係でこの敷料関係の輸入関係もできるような形になっており

まして、500万円相当であれば相当な材料が仕入れられるわけで、今後の敷料確保

については課題とは思うんですけれども、これだけの投資をしてというのが疑問に

思えます。 

 堆肥をつくることに関しましては、大きな木材についてはほっておけば三、四年

も例えば腐れるわけで、それをあえて粉砕する必要性もないし、敷料に不足であれ

ば例えば道路の草払いであってもある程度屋根つきのそういうところがあれば、余

り乾燥した、乾いた状態の中でほっておけば乾くんで、敷料にも十分なりますので、

余り投資してのこういう敷料関係の確保というのは、ちょっと問題かなと私は思い

ます。 

○議長（小園實重君）  答弁を求めているんですか。 

○４番（西園 茂君）  先ほどの購入関係に際してどうかということ。 

○議長（小園實重君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  今質問の輸入の敷料関係については、情報としては入

ってきていますが、その金額が幾らということまでは調べておりません。大々的に

は西之表市の酪農家の500頭以上の方が、敷料が確保が厳しいということで、島内

から敷料を確保するためには種子島の森林組合、それと町内ですと立石木材という

形であるんですが、森林組合についても木材の低迷関係でなかなかのこくずの敷料

関係の原料になるところは、畜産農家自体が奪い合っているような状況ということ

がありますので、輸入との比較については今後町内の道路等を払いました、剪定し

たものの利用も含めまして、今後については貴重な利用資源になっていきますので、

それと生産コストを含めまして、輸入、今後の対応策という形で検討させてまいり

たいと思います。 

○議長（小園實重君）  ４番、西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  敷料不足というのは当然な話でして、種子島では。ですから、

飼養管理において敷料を要らない形に改善することが、一番ベターだろうと思いま

す。 

 というのは、今親牛まで全部敷かしておったらほとんど足りませんので、例えば

1町歩とか２町歩程度の放牧地を確保してのやり方もありますし、そういう土手草
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なんかも利用しての敷料もありますし、本当に必要なところというのは子牛、それ

から今キャトルセンターのそういう育成施設関係の場所だけですので、そこら辺も

吟味しながら対応していくことがベターじゃないかと思います。答弁は要りません。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  款の７、商工費、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  款の８、土木費、12ページから15ページ、質疑ありませんか。

６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  この道路維持費の委託料、道路等伐採事業委託、これ多分、

道路に覆いかぶさった木の伐採かと思いますけども、これの単価の出し方ですね、

１時間当たり幾らとか、そういうふうに決めるのか、それとも伐採した量を見て決

めるのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  積算の御質問にお答えいたします。 

 積算の根拠についてでありますけれども、これにつきましては延長等を勘案して、

面積を算出しましてそれに労務単価等を掛けまして、基準の単価を用いてやってお

ります。労務単価の算定については、一部基準の額を減算してこの設計にあたって

いるところでございます。 

○議長（小園實重君）  ６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  道路の草払いはそれでわかりますけども、道路に覆いかぶさ

った木の伐採もそういうふうにして、面積で決めるわけですか。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  先ほどの御質問に対する答弁については、道路の草等の

範囲が限定された分であります。議員御指摘の覆いかぶさった部分につきましては、

基本的には午前中の一般質問でもあったとおり、所有者が伐採をするものでありま

すが、どうしても危険が発生するという状況については、高所作業車を調達して直

営班での作業を行っておりますので、そのような作業で処理をしているということ

で御理解ください。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  ただいまの質問に関連して申し上げますが、基本的には法的な

問題もありますから、これは住民に相談を申し上げれば容易に承諾いただけると思

うんですよ。 

 私は、危険な点は別といたしまして、本格的には次年度以降はいずれにしてもそ
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の町内全域にそうなっておりますので、これは町がやっぱり直営でやるべきだと考

えておりますので、現在の段階においては緊急なところだけをやるということにし

て、しなければいけないんじゃないかとこういうことで、しかしさっきも申し上げ

ましたように、竹が長くなっているところが横に来て自動車が危ない点があります

から、そういう点は担当課のほうでやっぱり見て回って、そういうところは早急に

やるというようなことを指示しているところでございます。 

○議長（小園實重君）  ６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  そうすると、この委託料というのは木の伐採の委託料じゃな

くて、草払いの委託ということですか。木の伐採は直営でやるということですので、

そこら辺は。 

○議長（小園實重君）  建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  ただいま議員御指摘のとおり、これは除草作業を中心と

した道路の管理区域の中の場所をやるということであります。 

○議長（小園實重君）  暫時休憩します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ２時０８分 

再開 午後 ２時０９分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  表現の部分かもしれませんけれども、同様な発注は昨年

も同じ名称で行ってきておりますし、県のほうもこのような形で行っておりますの

で御理解をお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  款の９、消防費、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  款の10、教育費、15ページから17ページ、質疑ありませんか。

４番、西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  ちょっと関連してなんですけども、款の10の教育費の自然の家

の運営費です。島間での議員と語る会の折に出た質問の中に、明確に公民館と、そ

れから自然の家との費用関係が明確でないという質問を受けております。ここら辺

のことが何か話、聞いてみますと、公民館の部屋もないというような話もあります

し、早急に対応していただければというふうに思います。 
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○議長（小園實重君）  社会教育課長、髙田健一郎君。 

○教育委員会社会教育課長（髙田健一郎君）  ただいまの議員の御指摘の件でございま

すけれども、公民館の区分けの部分につきましては、一応今のところ、公民館のほ

うとの話を詰めてるところでございまして、部屋も公民館のほうがここでお願いし

たいというような要望等もありますので、そういった点につきましては、双方で話

をしながら改善をとるように、早いうちに対応していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  広田遺跡運営費の語り部の賃金40万円ですけども、語り部の

方が９名いるというふうに聞いてますが、全体でこの語り部の方に対する賃金は、

年間予算で幾らぐらいを見込んでいるのか、お伺いいたします。 

○議長（小園實重君）  社会教育課長、髙田健一郎君。 

○教育委員会社会教育課長（髙田健一郎君）  現在のところ216万円の予算をいただい

ておりまして、それプラス、今回は夏休みの期間中も、通常第１月曜日を休館日と

して定めているところでありますが、ほかの宇宙開発の展示館とか、そういったと

ころも８月の夏休み期間中には開放して情報提供をしていくということでありまし

て、うちのほうにつきましても、月曜日につきましては全て開放いたしたり、また、

６月には大分県の教育委員会が、600名ほど少年の船ということで来ていただきま

して、こちらのほうの館にも足を運んでいただきました。そういったときにつきま

しても全員招集をかけて、通常は１名でお願いをしているところでありますが、そ

ういった臨時の分もありまして、今回40万円の追加補正をお願いするところであり

ます。 

○議長（小園實重君）  ６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  この広田遺跡の運営費の総予算976万2,000円ですけども、こ

のうち今、話があります語り部の予算が256万円ということですけども、町長、こ

の語り部の人数についても、今後、検討する考えはないかどうか、お伺いいたしま

す。 

○議長（小園實重君）  町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  その辺については、来るのが、例えば学校なんかの旅行関係で

来るというのは何百人というのが来ますが、そうでない場合はぱらぱらでございま

すから、私としては、やっぱり他の館がやってるようなコンピューター式のそれも

導入するということを次年で考えないといけないんじゃないかと。その実情に応じ

てやっていくというのを教育委員会とは協議したいと、このように思っているとこ

ろでございます。 
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○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。４番、西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  参考までに聞かせてください。広田遺跡ミュージアムにつきま

しては、当初３万人の計画でした。半年がすぎようとしておりますけども、今、何

名ですか。 

○議長（小園實重君）  社会教育課長、髙田健一郎君。 

○教育委員会社会教育課長（髙田健一郎君）  ８月末の状況ということで、こちらのほ

うが把握をしてる部分が8,886名ということで、数値的には押さえているところで

あります。 

○議長（小園實重君）  ４番、西園 茂君。 

○４番（西園 茂君）  これは全部300円入ってくるわけですか、平均すると。 

○議長（小園實重君）  社会教育課長、髙田健一郎君。 

○教育委員会社会教育課長（髙田健一郎君）  ただいま8,800名ということでありまし

たが、このうちの6,704名が有料ということになりまして、あと地元の方々とか、

学校関係の社会教育の一環で利用される場合とかいろいろございますので、減免措

置等々もございまして、1,643名につきましては無料という形でなってるところで

あります。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  款の13、諸支出金、18ページ、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  次に、歳入、款の８、地方特別交付金から款の20、町債まで、

一括して質疑はありませんか。６番、広浜喜一郎君。 

○６番（広浜喜一郎君）  この地方交付税、今回の補正２億430万円でして、計22億

3,437万円の計上ですけども、今後も含めまして留保財源はどれぐらい見込んでい

るのか、お伺いいたします。 

○議長（小園實重君）  総務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  留保財源として7,700万円ぐらいを予定をしております。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。７番、上園和信君。 

○７番（上園和信君）  国庫支出金の小中一貫校教育推進事業委託金88万5,000円です

が、これはどういう事業内容ですか。 

○議長（小園實重君）  教育長、遠藤 修君。 

○教育長（遠藤 修君）  お答えします。 

 この小中一貫教育推進事業は、文部科学省の事業を受けて行うものでございまし

て、形態としては、現在の学校施設を生かした施設分離型の小中一貫教育を進める
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ものです。具体的には、中１ギャップの取り組みとか、それから小中連携とか小小

連携、そういうようなものを図っていこうということでございます。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  次に、第２表債務負担行為補正、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  次に、第３表地方債補正、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  次に、全般にわたって質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  ここで、先ほど質疑に対して観光課長の答弁保留がありました

ので、ここで答弁させます。観光課長、坂口浩一君。 

○観光課長（坂口浩一君）  先ほどの広浜議員の御質問の結婚祝い金について、私、ち

ょっと説明不足がございましたので、補足させていただきたいと思います。 

 当初で300万円の予算をいただいておりまして、６月で100万円、追加の補正をい

ただいております。合計、現在400万円ということで、もう20件の申請をいただい

ているということでございます。 

○議長（小園實重君）  以上で、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第45号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、議案第45号平成27年度南種

子町一般会計補正予算（第６号）は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第６ 議案第46号 平成27年度南種子町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）   

○議長（小園實重君）  日程第６、議案第46号平成27年度南種子町国民健康保険事業勘

定特別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  議案第46号平成27年度南種子町国民健康保険事業勘定

特別会計補正予算（第３号）について御説明を申し上げます。 
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 予算書の１枚目をお開きをいただきたいと思います。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,456万1,000円を追加いたしまし

て、予算の総額をそれぞれ10億4,774万7,000円とするものでございます。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては、省略をさせていただきます。 

 予算書をめくっていただき、第２表、債務負担行為補正の廃止につきまして説明

をさせていただきます。 

 南種子町が借り受ける申告受付システム関連機器のリース料につきましては、平

成27年度から導入予定でございましたが、マイナンバー制度に対応したシステム導

入をすることとなったため、関連機器の調達時期が延期となることから廃止をする

ものでございます。 

 次に、事項別明細書の主なものについて歳入から御説明を申し上げます。歳入の

１ページをお願いいたします。 

 款の１、国民健康保険税の補正でございますが、賦課更正によるもので、362万

6,000円を減額いたしまして、総額を１億5,401万1,000円とするものでございます。 

 次に、款の５、国庫支出金でございますが、合計で480万8,000円を減額するもの

でございます。 

 介護納付金や後期高齢者医療費支援金負担金など交付決定通知に伴います減額と

特定健康診査等負担金や財政調整交付金の普通調整交付金の交付申請に伴います補

正が主なものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 款の７、療養給付費交付金でございますが、交付決定通知に伴います補正で、

904万円減額し、総額を3,959万6,000円とするものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 款の13、繰入金でございます。職員給与費等分や出産育児一時金補助対象見込み

の増によります一般会計繰入金3,270万7,000円を追加し、国民健康保険基金繰入金

から2,130万5,000円を繰り入れるものでございます。 

 次に、歳出の４ページをお開きください。 

 款の１、総務費でございます。８月の人事異動に伴います人件費の補正や国保情

報データベースシステムの保守委託料などの契約締結に伴い、減額をするものでご

ざいます。 

 款の２、保険給付費でございますが、一般被保険者の療養給付費及び高額療養費

などの見込み増に伴うものであり、保険給付費全体で3,430万円を追加するもので

ございます。 

 次に、歳出の６ページをお開きをいただきたいと思います。 
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 款の８、保健施設費でありますが、特定健診・保健指導未受診者対策として、委

託料に５万円を追加し、特定健診受動勧奨通知データ・はがき作成を業務委託する

ものでございます。 

 款の11、諸支出金でありますが、平成26年度、特定健診・特定保健指導負担金や

療養給付費国庫負担金並びに退職医療交付金の実績により、1,058万2,000円を返還

するものでございます。 

 同じく、款の11の繰越金でございますが、直営診療施設繰出金として、公立種子

島病院組合の医療機械器具の購入に伴い、国の調整交付金申請により201万6,000円

を追加するものでございます。 

 以上、簡単に説明いたしましたが、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑は全般にわたって行います。質

疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第46号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、議案第46号平成27年度南種

子町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は原案のとおり可決されま

した。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第７ 議案第47号 平成27年度南種子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）   

○議長（小園實重君）  日程第７、議案第47号平成27年度南種子町簡易水道事業特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  それでは、平成27年度簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）について御説明を申し上げます。 

 予算書のほうをごらんいただきたいと思います。 

 平成27年度南種子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,182万6,000円を追加し、歳入歳出予算
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の総額をそれぞれ３億8,060万円とするものでございます。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては、省略をさせていただきます。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の主なものを歳入から説明いたします。 

 まず、款の２、分担金及び負担金ですが、給水装置負担金22万円、給水施設の増

設に伴い、増額するものでございます。 

 次に、款の４、県支出金ですが、権限移譲事務交付金５万6,000円を増額するも

のです。 

 次に、款の５、財産収入ですが、宇宙の種水プロジェクト協定に基づく、原水売

り払い収入として2,505円の収入でありますので、今回、予算計上するものでござ

います。 

 次に、款の６、繰入金ですが、一般会計から874万2,000円の繰入予算を計上する

ものです。 

 次に、款の７、繰越金ですが、前年度繰越金が384万7,638円で確定しましたので、

284万7,000円増額しようとするものでございます。 

 次に、款の８、諸収入ですが、道路改良工事に伴う配水管移設工事補償費の確定

に伴い、４万1,000円減額するものであります。 

 次に、２ページの歳出でございますが、款の１、総務費、一般管理費で、共済費

の社会保険料につきましては、雇用職員の社会保険料を２万2,000円の減額補正す

るものでございます。 

 役務費の保険料につきましては、保有する建物共済金を９万5,000円増額補正す

るものです。委託料につきましては、水道施設電気設備保守業務委託料の確定に伴

う減額であります。 

 公課費の消費税については、予算不足分を100万円増額補正するものです。 

 款の２、事業費の簡易水道施設費ですが、各施設ポンプ等修理のため修繕費を

262万円増額補正するものです。委託料については、漏水工事等委託費50万円、使

用料及び賃借料については、発電機リース料として14万8,000円増額補正するもの

です。 

 工事請負費については、水回り地区配水管布設工事・漏水箇所舗装補修工事ほか

合計で711万7,000円を増額補正するものです。 

 原材料については、修繕・補修工事等で、原材料50万円増額補正するものです。 

 備品購入費については、予算執行済みの額の精算でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方お願いをいたします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑は全般にわたって行います。質

疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第47号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、議案第47号平成27年度南種

子町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第８ 議案第48号 平成27年度南種子町介護保険特別会計補正予算（第３号）   

○議長（小園實重君）  日程第８、議案第48号平成27年度南種子町介護保険特別会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  議案第48号平成27年度南種子町介護保険特別会計補正

予算（第３号）について御説明申し上げます。１枚目をお願いをいたします。 

 今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ38万3,000円を追加し、予算の総

額をそれぞれ６億300万円とするものでございます。 

 第１表、歳入歳出予算補正については、省略をさせていただきます。 

 次に、事項別明細書で主なものについて御説明を申し上げます。 

 歳入の１ページ、介護保険料につきましては、今年度の本賦課を行った結果に基

づき、135万7,000円を増額するものでございます。 

 次に、国庫支出金・支払基金交付金・県支出金・一般会計繰入金につきましては、

保険給付費の増額補正及び地域支援事業の増額及び減額補正に基づき、それぞれ負

担割合によって増額及び減額をするものでございます。 

 歳入の２ページ、款の10の介護保険基金繰入金の減額につきましては、歳入歳出

の差額160万1,000円を基金に繰り戻すものでございます。 

 繰越金35万円につきましては、平成26年度の決算確定により増額するものでござ

います。 

 次に、歳出の３ページでございますが、総務費の一般管理費につきましては、職

員手当・社会保険料の減額に伴うものでございます。 

 介護認定審査会費につきましては、需用費の増額及び備品購入費減額に伴うもの

でございます。 



－143－   

 保険給付費につきましては、今年度のこれまでの実績により今後の所要額を算出

し、それぞれ補正を行うものであり、介護予防住宅改修費で30万円の増額、高額介

護予防サービス費で５万円の増額をするものでございます。 

 款の５の地域支援事業費の予防事業費につきましては、通所型介護予防事業に伴

う報償費の増額、介護予防普及啓発事業に伴う通信運搬費の減額でございます。 

 同じく、款の５の包括的支援事業等につきましては、社会保険料の減額、サービ

ス従事者研修会に伴う報償費・旅費の増額及び委託料の減額でございます。 

 その他会計繰出金５万3,000円につきましては、平成26年度職員給与費等繰入金

精算に伴う一般会計への返納金になります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方お願いいたします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑は全般にわたって行います。質

疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第48号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、議案第48号平成27年度南種

子町介護保険特別会計補正予算（第３号）は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第９ 議案第49号 平成27年度南種子町後期高齢者医療保険特別会計補正予算

（第２号）   

○議長（小園實重君）  日程第９、議案第49号平成27年度南種子町後期高齢者医療保険

特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  議案第49号平成27年度南種子町後期高齢者医療保険特

別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 今回の補正は、後期高齢者医療保険の賦課更正によります保険料の補正と、一般

会計繰入金及び平成26年度決算に伴います繰越金の補正、並びに保険料納付金の減

額が主なものでございます。 

 予算書の１枚目をお開きをいただきたいと思います。 
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 歳入歳出予算の総額からそれぞれ435万1,000円を減額いたしまして、予算の総額

をそれぞれ7,736万8,000円とするものでございます。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては、省略をさせていただきます。 

 それでは、事項別明細書の主なものを歳入から御説明申し上げます。 

 歳入の１ページをお願いいたします。 

 款の１、後期高齢者医療保険料でございますが、賦課更正によるもので、293万

円を減額し、総額を3,585万8,000円とするものでございます。 

 款の４、繰入金でありますが、８月の人事異動により、人件費221万円を減額す

るものでございます。 

 款の５、繰越金でありますが、平成26年度決算に伴い、78万9,000円を追加する

ものでございます。 

 次に、歳出２ページをお開きください。 

 款の１、総務費でございますが、８月の人事異動に伴います人件費等の補正で、

221万円を減額するものでございます。 

 款の２、後期高齢者医療広域連合納付金でありますが、賦課更正によります保険

料の補正に伴い、被保険者保険料の納付金として214万1,000円を減額するものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方お願いいたします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑は全般にわたって行います。質

疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第49号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、議案第49号平成27年度南種

子町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）は原案のとおり可決されまし

た。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第10 同意第７号 固定資産評価員の選任について   

○議長（小園實重君）  日程第10、同意第７号固定資産評価員の選任についてを議題と
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します。 

 当局の説明を求めます。町長、名越 修君。 

○町長（名越 修君）  同意第７号固定資産評価員の選任についてでありますが、南種

子町固定資産評価員に下記の者を選任したいので、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 住所は、南種子町西之4511番地、氏名は、小脇秀則。 

 これは、税務課長がこの対象になっているわけでありまして、今回、人事異動に

伴いまして評価員の選任がえの同意をお願いするということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから同意第７号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、同意第７号固定資産評価員

の選任については原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 散 会   

○議長（小園實重君）  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 次の本会議は９月25日、午前10時に開きます。 

 本日はこれで散会します。御苦労さまでした。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散 会 午後 ２時４１分 
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平成27年第３回南種子町議会定例会会議録 

平成27年９月25日（金曜日） 午前10時開議 

 

１．議事日程（第３号） 

 ○日程第１ 提案理由の説明 

 ○日程第２ 議案第50号 工事請負契約の締結について（平成２７年度南種子町清掃

センター設備補修工事） 

 ○日程第３ 認定第１号 平成２６年度南種子町一般会計歳入歳出決算認定について 

 ○日程第４ 認定第２号 平成２６年度南種子町国民健康保険事業勘定特別会計歳入

歳出決算認定について 

 ○日程第５ 認定第３号 平成２６年度南種子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

 ○日程第６ 認定第４号 平成２６年度南種子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

 ○日程第７ 認定第５号 平成２６年度南種子町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳

出決算認定について 

 ○日程第８ 委員長報告（陳情審査） 

 ○日程第９ 発議第８号 馬毛島移設問題調査特別委員会の設置について 

 ○日程第10 発議第９号 地方創生調査特別委員会の設置について 

 ○日程第11 閉会中の継続審査申し出 

 ○日程第12 閉会中の継続調査申し出 

 ○閉会の宣告 

 

２．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 

 

３．出席議員（１０名） 

    １番  河 野 浩 二 君     ２番  柳 田   博 君 

    ３番  大 﨑 照 男 君     ４番  西 園   茂 君 

    ５番  塩 釜 俊 朗 君     ６番  広 浜 喜一郎 君 

    ７番  上 園 和 信 君     ８番  立 石 靖 夫 君 

    ９番  日 髙 澄 夫 君    １０番  小 園 實 重 君 

 

４．欠席議員（０名） 
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５．出席事務局職員 

 局    長  濱 田 広 文 君   書    記  日 髙 一 幸 君 

 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

  職  名    氏   名       職  名    氏   名    

 町    長  名 越   修 君   副  町  長  長 田   繁 君 

 教  育  長  遠 藤   修 君           髙 田 真 盛 君 

         野 首 知 子 さん  企 画 課 長  河 口 恵一朗 君 

 保健福祉課長  小 西 嘉 秋 君   観 光 課 長  坂 口 浩 一 君 

 総合農政課長  羽 生 幸 一 君   税 務 課 長  小 脇 秀 則 君 

         髙 田 健一郎 君   建 設 課 長  島 﨑 憲一郎 君 

         小 脇 隆 則 君           古 市 義 朗 君 

 保 育 園 長  小 川 ひとみ さん 
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△ 開 会 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 開 議   

○議長（小園實重君）  これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元の日程表のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 提案理由の説明   

○議長（小園實重君）  日程第１、町長から追加議案として提出されました議案第50号

について、提案理由の説明を求めます。町長、名越 修君。 

［名越 修町長登壇］ 

○町長（名越 修君）  提案理由について御説明申し上げます。 

 今回追加提案いたしました案件は、事件案件１件でございます。 

 議案第50号は、工事請負契約の締結についてでございまして、平成27年度南種子

町清掃センター設備補修工事の契約についてでございます。 

 以上、提案理由の説明を終わりますが、詳細につきましては、議案審議の折に担

当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議方お願い申し上げます。 

○議長（小園實重君）  これで提案理由の説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 議案第50号 工事請負契約の締結について（平成27年度南種子町清掃セン

ター設備補修工事） 

○議長（小園實重君）  日程第２、議案第50号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  それでは、議案第50号について御説明申し上げます。 

 工事請負契約の締結について、下記のとおり工事請負契約を締結する。 

 よって、地方自治法第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 契約の目的でございますが、平成27年度南種子町清掃センター設備補修工事でご

ざいます。 

 契約の方法は、指名競争入札でございます。 

 契約金額は7,938万円でございます。 

 契約の相手方、福岡県福岡市南区向野１丁目22番11号、株式会社川崎技研、代表

取締役社長、田中広樹でございます。 

 次に工事の概要でございますが、お手元に参考資料として仮契約書の写し、入札
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結果表、図面を添付してございますので、ごらんをいただきたいと思います。 

 本工事の内容でございますが、南種子町清掃センターの設備補修等でございまし

て、ろ過式集塵機補修、灰固形化整備補修、ＣＯ・Ｏ２濃度計更新、炉内・再燃焼

室耐火物補修を行うものでございます。 

 工期でございますが、平成28年２月29日を予定をしております。 

 以上で説明を終わります。御審議の上、可決くださいますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。５番、塩釜俊

朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  入札の指名業者でありますけれども、契約規則によりますと、

指名競争入札に参加させる者を指名するときには、なるべく５名以上というふうに

示しておりますけれども、今回は２社ということでございますが、その２社以外に、

ほかの業者いなかったのかどうか、お伺いをいたします。 

○議長（小園實重君）  副町長、長田 繁君。 

○副町長（長田 繁君）  ２社よりほかになかったかどうかということでございますが、

２社しかいないということでございます。 

○議長（小園實重君）  ５番、塩釜俊朗君。 

○５番（塩釜俊朗君）  いわゆる専門的な事業というふうなことで、そのほかは社がい

なかったと、そういうようなことですか。 

○議長（小園實重君）  副町長、長田 繁君。 

○副町長（長田 繁君）  あそこの清掃センターの場合、焼却場の部分を川崎技研に発

注をして、工事をしていただいたところでございまして、その関係で、川崎技研と、

それから現在委託契約をしてる業者と、その２社だけでするということになったと

ころでございます。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑ありませんか。７番、上園和信君。 

○７番（上園和信君）  もう１回同じ内容の質問ですが、南種子町契約規則の第21条、

御存じだと思います。契約担当者は指名競争入札に参加させようとする者を指名す

るときは、なるべく５人以上の者についてするものとするというふうにちゃんと明

確に示されております。副町長の説明では、２社しかいなかったという説明であり

ましたが、日本全国、ほんとに２社しかいなかったのか、もう一度説明をお願いい

たします。 

○議長（小園實重君）  副町長、長田 繁君。 

○副町長（長田 繁君）  業者はたくさんおるわけですが、もともと設計段階から建設

段階、そういうところが川崎技研でございましたので、そういう内部のことについ
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てはっきりわかっている業者、それから現在のもう１社は受託してる業者でござい

ますので、ほかのところに発注をしてもきちんとしたものができないんじゃないか

というようなことで、これまでもずっと２社でやってきてございますので、そうい

う形で今回もしたということでございます。 

○議長（小園實重君）  ７番、上園和信君。 

○７番（上園和信君）  そういう考えではちょっと指名競争入札の目的から外れてるん

じゃないかと思います。 

 工期が158日間になってますけど、この焼却がストップするという考えを持って

るんでしょうか。 

○議長（小園實重君）  保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  焼却のほうは、従来どおり運営をしていくということ

でございます。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。９番、日髙澄夫君。 

○９番（日髙澄夫君）  やっぱり物事の判断としては感情的になるんじゃなくて、私、

前に一般質問でも言いましたが、地方自治法の第２条第14項、「地方公共団体は、

その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に最小の経費で最大の効果を

上げられるようにしなければならない。」地方財政法第４条第１項は、「地方公共

団体の経費はその目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えてこれを修正し

てはならない」ということからすると、この一番地方自治体の業務の中で、気をつ

けなければならないのが契約だと思います。そういう点で、業者がいるんだったら、

やっぱり一番肝心なことは一般競争入札、それがなじまない場合に指名競争入札と。

規則そのものは法令の中に入りますから、そうしますと、やっぱり５社以上ぐらい

の指名をして入札をするというのが一番の原則であります。それを感情的に建設当

時の業者だからとか、そういう形で、これまでもやられてきました、確かに。それ

では、やっぱり、今行革をやらなければいけないという中で、果たして契約額

7,938万円が妥当な金額かどうかということが一番問われるわけでありますけども、

そういう点からしますと、２社に指名をしたということ自体が大きな問題になって

くるんじゃないかと思いますが、この２社以外に考えられた業者というのがありま

すか。 

○議長（小園實重君）  副町長、長田 繁君。 

○副町長（長田 繁君）  一番安い方法は、今回の、従来のやり方が一番いいんじゃな

いかというようなことで、頭のほうにはもともとありますので、ほかの業者を入れ

て５社以上にするということについては、全然考えておりませんでした。 

○議長（小園實重君）  ９番、日髙澄夫君。 
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○９番（日髙澄夫君）  そのこと自体が問題なんです。要は工事そのもの、あるいは製

品等については、ＪＩＳ規格だとか、焼却炉を専門的に扱う、その取り扱いの問題

とかいうのが、やっぱり法律のもとになされているわけですから、そうしますと、

感情的に元の業者に仕事をしてもらった方が確実な仕事ができるんじゃないか、安

全な仕事ができるんじゃないか、それとも、ダイオキシンの問題を言えば、800度

以上でないとダイオキシンが発生をする、その発生をさせないためにはフィルター

をつけなければいけないとか、そういうのは、工事仕様書の中にしっかりとたたき

込んでおけばどの業者がやろうとできるわけでありまして、それに違反した場合は、

契約違反で、これはもう破棄すればいいわけですから、それを行政の一方的な考え

方で元の業者であれば安全だろうというふうな、そういう感情的なことはあっては

ならないのじゃないかと思いますけども、その点で、２社以外に焼却炉をつくって

いる業者というのは、ほかには見つからなかったんでしょうか。 

○議長（小園實重君）  副町長、長田 繁君。 

○副町長（長田 繁君）  できる限り５社という形でしたらどうかということでござい

ますが、あの施設をつくってから17年ぐらいになるわけですが、今までそういう形

でずっとやってきておったわけですけれども、今後については、その辺を指摘がご

ざいましたことについて、十分検討をさせて、それができると、安くできるという

ことであれば、そういう方法も考えていきたいと。私どもとしては２社に限定した

のは、今の焼却場を完全に熟知した人にやらせた方がいいんじゃないかという、そ

ういう面から２社ということにしてございますので、御指摘のあったことについて

は、今後検討させていただきたいというふうに思います。 

○議長（小園實重君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第50号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、議案第50号工事請負契約の

締結については、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 認定第１号 平成26年度南種子町一般会計歳入歳出決算認定について   
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日程第４ 認定第２号 平成26年度南種子町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算認定について   

日程第５ 認定第３号 平成26年度南種子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について   

日程第６ 認定第４号 平成26年度南種子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて   

日程第７ 認定第５号 平成26年度南種子町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決

算認定について   

○議長（小園實重君）  日程第３、認定第１号平成26年度南種子町一般会計歳入歳出決

算認定から、日程第７、認定第５号平成26年度南種子町後期高齢者医療保険特別会

計歳入歳出決算認定までの５件を一括上程します。 

 この決算認定議案５件については、議会運営委員会の決定により、後もって決算

審査特別委員会を設置し、これに付託して、閉会中の継続審査とすることとしてお

りますので、説明と質疑は総括的に行います。 

 認定第１号から認定第５号まで、順番に説明を求めます。 

 初めに、認定第１号平成26年度南種子町一般会計歳入歳出決算認定について。総

務課長、髙田真盛君。 

○総務課長（髙田真盛君）  認定第１号平成26年度南種子町一般会計歳入歳出決算認定

について御説明申し上げます。 

 それでは、決算書の96ページをお開きください。 

 決算額につきましては、歳入総額で54億2,120万6,373円、歳出総額で53億6,537

万8,111円、歳入歳出差引残額は5,582万8,262円の黒字となりました。このうち、

翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費繰越額が929万8,000円でありますの

で、差し引いた実質収支額は4,653万262円の黒字決算となっております。 

 さらに、地方自治法並びに地方財政法の規定に基づく財政調整基金への積み立て

を2,600万円いたしましたので、翌年度繰越額は2,053万262円となったところであ

ります。 

 決算額の前年度比については、歳入総額で１億200万4,083円、1.8％の減、歳出

総額で１億961万2,161円、2.0％の減となったところであります。 

 それでは、お手元にＡ４サイズ横４枚つづりの平成26年度一般会計決算説明資料

を配付しておりますので、それに基づいて御説明を申し上げます。 

 この資料の数値につきましては、地方財政状況調査の数値を引用しているため、

決算額及び決算区分が決算書と異なる部分がありますので、その点については御理

解をお願いいたします。 
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 それでは、資料１ページの歳入について御説明いたします。 

 まず、地方税については、７億7,502万4,000円で、全体の14.3％を占めており、

前年度比で1,568万1,000円、2.1％の増となっております。 

 科目別では、町民税が278万7,000円、1.3％の増となり、固定資産税は1,613万

4,000円、3.4％の増となっております。 

 徴収率は町全体で91.1％、前年度より0.6％の増となっております。 

 次に、地方交付税については22億3,699万8,000円で、全体の41.3％と高い割合を

占めており、前年度比で669万9,000円、0.3％の増となっております。これは、補

正係数の見直しや臨時財政対策債償還費の増が主な要因であります。 

 次に、国庫支出金については５億6,056万2,000円で、前年度比で5,169万3,000円、

8.4％の減となっており、主なものとしては、農業体質強化基盤整備促進事業補助

金、防災・安全社会資本整備交付金、地域の元気臨時交付金などの減であります。 

 次に、県支出金につきましては３億1,185万1,000円で、前年度比で１億5,045万

円、32.5％の減となっており、主なものとしては、介護基盤緊急整備等特別対策事

業費補助金、種子島周辺漁業対策事業補助金、団体営農地等災害復旧事業補助金な

どの減であります。 

 次に、繰入金については２億2,311万4,000円で、前年度比で5,186万7,000円、

30.3％の増となっており、主なものとしては、財政調整基金繰入金の増であります。 

 次に、諸収入については、１億1,446万1,000円で、前年度比で1,187万8,000円、

9.4％の減となっており、主なものとしては、畜産担い手育成総合整備事業などの

減であります。 

 次に、地方債については９億1,542万3,000円で、前年度比で5,939万4,000円、

6.9％の増となっており、主なものとしては、観光物産館整備事業の農林水産業債、

広域消防用無線施設整備事業の消防債などの増であります。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 資料については、２ページが目的別による決算額、３ページが性質別による決算

額となっております。歳出の説明につきましては、３ページの性質別による決算額

で御説明申し上げます。３ページをお開きください。 

 まず、義務的経費については、総額で19億9,809万3,000円となっており、全体の

37.2％を占めております。 

 このうち人件費については８億9,413万4,000円、構成比で16.7％、前年度比で

108万2,000円、0.1％の増となっております。 

 扶助費については３億7,739万9,000円、構成比で７％、前年度比で2,441万5,000

円、6.9％の増となっており、臨時福祉給付金などの増が主な要因となっておりま
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す。 

 公債費については７億2,656万円、構成比で13.5％、前年度比で6,072万2,000円、

9.1％の増となっております。これは、平成22年度に発行した一般廃棄物処理事業

債の償還開始が主な要因となっております。 

 次に、投資的経費については、総額で14億9,154万3,000円となっており、全体の

27.8％を占めております。このうち、普通建設事業費については14億5,788万3,000

円で、主なものとしては、観光物産館建設事業、防災行政無線デジタル化整備事業、

広田遺跡史跡整備等事業などであります。 

 次に、物件費を初めとするその他の経費については、総額で18億7,574万3,000円

となっており、全体の35.0％を占めております。このうち物件費については７億

2,619万3,000円、構成比で13.5％、前年度比で1,630万3,000円、2.2％の減となっ

ております。主なものとしては、電算関係管理費、一般廃棄物処理施設運営費、小

中学校管理費などであります。 

 維持補修費については3,966万4,000円で、主なものとしては、町道、農道の維持

管理費、公営住宅や小中学校施設の維持管理費などであります。 

 補助費等については６億6,357万6,000円、構成比で12.4％となっており、主なも

のとしては、一部事務組合に対する負担金、各種団体等への補助金、行政が主催す

る会議等への出会謝金等であります。 

 貸付金については3,116万8,000円で、種子島農業公社、乳用牛導入畜産振興資金、

種子島森林組合などへの貸付金であります。 

 繰出金については４億1,198万3,000円、構成比で7.7％となっており、各特別会

計への繰り出し分であります。 

 次に、各財政指数の状況について御説明申し上げます。４ページをお開きくださ

い。 

 財政力指数は、３カ年平均で0.25となっております。 

 経常収支比率については、前年度より1.1％の減で、92.4％となっております。 

 次に、地方債の平成26年度末現在高については、前年度より２億6,066万3,000円、

4.0％の増となっており、総額で67億23万6,000円となっております。 

 次に、積立金の平成26年度末現在高については、前年度より１億9,983万9,000円、

9.2％の減となっており、総額で19億6,137万7,000円となっております。このうち、

財政調整基金が８億3,576万万1,000円、減債基金が４億7,224万6,000円となってお

ります。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する健全化判断比率の４つの指標につい

て、Ａ４サイズ縦３枚つづりの資料「平成26年度財政健全化判断比率について」に
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基づき、御報告申し上げます。 

 まず、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、黒字か赤字かを判断する

指標のことでありまして、平成26年度は黒字決算でありますので、数値の記載はご

ざいません。 

 次に、実質公債費比率については、一般会計等が負担する元利償還金と公営企業

債の償還に充てたと認められる繰出金、組合等が起こした地方債の償還に充てたと

認められる負担金、補助金などの標準財政規模に対する比率のことでありまして、

３カ年平均で11.6％、単年度で12.3％となっているところであります。 

 最後に、将来負担比率については、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標

準財政規模に対する比率のことでありまして、64.2％となっているところでありま

す。 

 平成26年度については、これら４つの指標とともに、早期健全化基準及び財政再

生基準よりも低くなっており、健全な財政運営がなされていると判断をしていると

ころでありますが、今後についても、各指標の分析をしながら、引き続き、健全な

財政運営に努めていきたいと考えております。 

 以上で、決算の概要についての説明を終わりますが、細部にわたりましては、こ

の後に設置されます決算特別委員会の決算審査において、各課からの詳細な説明が

ありますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（小園實重君）  次に、認定第２号平成26年度南種子町国民健康保険事業勘定特

別会計歳入歳出決算認定について。保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  認定第２号平成26年度南種子町国民健康保険事業勘定

特別会計歳入歳出決算認定について、概要を御説明申し上げます。 

 決算書の115ページをお願いいたします。 

 決算額でございますが、歳入総額９億4,898万8,243円、歳出総額９億2,453万

3,699円、歳入歳出差引残額2,445万4,544円となりました。 

 歳入歳出差引残額2,445万4,544円につきましては、地方自治法の規定により、国

民健康保険基金への全額積み立てを行ったところでございます。 

 概要についてでございますが、決算額の前年度比較でございます。歳入総額で

2,827万1,950円、3.0％の減、歳出総額で4,224万7,628円、4.6％の減となっており

ます。 

 減額の主なものでございますが、歳入では、国庫支出金や国民健康保険基金から

の繰入金の減額等によるものでございます。 

 歳出では、保険給付費の療養諸費が主なものとなっており、3,281万6,214円、
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6.5％の減となっております。 

 主な要因は、一般被保険者の減少による入院受診の減少などが考えられるところ

でございます。 

 平成26年度におきましても、被保険者の健康増進と国保財政の健全運営を図り、

特定健診の実施、人間ドック、がん検診の受診者への助成など、被保険者の負担軽

減を図りながら、受診しやすい体制をつくり、疾病の早期発見、早期治療に努めた

ところであります。 

 国保税の収納状況につきましては、現年度が92.17％、前年比0.18％の増、過年

度が10.45％、前年度比較0.26％の増となっており、全体では0.08％とわずかに増

となったところでございます。 

 被保険者の所得状況は、さとうきびの不作など農業で0.26％減少するなど、依然

厳しい状況が続いており、引き続き運営上の大きな課題となっております。 

 以上で概要について、説明を終わりますが、細部につきましては、決算審査特別

委員会の中で報告をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  次に、認定第３号平成26年度南種子町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について。建設課長、島﨑憲一郎君。 

○建設課長（島﨑憲一郎君）  認定第３号平成26年度南種子町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について御説明をいたします。 

 決算書の116ページをお願いいたします。 

 決算額は、歳入総額で３億111万9,438円、歳出総額は２億9,727万1,800円、歳入

歳出差引残額は384万7,638円となり、その全額を翌年度に繰り越したところであり

ます。決算額の前年度比較では、歳入総額で8,039万2,072円、36.4％の増、歳出総

額で7,786万4,410円、35.5％の増と、それぞれ増額となったところであります。 

 それでは、決算の概要について御説明いたします。まず歳入についてでございま

す。決算書119ページをお願いいたします。 

 使用料及び手数料は１億928万4,506円、前年度比で2.0％減となっております。

これは、現年度水道使用料の収納額が減となったことによるものであります。 

 分担金及び負担金は113万円、前年度比55.9％の減となっております。これは、

前年度未普及地の給水装置の加入実績があったため、負担金が増額となっていたと

ころでありますが、平成26年度におきましては、そのような特殊な要因がなかった

ことから、減となったところであります。 

 国庫支出金は、中央地区簡易水道事業補助金と中央平山地区簡易水道事業国庫補

助金で5,661万円となっております。 

 決算書119ページから120ページをお願いします。 
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 県支出金ですが、衛生費委託金で権限移譲事務交付金として10万3,000円となっ

ております。 

 次に、120ページ、繰入金ですが7,364万360円で、前年度比9.7％減となっており

ます。 

 繰越金でございますが131万9,976円で、前年度比18.9％増となってございます。 

 諸収入でございますが103万1,594円で、前年度比72.1％減となっております。こ

れは、改良工事に伴う配水管移転補償費の減が主な要因であります。 

 次に、121ページをお願いいたします。 

 町債でありますが5,800万円で、前年度からいたしますと4,070万円、235.2％減

となっております。これは、簡易水道事業債であります。 

 次に、122ページの歳出でございます。 

 総務費は6,191万906円で前年度からいたしますと423万2,562円、7.3％増となっ

ております。人件費の増が主な要因となっております。 

 次に、123ページをお願いいたします。 

 事業費は１億6,331万3,993円で、前年度からしますと7,501万6,682円、85.0％増

となっております。これは、中央地区簡易水道事業及び中央平山地区簡易水道事業

に伴う増が主な要因でございます。 

 公債費は7,204万6,899円で、前年度からすると138万4,834円、1.9％の減となっ

ております。 

 以上で、決算の概要の説明を終わりますが、詳細な内容につきましては、この後

設置されます決算審査特別委員会の決算審査におきまして、資料を添えて御説明申

し上げますので、認定方よろしくお願い申し上げます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（小園實重君）  次に、認定第４号平成26年度南種子町介護保険特別会計歳入歳

出決算認定について。保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  認定第４号平成26年度南種子町介護保険特別会計歳入

歳出決算認定について御説明いたします。 

 決算書の142ページをお願いいたします。 

 決算額でございますが、歳入総額６億100万9,003円、歳出総額６億35万8,525円、

歳入歳出差し引き65万478円となりまして、翌年度へ全額を繰り越したところでご

ざいます。 

 決算額の前年度比較につきましては、歳入総額で1,507万4,854円、歳出総額で

1,529万8,227円、それぞれ2.5％の増となっているところでございます。 

 概要でございますが、平成24年度を初年度とした第５期介護保険事業計画に基づ
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き事業を進めてまいったところでございます。平成27年３月末現在の要介護、要支

援認定者数は331人となっており、うち要支援、要介護１の者が144人で、認定者全

体の約43.5％を占めているところでございます。 

 要介護認定者のサービス利用実績は、全体件数7,366件となっておりまして、内

訳としまして、訪問通所サービスが34.1％、居宅介護支援が29.2％、福祉用具貸与

が14.6％、地域密着型サービスが10.6％、短期入所サービスが5.6％、施設サービ

スが6.1％という数字になっております。また、保険給付費は、対前年度1,673万

8,174円、3.2％の増となったところでございます。 

 保険料の徴収実績でございますが、現年度分99.39％、前年度比0.1％増、滞納繰

越分22.12％、前年度比較13.1％増、全体で97.09％、0.2％の増となったところで

ございます。 

 以上簡単でありますが、概要について説明を終わります。細部につきましては、

この後設置予定の決算審査特別委員会の中で報告したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（小園實重君）  次に、認定第５号平成26年度南種子町後期高齢者医療保険特別

会計歳入歳出決算認定について。保健福祉課長、小西嘉秋君。 

○保健福祉課長（小西嘉秋君）  認定第５号平成26年度南種子町後期高齢者医療保険特

別会計歳入歳出決算認定について概要を御説明申し上げます。 

 それでは、決算書の150ページをお願いいたします。 

 決算額でございますが、歳入総額8,034万4,992円、歳出総額7,955万4,968円、歳

入歳出差し引き79万24円となりまして、翌年度へ全額を繰り越したところでござい

ます。 

 概要については、歳入では現年分で後期高齢者保険料3,776万7,500円で、収入未

済額が９万3,000円となりました。徴収率は99.75％の状況でございます。 

 一般会計からの繰入金は、事務費等繰入金及び保険基盤安定繰入金を含め4,042

万1,796円となっております。 

 歳出でございますが、後期高齢者医療広域連合納付金7,058万9,696円、総務管理

費762万6,578円が主なものでございます。 

 以上簡単ですが、概要について説明を終わりますが、細部につきましては、この

後設置予定の決算審査特別委員会の中で報告したいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出全般にわたって、

各会計ごとに行います。 

 初めに、一般会計歳入歳出決算について質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 次に、国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 次に、簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 次に、介護保険特別会計歳入歳出決算について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 次に、後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 お諮りします。認定第１号から認定第５号までの決算認定議案５件については、

６名の委員で構成する平成26年度決算審査特別委員会を設置し、これに審査を付託

して、閉会中の継続審査としたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第５号まで

の決算認定議案５件については、６名の委員で構成する平成26年度決算審査特別委

員会を設置し、これに付託して、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 お諮りします。平成26年度決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会

条例第７条第４項の規定によって、塩釜俊朗君、柳田 博君、上園和信君、西園 

茂君、河野浩二君、日髙澄夫君を指名したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、平成26年度決算審査特別委

員会の委員は、塩釜俊朗君、柳田 博君、上園和信君、西園 茂君、河野浩二君、

日髙澄夫君を選任することに決定しました。 

 ここで暫時休憩します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時４８分 

再開 午前１０時５７分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 特別委員会の正副委員長が決定した旨報告がありましたので、お知らせします。 

 平成26年度決算審査特別委員会の委員長に塩釜俊朗君、副委員長に日髙澄夫君。 

 以上、お知らせします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第８ 委員長報告（陳情審査）   

○議長（小園實重君）  日程第８、委員長報告の件を議題とします。 

 議員報酬及び議員定数等調査特別委員会に付託していました陳情につきましては、

お手元に審査結果報告書をお配りしておりますが、審査の経過と結果について、議

員報酬及び議員定数等調査特別委員会委員長の報告を求めます。議員報酬及び議員

定数等調査特別委員会委員長、上園和信君。 

［上園和信議員報酬及び議員定数等調査特別委員会委員長登壇］ 

○議員報酬及び議員定数等調査特別委員会委員長（上園和信君）  議員報酬及び議員定

数等調査特別委員会に付託されておりました、陳情第３号議員報酬の減額及び議員

定数15名への増等に関する陳情について、審査の経過と結果を報告します。 

 陳情者は、南種子町中之下1919-137、岩坪 巌氏であります。 

 平成27年６月25日、当特別委員会は、委員全員が出席して、議会第１委員会室で

委員会を開き、提出者岩坪 巌氏に出席を要請し、陳情の趣旨説明を求めたところ

であります。 

 報酬の件では、議員の皆さんも町民から議員報酬が高過ぎるとの声を耳が痛くな

るほど聞かされたと思う。本町の町民は１カ月間汗水流しても20万円を超す月収を

得ている人は一部の人たちです。定例会と臨時会の日数は過年度分では25日間にな

っており、日当に換算してみると何と12万円となる。また、町民のために働きます

と約束して当選したのに、集落に対しても、支持者に対しても何の話もしてくれな

い。議会が終わるとすぐに農作業や自分のためのことを優先し、報酬に頼って生活

している。そう思える議員がいる。 

 議員定数増については、議員定数を15名に改正し、８名を小学校区代表として地

区公民館長を兼務とし、７人を町全体から選挙によって選ぶこととする。15名にす

ると、現在の報酬を半分にしないと歳費の増額になります。町民の声を代弁する口

数は多いほうがよく、小さな校区にも光を当てることが大事であり、選挙区を設け

ることは法律上可能ですとの説明であります。 

 質疑に入り、「公民館長に議員を兼務してもらう趣旨は」、「各校区の公民館の

人たちが、あなたが公民館長と兼務してくれるのであれば私たちの校区から議員に

当選させましょうというのが本来のやり方、条例で決めることが可能だということ

であれば話は別」、「報酬に関して南種子町内は人材不足。若い人を育てる中では、
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議員報酬については引き上げてもいいなと思っているが」、「今の議員の発言につ

いては非常に不愉快。若い人に手を挙げてもらうために報酬を上げるという考え方

は大きな間違い。町民のために働くということは対価の問題ではない。南種子の将

来のために若い人も育てながら、頑張ろうというのが議員の本来の姿だと思う」、

「この陳情が議会で否決されたときは住民運動によって実現を図るとの文言。議会

をおどすような陳情でよいのか」、「署名運動して回ったときそういう意見が結構

あった。議会が採択してくれなかったら住民パワーで解散を求める運動を起こそう

じゃないか。解散まで行かなくても、この陳情を採択してもらうように運動しよう

じゃないかというのが目的」などの質疑応答内容であります。 

 審査のまとめに移り、本日決定するか、継続審査とするかを委員に諮ったところ、

次の２つの意見が出されました。 

 一つは、陳情は議員報酬の減額と議員定数15名の増であるが、これを議員報酬減

と議員定数増に切り離し、議員報酬を10％削減することとし、７月１日から実施。

議員定数15名増については継続審査とするほうが適当ではないか。 

 ２つ目は、陳情のとおり、議員報酬の減額及び議員定数15名への増等については

一括で取り扱い、今後、調査研究しながら慎重な審査が必要なことから、継続審査

とするほうが望ましいのではないか。 

 この２つの意見について、起立により賛否を問うたところであります。 

 その結果、議員報酬については、平成27年７月１日から10％減額することとし、

議員定数15名増については、継続審査とするの意見に対しては起立少数。議員報酬

の減額及び議員定数15名への増等については、継続審査とする意見には起立多数で

ありました。したがって、議員報酬の減額及び議員定数15名への増等に関する陳情

は、継続審査と決定したところであります。 

 平成27年７月28日、全委員が出席し、第１委員会室で委員会を開きました。 

 委員会には、陳情書に、選挙区の設定と、このことが議会で否決されたときは住

民運動によって実現を図るとの文言がありますので、公職選挙法との関係を調査す

るため、選挙管理委員会事務局職員に出席要請し、委員長、事務局長、書記が出席

し、必要条項の説明を求めたところであります。 

 選挙区の設定については、公職選挙法第12条第４項に、「市町村の議会の議員は、

選挙区がある場合にあっては、各選挙区において、選挙区がない場合にあっては、

その市町村の区域において、選挙する」と規定されており、原則としては選挙区を

設けず、当該市町村の区域を一つの単位として選挙を行うこととなっているが、同

法第15条第６項に、「市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙に

つき、条例で選挙区を設けることができる」と規定されておりますので、選挙区の
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設定は可能と考える。しかし、同条第７項において、「選挙区を設ける場合におい

ては、行政区画、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総

合的に考慮して合理的に行わなければならない」と規定されていることから、この

規定も踏まえ、特に必要があるときに該当するかの判断が必要になってくると考え

ます。 

 リコールについては、議会議員選挙後１年間は解散請求はできないとの説明であ

りました。 

 次に、選挙区について、全国の状況を議会事務局長より報告。 

 まず、愛媛県上島町、平成27年７月１日現在、人口は7,398人、瀬戸内海に浮か

ぶ島で、平成16年10月１日に１町３村で合併、旧町村ごとに選挙区設定、現在も合

併当時の４選挙区のままで、前回の選挙は定数14人に対し16人が立候補、２選挙区

は無投票当選。2016年11月選挙に向けて、選挙区の取り扱いについて検討中とのこ

と。 

 続いて、岐阜県揖斐川町、平成27年７月１日現在、人口２万2,496人、平成17年

１月31日に１町５村で合併、面積が803.44平方キロメートル、ちなみに南種子町は

110.36平方キロメートル、旧町村ごとに選挙区を設定、６選挙区。前回の選挙は定

数16人に対して19人が立候補、４選挙区は無投票当選。次回の選挙に向けて、議会

改革検討委員会で選挙区の取り扱いについて検討中との報告であります。 

 質疑に入りましたが、質疑もなく、討論に移りましたが、討論もなく、採決に入

り、採決は起立により行いました。 

 採決の結果、陳情第３号議員報酬の減額及び議員定数15名への増等に関する陳情

は、起立少数でありました。よって、不採択すべきものと決定をしました。 

 以上で、議員報酬及び議員定数等調査特別委員会の陳情審査の経過と結果につい

て、報告を終わります。 

○議長（小園實重君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから陳情第３号について採決します。この採決は起立によって行います。本

件に対する委員長の報告は不採択です。陳情第３号について採択することに賛成の

方は起立願います。 
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［賛成者起立］ 

○議長（小園實重君）  起立少数です。したがって、陳情第３号議員報酬の減額及び議

員定数15名への増等に関する陳情については、不採択とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第９ 発議第８号 馬毛島移設問題調査特別委員会の設置について   

○議長（小園實重君）  日程第９、発議第８号馬毛島移設問題調査特別委員会の設置に

関する決議を議題とします。提出者の説明を求めます。立石靖夫君。 

［立石靖夫君登壇］ 

○８番（立石靖夫君）  発議第８号について説明を申し上げます。 

 提出者は、南種子町議会議員、立石靖夫であります。 

 馬毛島移設問題調査特別委員会の設置についてであります。上記議案を、別紙の

とおり会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 馬毛島移設問題調査特別委員会の設置に関する決議であります。次のとおり、馬

毛島移設問題調査特別委員会を設置するものといたします。 

 名称は、馬毛島移設問題調査特別委員会。 

 設置の根拠、地方自治法第109条及び委員会条例第５条であります。 

 目的は、馬毛島移設問題に関する調査のためであります。 

 委員の定数は９名であります。 

 以上で説明をおわります。議員の各位の御賛同をよろしくお願いします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。原案に反対の発言者の発言を許

します。９番、日髙澄夫君。 

［日髙澄夫君登壇］ 

○９番（日髙澄夫君）  ただいま立石靖夫議員から提案がありました馬毛島問題の特別

調査委員会に対して、私はもともと議員になったころから、この問題が協議会に参

加するという南種子町議会の決定に基づいてやってきましたので、それを特別に問

題がはっきりしないのに離脱するということが、ちょっと私なりに問題があるとい

うふうな気持ちから、反対をするものであります。 

○議長（小園實重君）  次に、原案に賛成者の発言はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（小園實重君）  討論を終わります。 

 これから発議第８号を採決します。この採決は起立により行います。 

 お諮りします。発議第８号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（小園實重君）  起立多数です。したがって、発議第８号馬毛島移設問題調査特

別委員会の設置に関する決議は、可決されました。 

 お諮りします。ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第７条第４項の規定によって、塩釜俊朗君、柳田 博君、大﨑照男君、上

園和信君、西園 茂君、河野浩二君、広浜喜一郎君、立石靖夫君、日髙澄夫君を指

名したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、馬毛島移設問題調査特別委

員会委員は、塩釜俊朗君、柳田 博君、大﨑照男君、上園和信君、西園 茂君、河

野浩二君、広浜喜一郎君、立石靖夫君、日髙澄夫君に決定しました。 

 ここで暫時休憩します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時１６分 

再開 午前１１時２６分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 正副委員長が決定した旨報告がありましたので、お知らせします。 

 委員長に立石靖夫君、副委員長に河野浩二君。 

 以上、お知らせします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第10 発議第９号 地方創生調査特別委員会の設置について   

○議長（小園實重君）  日程第10、発議第９号地方創生調査特別委員会の設置に関する

決議を議題とします。提出者の説明を求めます。西園 茂君。 

［西園 茂君登壇］ 

○４番（西園 茂君）  発議第９号について説明を申し上げます。 

 提出者は、私、南種子町議会議員、西園 茂であります。 

 地方創生調査特別委員会の設置についてであります。上記議案を、別紙のとおり

会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 地方創生調査特別委員会の設置に関する決議、次のとおり、地方創生調査特別委
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員会の設置するものとする。 

 名称、地方創生調査特別委員会。 

 設置の根拠、地方自治法第109条及び委員会条例第５条。 

 目的、地方創生に関する調査のため。 

 委員の定数、６名。 

 以上で説明を終わります。議員各位の御賛同方よろしくお願いいたします。 

○議長（小園實重君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  討論なしと認めます。 

 これから発議第９号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、発議第９号地方創生調査特

別委員会の設置に関する決議は、原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第７条第４項の規定によって、塩釜俊朗君、柳田 博君、大﨑照男君、西

園 茂君、河野浩二君、日髙澄夫君を指名したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、地方創生調査特別委員会委

員は、塩釜俊朗君、柳田 博君、大﨑照男君、西園 茂君、河野浩二君、日髙澄夫

君に決定しました。 

 ここで暫時休憩します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時３０分 

再開 午前１１時３９分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（小園實重君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 正副委員長が決定した旨報告がありましたので、お知らせします。 

 委員長に西園 茂君、副委員長に柳田 博君。 

 以上、お知らせします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 
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日程第11 閉会中の継続審査申し出   

○議長（小園實重君）  日程第11、閉会中の継続審査申し出の件を議題とします。 

 委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申し出のとお

り、閉会中の継続審査申し出があります。 

 お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、申し出のとおり、閉会中の

継続審査とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第12 閉会中の継続調査申し出   

○議長（小園實重君）  日程第12、閉会中の継続調査申し出の件を議題とします。 

 委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申し出のとお

り、それぞれ閉会中の継続調査申し出があります。 

 お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小園實重君）  異議なしと認めます。したがって、申し出のとおり閉会中の継

続調査とすることに決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 閉 会   

○議長（小園實重君）  以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。平成27年第３回南種子町議会定例会を閉会します。御苦労さま

でした。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

閉 会 午前１１時４１分 



－167－   

 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項によりここに署名する。 

 

 

           南種子町議会議長  小 園 實 重 

 

 

           南種子町議会議員  西 園   茂 

 

 

           南種子町議会議員  塩 釜 俊 朗 



－168－   

 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項によりここに署名する。 

 

 

           南種子町議会議長   

 

 

           南種子町議会議員   

 

 

           南種子町議会議員   

 

 


	表紙
	H27第3回定例会会議録目次
	H27H27第3回定例会会期日程
	H27第3回定例会第1日
	H27第3回定例会第2日
	H27第3回定例会第3日


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /00
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BalloonD-ExtrBold
    /Batang
    /BatangChe
    /BellevueD-Regu
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CRBajoka-R
    /CRCandGRyuurei-M
    /CRPCandGRyuurei-M
    /DCAi-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WING-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WING-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WING-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WINP-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WIN-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DeVinneOrn
    /DFCraftSumi-W9-WING-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFRenMenTai-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WING-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WIN-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dotum
    /DotumChe
    /edit
    /elena
    /EmbassyJS
    /EstrangeloEdessa
    /FC-ChibaPenjitai
    /FC-FudeKaishotai
    /FC-FukuroIma310
    /FC-FukuroIma513
    /FC-FukuroKanteiryuEdomoji
    /FC-FukuroKasaneMaruGothicH
    /FC-FukuroMaruGothictai-H
    /FC-Gothictai-B
    /FC-Gothictai-H
    /FC-Gothictai-L
    /FC-Gothictai-M
    /FC-GyoKaishotai
    /FC-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiChubutoMinchotai
    /FC-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMinchotai
    /FC-HeiseiKakuGothictai
    /FC-HeiseiMaruGothictai
    /FC-HeiseiMinchotai
    /FC-Higemoji
    /FC-Hikkitai
    /FC-Illust
    /FC-Ima108
    /FC-Ima205
    /FC-Ima310
    /FC-Ima407
    /FC-Ima513
    /FC-KageIma310
    /FC-KageIma513
    /FC-KageKanteiryuEdomoji
    /FC-KageKasaneMaruGothicH
    /FC-KageMaruGothictai-H
    /FC-KanteiryuEdomoji
    /FC-KasaneMaruGothicH
    /FC-KigouGothic
    /FC-KigouMincho
    /FC-Kyokashotai-L
    /FC-Kyokashotai-M
    /FC-MaruGothictai-B
    /FC-MaruGothictai-H
    /FC-MaruGothictai-L
    /FC-MaruGothictai-M
    /FC-Marumoji
    /FC-Minchotai-B
    /FC-Minchotai-H
    /FC-Minchotai-L
    /FC-Minchotai-M
    /FC-MouhitsuGyosho
    /FC-MouhitsuKaisho
    /FC-Reishotai
    /FC-SeiKaishotai-M
    /FC-SignBord16G
    /FC-TakahashiReishotai
    /FC-TanKointai
    /FC-Tile16G
    /FC-WebChubby
    /FC-WebLine
    /Fj-ChibaPenjitai
    /Fj-Cube16G
    /Fj-FudeKaishotai
    /Fj-FukuroIma310
    /Fj-FukuroIma513
    /Fj-FukuroKanteiryuEdomoji
    /Fj-FukuroKasaneMaruGothicH
    /Fj-FukuroMaruGothictai-H
    /Fj-Gothictai-B
    /Fj-Gothictai-H
    /Fj-Gothictai-L
    /Fj-Gothictai-M
    /Fj-GyoKaishotai
    /Fj-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiChubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiKakuGothictai
    /Fj-HeiseiMaruGothictai
    /Fj-HeiseiMinchotai
    /Fj-Higemoji
    /Fj-Hikkitai
    /Fj-Ima108
    /Fj-Ima205
    /Fj-Ima310
    /Fj-Ima407
    /Fj-Ima513
    /Fj-KageIma310
    /Fj-KageIma513
    /Fj-KageKanteiryuEdomoji
    /Fj-KageKasaneMaruGothicH
    /Fj-KageMaruGothictai-H
    /Fj-KanteiryuEdomoji
    /Fj-KasaneMaruGothicH
    /Fj-Kyokashotai-L
    /Fj-Kyokashotai-M
    /Fj-MaruGothictai-B
    /Fj-MaruGothictai-H
    /Fj-MaruGothictai-L
    /Fj-MaruGothictai-M
    /Fj-Marumoji
    /Fj-Minchotai-B
    /Fj-Minchotai-H
    /Fj-Minchotai-L
    /Fj-Minchotai-M
    /Fj-MouhitsuGyosho
    /Fj-MouhitsuKaisho
    /Fj-Reishotai
    /Fj-SeiKaishotai-M
    /Fj-SignBord16G
    /Fj-TakahashiReishotai
    /Fj-TanKointai
    /Fj-Tile16G
    /Fj-WebChubby
    /Fj-WebLine
    /FO-Gothictai
    /FO-Gothictai-HANKAKU
    /FO-Gothictai-TOKUSYU
    /FO-Ima513
    /FO-Kyokashotai-L
    /FO-MaruGothictai-L
    /FO-Minchotai
    /FO-Minchotai-HANKAKU
    /FO-Minchotai-TOKUSYU
    /FO-MouhitsuGyosho
    /FO-MouhitsuKaisho
    /FO-TakahashiReishotai
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FU-Gothictai
    /FU-Minchotai
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /GC-Special-Character
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicMB101Pro-Bold
    /GothicMB101Pro-Heavy
    /GothicMB101Pro-Ultra
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HGGothicE
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HiraginoMin-W4-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W4-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90ms-RKSJ-H
    /Impact
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /Jun101Pro-Light
    /Jun201Pro-Regular
    /Jun34Pro-Medium
    /Jun501Pro-Bold
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /Kartika
    /KyokaICAPro-Light
    /KyokaICAPro-Medium
    /KyokaICAPro-Regular
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MonotypeCorsiva
    /MotoyaGothic-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90ms-RKSJ-H
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NSimSun
    /OCRB
    /OCR-B
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParkAveD
    /PMingLiU
    /Raavi
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShinseiKaiPro-CBSK1
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SkidoosD
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /00
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BalloonD-ExtrBold
    /Batang
    /BatangChe
    /BellevueD-Regu
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CRBajoka-R
    /CRCandGRyuurei-M
    /CRPCandGRyuurei-M
    /DCAi-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WING-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WING-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WING-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WINP-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WIN-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DeVinneOrn
    /DFCraftSumi-W9-WING-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFRenMenTai-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WING-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WIN-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dotum
    /DotumChe
    /edit
    /elena
    /EmbassyJS
    /EstrangeloEdessa
    /FC-ChibaPenjitai
    /FC-FudeKaishotai
    /FC-FukuroIma310
    /FC-FukuroIma513
    /FC-FukuroKanteiryuEdomoji
    /FC-FukuroKasaneMaruGothicH
    /FC-FukuroMaruGothictai-H
    /FC-Gothictai-B
    /FC-Gothictai-H
    /FC-Gothictai-L
    /FC-Gothictai-M
    /FC-GyoKaishotai
    /FC-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiChubutoMinchotai
    /FC-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMinchotai
    /FC-HeiseiKakuGothictai
    /FC-HeiseiMaruGothictai
    /FC-HeiseiMinchotai
    /FC-Higemoji
    /FC-Hikkitai
    /FC-Illust
    /FC-Ima108
    /FC-Ima205
    /FC-Ima310
    /FC-Ima407
    /FC-Ima513
    /FC-KageIma310
    /FC-KageIma513
    /FC-KageKanteiryuEdomoji
    /FC-KageKasaneMaruGothicH
    /FC-KageMaruGothictai-H
    /FC-KanteiryuEdomoji
    /FC-KasaneMaruGothicH
    /FC-KigouGothic
    /FC-KigouMincho
    /FC-Kyokashotai-L
    /FC-Kyokashotai-M
    /FC-MaruGothictai-B
    /FC-MaruGothictai-H
    /FC-MaruGothictai-L
    /FC-MaruGothictai-M
    /FC-Marumoji
    /FC-Minchotai-B
    /FC-Minchotai-H
    /FC-Minchotai-L
    /FC-Minchotai-M
    /FC-MouhitsuGyosho
    /FC-MouhitsuKaisho
    /FC-Reishotai
    /FC-SeiKaishotai-M
    /FC-SignBord16G
    /FC-TakahashiReishotai
    /FC-TanKointai
    /FC-Tile16G
    /FC-WebChubby
    /FC-WebLine
    /Fj-ChibaPenjitai
    /Fj-Cube16G
    /Fj-FudeKaishotai
    /Fj-FukuroIma310
    /Fj-FukuroIma513
    /Fj-FukuroKanteiryuEdomoji
    /Fj-FukuroKasaneMaruGothicH
    /Fj-FukuroMaruGothictai-H
    /Fj-Gothictai-B
    /Fj-Gothictai-H
    /Fj-Gothictai-L
    /Fj-Gothictai-M
    /Fj-GyoKaishotai
    /Fj-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiChubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiKakuGothictai
    /Fj-HeiseiMaruGothictai
    /Fj-HeiseiMinchotai
    /Fj-Higemoji
    /Fj-Hikkitai
    /Fj-Ima108
    /Fj-Ima205
    /Fj-Ima310
    /Fj-Ima407
    /Fj-Ima513
    /Fj-KageIma310
    /Fj-KageIma513
    /Fj-KageKanteiryuEdomoji
    /Fj-KageKasaneMaruGothicH
    /Fj-KageMaruGothictai-H
    /Fj-KanteiryuEdomoji
    /Fj-KasaneMaruGothicH
    /Fj-Kyokashotai-L
    /Fj-Kyokashotai-M
    /Fj-MaruGothictai-B
    /Fj-MaruGothictai-H
    /Fj-MaruGothictai-L
    /Fj-MaruGothictai-M
    /Fj-Marumoji
    /Fj-Minchotai-B
    /Fj-Minchotai-H
    /Fj-Minchotai-L
    /Fj-Minchotai-M
    /Fj-MouhitsuGyosho
    /Fj-MouhitsuKaisho
    /Fj-Reishotai
    /Fj-SeiKaishotai-M
    /Fj-SignBord16G
    /Fj-TakahashiReishotai
    /Fj-TanKointai
    /Fj-Tile16G
    /Fj-WebChubby
    /Fj-WebLine
    /FO-Gothictai
    /FO-Gothictai-HANKAKU
    /FO-Gothictai-TOKUSYU
    /FO-Ima513
    /FO-Kyokashotai-L
    /FO-MaruGothictai-L
    /FO-Minchotai
    /FO-Minchotai-HANKAKU
    /FO-Minchotai-TOKUSYU
    /FO-MouhitsuGyosho
    /FO-MouhitsuKaisho
    /FO-TakahashiReishotai
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FU-Gothictai
    /FU-Minchotai
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /GC-Special-Character
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicMB101Pro-Bold
    /GothicMB101Pro-Heavy
    /GothicMB101Pro-Ultra
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HGGothicE
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HiraginoMin-W4-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W4-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90ms-RKSJ-H
    /Impact
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /Jun101Pro-Light
    /Jun201Pro-Regular
    /Jun34Pro-Medium
    /Jun501Pro-Bold
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /Kartika
    /KyokaICAPro-Light
    /KyokaICAPro-Medium
    /KyokaICAPro-Regular
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MonotypeCorsiva
    /MotoyaGothic-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90ms-RKSJ-H
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NSimSun
    /OCRB
    /OCR-B
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParkAveD
    /PMingLiU
    /Raavi
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShinseiKaiPro-CBSK1
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SkidoosD
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /00
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BalloonD-ExtrBold
    /Batang
    /BatangChe
    /BellevueD-Regu
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CRBajoka-R
    /CRCandGRyuurei-M
    /CRPCandGRyuurei-M
    /DCAi-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WING-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WING-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WING-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WINP-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WIN-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DeVinneOrn
    /DFCraftSumi-W9-WING-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFRenMenTai-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WING-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WIN-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dotum
    /DotumChe
    /edit
    /elena
    /EmbassyJS
    /EstrangeloEdessa
    /FC-ChibaPenjitai
    /FC-FudeKaishotai
    /FC-FukuroIma310
    /FC-FukuroIma513
    /FC-FukuroKanteiryuEdomoji
    /FC-FukuroKasaneMaruGothicH
    /FC-FukuroMaruGothictai-H
    /FC-Gothictai-B
    /FC-Gothictai-H
    /FC-Gothictai-L
    /FC-Gothictai-M
    /FC-GyoKaishotai
    /FC-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiChubutoMinchotai
    /FC-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMinchotai
    /FC-HeiseiKakuGothictai
    /FC-HeiseiMaruGothictai
    /FC-HeiseiMinchotai
    /FC-Higemoji
    /FC-Hikkitai
    /FC-Illust
    /FC-Ima108
    /FC-Ima205
    /FC-Ima310
    /FC-Ima407
    /FC-Ima513
    /FC-KageIma310
    /FC-KageIma513
    /FC-KageKanteiryuEdomoji
    /FC-KageKasaneMaruGothicH
    /FC-KageMaruGothictai-H
    /FC-KanteiryuEdomoji
    /FC-KasaneMaruGothicH
    /FC-KigouGothic
    /FC-KigouMincho
    /FC-Kyokashotai-L
    /FC-Kyokashotai-M
    /FC-MaruGothictai-B
    /FC-MaruGothictai-H
    /FC-MaruGothictai-L
    /FC-MaruGothictai-M
    /FC-Marumoji
    /FC-Minchotai-B
    /FC-Minchotai-H
    /FC-Minchotai-L
    /FC-Minchotai-M
    /FC-MouhitsuGyosho
    /FC-MouhitsuKaisho
    /FC-Reishotai
    /FC-SeiKaishotai-M
    /FC-SignBord16G
    /FC-TakahashiReishotai
    /FC-TanKointai
    /FC-Tile16G
    /FC-WebChubby
    /FC-WebLine
    /Fj-ChibaPenjitai
    /Fj-Cube16G
    /Fj-FudeKaishotai
    /Fj-FukuroIma310
    /Fj-FukuroIma513
    /Fj-FukuroKanteiryuEdomoji
    /Fj-FukuroKasaneMaruGothicH
    /Fj-FukuroMaruGothictai-H
    /Fj-Gothictai-B
    /Fj-Gothictai-H
    /Fj-Gothictai-L
    /Fj-Gothictai-M
    /Fj-GyoKaishotai
    /Fj-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiChubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiKakuGothictai
    /Fj-HeiseiMaruGothictai
    /Fj-HeiseiMinchotai
    /Fj-Higemoji
    /Fj-Hikkitai
    /Fj-Ima108
    /Fj-Ima205
    /Fj-Ima310
    /Fj-Ima407
    /Fj-Ima513
    /Fj-KageIma310
    /Fj-KageIma513
    /Fj-KageKanteiryuEdomoji
    /Fj-KageKasaneMaruGothicH
    /Fj-KageMaruGothictai-H
    /Fj-KanteiryuEdomoji
    /Fj-KasaneMaruGothicH
    /Fj-Kyokashotai-L
    /Fj-Kyokashotai-M
    /Fj-MaruGothictai-B
    /Fj-MaruGothictai-H
    /Fj-MaruGothictai-L
    /Fj-MaruGothictai-M
    /Fj-Marumoji
    /Fj-Minchotai-B
    /Fj-Minchotai-H
    /Fj-Minchotai-L
    /Fj-Minchotai-M
    /Fj-MouhitsuGyosho
    /Fj-MouhitsuKaisho
    /Fj-Reishotai
    /Fj-SeiKaishotai-M
    /Fj-SignBord16G
    /Fj-TakahashiReishotai
    /Fj-TanKointai
    /Fj-Tile16G
    /Fj-WebChubby
    /Fj-WebLine
    /FO-Gothictai
    /FO-Gothictai-HANKAKU
    /FO-Gothictai-TOKUSYU
    /FO-Ima513
    /FO-Kyokashotai-L
    /FO-MaruGothictai-L
    /FO-Minchotai
    /FO-Minchotai-HANKAKU
    /FO-Minchotai-TOKUSYU
    /FO-MouhitsuGyosho
    /FO-MouhitsuKaisho
    /FO-TakahashiReishotai
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FU-Gothictai
    /FU-Minchotai
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /GC-Special-Character
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicMB101Pro-Bold
    /GothicMB101Pro-Heavy
    /GothicMB101Pro-Ultra
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HGGothicE
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HiraginoMin-W4-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W4-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90ms-RKSJ-H
    /Impact
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /Jun101Pro-Light
    /Jun201Pro-Regular
    /Jun34Pro-Medium
    /Jun501Pro-Bold
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /Kartika
    /KyokaICAPro-Light
    /KyokaICAPro-Medium
    /KyokaICAPro-Regular
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MonotypeCorsiva
    /MotoyaGothic-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90ms-RKSJ-H
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NSimSun
    /OCRB
    /OCR-B
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParkAveD
    /PMingLiU
    /Raavi
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShinseiKaiPro-CBSK1
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SkidoosD
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /00
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BalloonD-ExtrBold
    /Batang
    /BatangChe
    /BellevueD-Regu
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CRBajoka-R
    /CRCandGRyuurei-M
    /CRPCandGRyuurei-M
    /DCAi-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WING-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WING-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WING-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WINP-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WIN-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DeVinneOrn
    /DFCraftSumi-W9-WING-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFRenMenTai-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WING-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WIN-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dotum
    /DotumChe
    /edit
    /elena
    /EmbassyJS
    /EstrangeloEdessa
    /FC-ChibaPenjitai
    /FC-FudeKaishotai
    /FC-FukuroIma310
    /FC-FukuroIma513
    /FC-FukuroKanteiryuEdomoji
    /FC-FukuroKasaneMaruGothicH
    /FC-FukuroMaruGothictai-H
    /FC-Gothictai-B
    /FC-Gothictai-H
    /FC-Gothictai-L
    /FC-Gothictai-M
    /FC-GyoKaishotai
    /FC-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiChubutoMinchotai
    /FC-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMinchotai
    /FC-HeiseiKakuGothictai
    /FC-HeiseiMaruGothictai
    /FC-HeiseiMinchotai
    /FC-Higemoji
    /FC-Hikkitai
    /FC-Illust
    /FC-Ima108
    /FC-Ima205
    /FC-Ima310
    /FC-Ima407
    /FC-Ima513
    /FC-KageIma310
    /FC-KageIma513
    /FC-KageKanteiryuEdomoji
    /FC-KageKasaneMaruGothicH
    /FC-KageMaruGothictai-H
    /FC-KanteiryuEdomoji
    /FC-KasaneMaruGothicH
    /FC-KigouGothic
    /FC-KigouMincho
    /FC-Kyokashotai-L
    /FC-Kyokashotai-M
    /FC-MaruGothictai-B
    /FC-MaruGothictai-H
    /FC-MaruGothictai-L
    /FC-MaruGothictai-M
    /FC-Marumoji
    /FC-Minchotai-B
    /FC-Minchotai-H
    /FC-Minchotai-L
    /FC-Minchotai-M
    /FC-MouhitsuGyosho
    /FC-MouhitsuKaisho
    /FC-Reishotai
    /FC-SeiKaishotai-M
    /FC-SignBord16G
    /FC-TakahashiReishotai
    /FC-TanKointai
    /FC-Tile16G
    /FC-WebChubby
    /FC-WebLine
    /Fj-ChibaPenjitai
    /Fj-Cube16G
    /Fj-FudeKaishotai
    /Fj-FukuroIma310
    /Fj-FukuroIma513
    /Fj-FukuroKanteiryuEdomoji
    /Fj-FukuroKasaneMaruGothicH
    /Fj-FukuroMaruGothictai-H
    /Fj-Gothictai-B
    /Fj-Gothictai-H
    /Fj-Gothictai-L
    /Fj-Gothictai-M
    /Fj-GyoKaishotai
    /Fj-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiChubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiKakuGothictai
    /Fj-HeiseiMaruGothictai
    /Fj-HeiseiMinchotai
    /Fj-Higemoji
    /Fj-Hikkitai
    /Fj-Ima108
    /Fj-Ima205
    /Fj-Ima310
    /Fj-Ima407
    /Fj-Ima513
    /Fj-KageIma310
    /Fj-KageIma513
    /Fj-KageKanteiryuEdomoji
    /Fj-KageKasaneMaruGothicH
    /Fj-KageMaruGothictai-H
    /Fj-KanteiryuEdomoji
    /Fj-KasaneMaruGothicH
    /Fj-Kyokashotai-L
    /Fj-Kyokashotai-M
    /Fj-MaruGothictai-B
    /Fj-MaruGothictai-H
    /Fj-MaruGothictai-L
    /Fj-MaruGothictai-M
    /Fj-Marumoji
    /Fj-Minchotai-B
    /Fj-Minchotai-H
    /Fj-Minchotai-L
    /Fj-Minchotai-M
    /Fj-MouhitsuGyosho
    /Fj-MouhitsuKaisho
    /Fj-Reishotai
    /Fj-SeiKaishotai-M
    /Fj-SignBord16G
    /Fj-TakahashiReishotai
    /Fj-TanKointai
    /Fj-Tile16G
    /Fj-WebChubby
    /Fj-WebLine
    /FO-Gothictai
    /FO-Gothictai-HANKAKU
    /FO-Gothictai-TOKUSYU
    /FO-Ima513
    /FO-Kyokashotai-L
    /FO-MaruGothictai-L
    /FO-Minchotai
    /FO-Minchotai-HANKAKU
    /FO-Minchotai-TOKUSYU
    /FO-MouhitsuGyosho
    /FO-MouhitsuKaisho
    /FO-TakahashiReishotai
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FU-Gothictai
    /FU-Minchotai
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /GC-Special-Character
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicMB101Pro-Bold
    /GothicMB101Pro-Heavy
    /GothicMB101Pro-Ultra
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HGGothicE
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HiraginoMin-W4-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W4-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90ms-RKSJ-H
    /Impact
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /Jun101Pro-Light
    /Jun201Pro-Regular
    /Jun34Pro-Medium
    /Jun501Pro-Bold
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /Kartika
    /KyokaICAPro-Light
    /KyokaICAPro-Medium
    /KyokaICAPro-Regular
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MonotypeCorsiva
    /MotoyaGothic-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90ms-RKSJ-H
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NSimSun
    /OCRB
    /OCR-B
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParkAveD
    /PMingLiU
    /Raavi
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShinseiKaiPro-CBSK1
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SkidoosD
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /00
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BalloonD-ExtrBold
    /Batang
    /BatangChe
    /BellevueD-Regu
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CRBajoka-R
    /CRCandGRyuurei-M
    /CRPCandGRyuurei-M
    /DCAi-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WING-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WING-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WING-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WINP-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WIN-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DeVinneOrn
    /DFCraftSumi-W9-WING-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFRenMenTai-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WING-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WIN-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dotum
    /DotumChe
    /edit
    /elena
    /EmbassyJS
    /EstrangeloEdessa
    /FC-ChibaPenjitai
    /FC-FudeKaishotai
    /FC-FukuroIma310
    /FC-FukuroIma513
    /FC-FukuroKanteiryuEdomoji
    /FC-FukuroKasaneMaruGothicH
    /FC-FukuroMaruGothictai-H
    /FC-Gothictai-B
    /FC-Gothictai-H
    /FC-Gothictai-L
    /FC-Gothictai-M
    /FC-GyoKaishotai
    /FC-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiChubutoMinchotai
    /FC-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMinchotai
    /FC-HeiseiKakuGothictai
    /FC-HeiseiMaruGothictai
    /FC-HeiseiMinchotai
    /FC-Higemoji
    /FC-Hikkitai
    /FC-Illust
    /FC-Ima108
    /FC-Ima205
    /FC-Ima310
    /FC-Ima407
    /FC-Ima513
    /FC-KageIma310
    /FC-KageIma513
    /FC-KageKanteiryuEdomoji
    /FC-KageKasaneMaruGothicH
    /FC-KageMaruGothictai-H
    /FC-KanteiryuEdomoji
    /FC-KasaneMaruGothicH
    /FC-KigouGothic
    /FC-KigouMincho
    /FC-Kyokashotai-L
    /FC-Kyokashotai-M
    /FC-MaruGothictai-B
    /FC-MaruGothictai-H
    /FC-MaruGothictai-L
    /FC-MaruGothictai-M
    /FC-Marumoji
    /FC-Minchotai-B
    /FC-Minchotai-H
    /FC-Minchotai-L
    /FC-Minchotai-M
    /FC-MouhitsuGyosho
    /FC-MouhitsuKaisho
    /FC-Reishotai
    /FC-SeiKaishotai-M
    /FC-SignBord16G
    /FC-TakahashiReishotai
    /FC-TanKointai
    /FC-Tile16G
    /FC-WebChubby
    /FC-WebLine
    /Fj-ChibaPenjitai
    /Fj-Cube16G
    /Fj-FudeKaishotai
    /Fj-FukuroIma310
    /Fj-FukuroIma513
    /Fj-FukuroKanteiryuEdomoji
    /Fj-FukuroKasaneMaruGothicH
    /Fj-FukuroMaruGothictai-H
    /Fj-Gothictai-B
    /Fj-Gothictai-H
    /Fj-Gothictai-L
    /Fj-Gothictai-M
    /Fj-GyoKaishotai
    /Fj-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiChubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiKakuGothictai
    /Fj-HeiseiMaruGothictai
    /Fj-HeiseiMinchotai
    /Fj-Higemoji
    /Fj-Hikkitai
    /Fj-Ima108
    /Fj-Ima205
    /Fj-Ima310
    /Fj-Ima407
    /Fj-Ima513
    /Fj-KageIma310
    /Fj-KageIma513
    /Fj-KageKanteiryuEdomoji
    /Fj-KageKasaneMaruGothicH
    /Fj-KageMaruGothictai-H
    /Fj-KanteiryuEdomoji
    /Fj-KasaneMaruGothicH
    /Fj-Kyokashotai-L
    /Fj-Kyokashotai-M
    /Fj-MaruGothictai-B
    /Fj-MaruGothictai-H
    /Fj-MaruGothictai-L
    /Fj-MaruGothictai-M
    /Fj-Marumoji
    /Fj-Minchotai-B
    /Fj-Minchotai-H
    /Fj-Minchotai-L
    /Fj-Minchotai-M
    /Fj-MouhitsuGyosho
    /Fj-MouhitsuKaisho
    /Fj-Reishotai
    /Fj-SeiKaishotai-M
    /Fj-SignBord16G
    /Fj-TakahashiReishotai
    /Fj-TanKointai
    /Fj-Tile16G
    /Fj-WebChubby
    /Fj-WebLine
    /FO-Gothictai
    /FO-Gothictai-HANKAKU
    /FO-Gothictai-TOKUSYU
    /FO-Ima513
    /FO-Kyokashotai-L
    /FO-MaruGothictai-L
    /FO-Minchotai
    /FO-Minchotai-HANKAKU
    /FO-Minchotai-TOKUSYU
    /FO-MouhitsuGyosho
    /FO-MouhitsuKaisho
    /FO-TakahashiReishotai
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FU-Gothictai
    /FU-Minchotai
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /GC-Special-Character
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicMB101Pro-Bold
    /GothicMB101Pro-Heavy
    /GothicMB101Pro-Ultra
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HGGothicE
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HiraginoMin-W4-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W4-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90ms-RKSJ-H
    /Impact
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /Jun101Pro-Light
    /Jun201Pro-Regular
    /Jun34Pro-Medium
    /Jun501Pro-Bold
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /Kartika
    /KyokaICAPro-Light
    /KyokaICAPro-Medium
    /KyokaICAPro-Regular
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MonotypeCorsiva
    /MotoyaGothic-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90ms-RKSJ-H
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NSimSun
    /OCRB
    /OCR-B
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParkAveD
    /PMingLiU
    /Raavi
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShinseiKaiPro-CBSK1
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SkidoosD
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


